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午前10時00分開議 

○議長（工藤 安雄君）  皆さん、おはようございます。 

 議員及び市長初め執行部各位には、本日もよろしくお願いいたします。 

 開会前にお知らせいたします。議案質疑に係る発言通告書の提出締め切りは本日の正午までと

なっていますので、予定されている方は厳守をお願いいたします。 

 ただいまの出席議員数は２１人です。定足数に達しておりますので、これより本日の会議を開

きます。 

 執行部より、市長、副市長、教育長、各部長及び関係課長の出席を求めています。 

 本日の議事日程は、お手元に配付の議事日程第２号により行います。 

────────────・────・──────────── 

一般質問   

○議長（工藤 安雄君）  これより日程第１、一般質問を行います。 

 質問者の持ち時間は、質問、答弁を含め１人１時間以内となっております。質問者、答弁者と

も簡潔に、また節度ある発言をお願いいたします。 

 それでは、通告制となっておりますので、順次質問を許します。 
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 まず、９番、二ノ宮健治君の質問を許します。 

○議員（９番 二ノ宮健治君）  皆さん、おはようございます。９番、二ノ宮健治でございます。

ただいま議長のお許しをいただきましたので、通告に基づきまして一般質問を行いたいと思いま

す。 

 きょうワールドカップも始まりましたので、その話をと思ったんですけど、これは後に譲りた

いと思ってます。３月に桜前線、そして、今は梅雨前線ということで、私は田植え前線という名

前をつけて自分なりに理解をしています。この狭いといいますか、小さな由布市の中でも５月中

旬に湯布院で田植えが始まって、そして庄内へと、山をまさに駆けおりるように田植え前線が今

ようやく挾間のほうに来ております。恐らく挾間も来週、再来週あたりが山場になるんじゃない

かという具合に思ってます。 

 我が家におきましても、この議会までどうしても終わりたいということで、先週の土・日に田

植えを終わりました。約１町３反を植えたんですけど、子どもたちがワイワイガヤガヤ言いなが

らの田植えでした。我が家の田植えを一口に言いますと、そして、少し面白おかしく言えば、消

防団の訓練の風景に例えました。総勢１０名です。うち田植え出動者３名、そして、自宅待機者

７名というようなことでございます。働く人は少ないんですけど、人数だけは多いと。昔から言

う食べ加勢といいますか、そういう孫や子どもたちが集まって、１町３反を植えました。 

 なかなか今、田舎でも子どもや孫が一堂に会すということは少ないんですけど、田植えのおか

げで帰ってきました。私にとってはまさに至福のときといいますか、本当に貴重な貴重な時間で、

逆に田植えに感謝をしてるというような気持ちでございます。秋の実りを祈りながら、そして、

孫から「じいじ、おいしかったよ」という米をつくりたいということで、今決意を新たにしてる

ところでございます。 

 前置きが少し長くなりましたが、質問に移ります。 

 今回につきましては、２つの大きな質問をいたします。 

 まず１点目は、由布市総合計画第２期策定に向けた取り組みについてということでございます。 

 ２７年度で第１期の計画が終了し、今年度から２期計画策定に向けた基礎調査などの作業に入

ることとなると思うが、１０年先の由布市をどのようにデザインするのかという大切な作業であ

ります。私たちも議会として検討委員会を設置するなど、策定に積極的に参加したいと考えてい

ますが、まだ固まってはいないと思うんですけど、市長として現時点での基本的な考え方につい

てお伺いをいたしたいと思います。 

 １点は今後の日程。 

 ２点目は、人口推計です。人口減少社会というものの中でこのことは大変難しいと思うんです

けど、減少対策について。それから、同僚議員がいつも言うんですけど、庄内町がもう今年間３
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０名ぐらいしか子どもが生まれていません。そういう中で、人口減少対策をどのように考えてい

くのかということ。 

 それから、市民ニーズの把握についてです。ここは特にお願いしたいというふうに思ってます。

市民ニーズに合った計画でなければ、計画は画餅となる。行政施策ごとに市民が何を望んでいる

のか、どのような不満を持っているのかを的確に把握することが重要と考えております。このた

めに市民満足度調査が有効だと思っております。そういうことを機会あるごとに今まで言ってき

ましたし、ことしはそれを実施するというお話もいただいています。その調査内容、方法につい

てどれぐらいに考えているかということをお聞きをいたします。 

 それから、今回の計画策定のキーワードとなると思われます、人口減少社会の対応、それから、

高齢化社会、少子化対策、そして、農村対策、それから、財政推計について、今回の計画策定の

中でどのように対処していくかということでございます。 

 それから、新市建設計画との関連、特に、充足度、見直し等についてお伺いしたいと思います。 

 大きな２番目として、国の政策に対して市としてどのように対応するのかということでござい

ます。 

 今、日本という国が大きく変わろうとしているように私は思います。戦争の惨禍を反省し、戦

後日本が長い間をかけて築き上げてきた平和政策が、憲法の解釈変更という安易な方法で変えら

れようとしています。また、経済重視の政策の中で、労働法の改正、女性の社会進出政策の強制

や税法改正など、挙げれば切りがありません。 

 由布市民から市政運営の負託を受けた市長として、手の届かない国の問題として片づけるので

はなくて、直接市民にかかわるのは市町村であります。大きな影響があることを見据えて、この

ような国の政策に対してどのように対処をしていくのか。このことは市議会にもいえることだと

いうように思ってます。日々の議会活動の中で私たちもむなしさを感じていますが、市長の考え

をお伺いしたい。 

 具体的には、集団的自衛権の問題も含めた平和についてということ。 

 それから２番目に、労働法の改正。 

 ３番目はちょっと言葉がわかりにくいと思うんですけど、要するに、市民が思ってることがな

かなか国に伝わらない。そういう中で、市長としてどういう方法でそれを国に伝えていくのかと

いう考えがあれば、お伺いをしたいと思います。 

 以上でございますが、再質問につきましてはこの席で行いたいと思います。簡潔によろしくお

願いします。 

○議長（工藤 安雄君）  市長。 

○市長（首藤 奉文君）  皆さん、おはようございます。今、田植え前線のお話がありましたけれ
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ども、まさにそのとおりで、やがて挾間の町も全部田植えが終わって、すばらしい稲田が見られ

ることと思っております。 

 さて、９番、二ノ宮健治議員の御質問に早速お答えをいたします。 

 初めに、由布市総合計画策定に向けた取り組みについての御質問にお答えをしたいと思います。 

 まず、第２期次総合計画策定の日程についてでありますが、現在計画策定に当たって部門ごと

に議論する、職員、コアメンバーを含むプロジェクト委員や、専門的にコーディネートをいただ

く九州大学の先生方、市民の代表者の方々を最終選考中でございます。また、計画策定委託事業

者の選定と、第１次総合計画書の評価をいただくための市民満足度調査、並びに産業関連表によ

る経済波及効果調査等、策定に係る基礎資料づくりの準備を同時に進めております。 

 今後、組織体制の確定後、策定する職員の第１回目の研修会を実施し、コーディネート側の学

習会の開催、同時に由布市総合計画審議会を立ち上げまして、私から諮問を行った後、策定ワー

キング会議に着手していきたいと考えているところであります。 

 次に、計画の人口推計と人口減少対策についてお答えをしますが、１０年後の２０２５年に団

塊世代が後期高齢を迎え、その１５年後の２０４０年まで国の調査機関が示していますように人

口が減少し続け、超高齢化社会が確実に今以上に進むことが考えられます。 

 減少した人口数のうち高齢者が４割を越え、その高齢者の３分の２以上は後期高齢者が占める

ことになります。一方、出生率向上のかなめである若年女性の減少が予想されますことから、２

つの人口要素に趣を置いた、子育て、教育、住環境の充実、また、健康増進、高齢者福祉施策な

どを考えていくことが重要であると考えているところであります。 

 加えて、人口減に伴い、確実に収入減が予測されることから、行政コスト等も考慮した行政運

営を同時に進めていかねばならないと思っているところであります。 

 次に、市民ニーズ把握についてでありますが、議員御指摘のとおり市民ニーズ、市民意見の把

握につきましては市民満足度調査が有効でありますので、現在内容を精査しているところでござ

います。今回は特にわかりやすく回答できるよう、質問事項にも工夫するよう検討中でございま

す。 

 次に、今回の計画策定のキーワードとなるでありましょう、人口減少社会の対応、高齢化社会

の対応、少子化対策、農村対策、財政推計について、どのように対処していくかということにつ

いての御質問でありますが、議員御指摘のとおり人口減少に伴いまして少子高齢化や過疎化、農

村対策とあわせて財政問題についてどのように解決していくかは、全国の自治体の多くが抱える

問題でございます。その特効薬的な解決策は現在見いだせていない状況でございます。 

 今回、これらの問題を含めて、計画策定においてはより総合性が高い知的財産とグローバルな

ネットワークを持つ九州大学と連携をいたしまして、できるだけ多くの市民や民間の皆さん方に
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も御参加をいただく中で、より実効性が高く、問題解決につながっていく計画づくりを進めてま

いりたいと考えております。 

 次に、新市建設計画との関連、見直しは行うのかということでございますが、新市建設計画に

つきましては、旧３町が合併するための判断材料の一つとして新しい市のまちづくりを描いた計

画書として策定されました。合併後の第１次総合計画は、この新市建設計画を踏襲し、策定され

たものでございます。 

 今回、第２次総合計画策定に当たっては、新市建設計画と直接関連することはないと思います

が、合併市町村に係る地方債の特例に関する法律の一部が改正されたことによりまして、新市建

設計画を見直しする必要があると考えているところであります。 

 次に、国の政策に対して市としてどのように対応するのかとの質問でありますが、まず、集団

的自衛権の問題も含め平和についてであります。 

 今日の世界情勢を見ますと、各所で緊張が高まっており、世界平和の観点から憂慮すべき事態

だと認識をしております。国におきましても、このような事態に対処すべく日本の防衛のための

集団的自衛権容認についても論議されておりまして、その内容もマスメディア等を通して日々報

道をされているところであります。 

 このような中にあって、市としての対応は、あくまで事案が国の安全保障に関する国の専管事

項でありますので、国の動向に注視するとともに情報の入手に努め、自治体として主張すべきこ

とは他の団体とともに全国市長会等を通じて行ってまいりたいと考えております。 

 平和につきましては、戦後日本が長い間かけて築きあげてきた平和主義の理念によって日本の

繁栄がもたらされたものと思っておりますので、国には今後も平和主義を維持し、国民の命と暮

らしを守ってもらいたいと考えております。 

 次に、労働に関する法改正についてでありますが、我が国は少子高齢化の影響で若い世代の労

働力不足が顕著な問題となっているところであります。そうした状況から、長時間の労働や過重

な労働をしいられたりするなど、労働環境が大きく変化することが予測され、このことが労働者

の健康を害し、さらには労働力の低減を招くなど、その生活にも影響を及ぼしていくさまざまな

事柄を危惧しております。 

 これからは、働く人が安心して働き続けることができる仕組みや長時間労働を防ぐ仕組みづく

りの強化が必要であると認識をしております。産業界の視点に偏らない慎重な論議も当然必要で

あることから、今後も国の施策、動向を注視してまいりたいと考えております。 

 次に、国の施策と市政運営の兼ね合いをどのような方法で対応するのかということについてで

ありますが、地方分権推進法が施行されて、地方の時代と言われまして、もう１０年余りが経過

しました。しかしながら、現実的な地方分権の推進は現在の地方自治の仕組みのもとではまだま
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だ達することなく、依然として中央集権と国依存の統治構造が維持されておりまして、東京一極

集中と地方の過疎化が進んでいる状況であると考えております。 

 国と地方の役割は法によって定められていますので、現状は国が示す施策を市町村が地域の社

会情勢や実情に照らし合わせながら、各種計画との整合性を図った上で、市政運営に反映させて

いるところでございますが、今後も国からの情報をいち早くつかみ、取り入れるために、さまざ

まな情報収集をするための方策を取り入れて、市政運営に反映させてまいりたいと考えておりま

す。 

 以上で私からの答弁は終わりますが、他の質問につきましては担当部長より答弁をさせます。 

○議長（工藤 安雄君）  総務部長。 

○総務部長（相馬 尊重君）  総務部長です。私のほうから人口推計について、少し詳しく答弁を

さしていただきます。 

 厚生労働省の機関である人口問題研究所が、２０１０年の国勢調査をもとに２０４０年までの

３０年間について市町村別の推計をことしの３月に公表いたしました。人口の総数は２０４０年

には１億人を切り、全国都道府県全てで２０１０年の人口を下回り、全国の７割の自治体で２０

１０年に比べ２割以上減少することが予想されています。 

 由布市におきましても減少傾向にあり、２０１０年人口から２２.５％減の２万６,９００人と

なる予想がされております。人口構造的には、６５歳以上の高齢者人口率が２９.３％から３７.

３％と、全国平均値に近い数値に上がり、若年人口、生産人口ともに逆に減少することとなり、

６５歳以上の高齢者が２万６,９００人中１万人を超える構造となり、人口減少する中、超高齢

化が進む現象が続いていくと予想されています。 

 もう一方の日本創成会議が示した推計では、２０４０年までに若年女性──２０代、３０代の

女性が半分以下になる自治体が大半を占め、都市への人口流出に歯どめがきかないとの予測をし

ておりまして、由布市では３０％以上も若年女性が減少する試算が出されております。 

 また、地域別の人口予想については実施されていませんが、過去からの実態数字等から予測す

れば、庄内地域等も確実に減少することになると考えられます。 

 このように、人口減少問題については、総合計画あるいは各種計画を策定する上で非常に重要

な要素と捉えておりまして、今回の計画づくりの基礎として十分考慮していきたいというふうに

考えています。 

 以上でございます。 

○議長（工藤 安雄君）  二ノ宮健治君。 

○議員（９番 二ノ宮健治君）  ありがとうございました。 

 議長の許可をいただいて、資料をまた作成いたしました。資料２をちょっと開いてください。
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表紙を入れて３ページ目です。右上に資料２。これは、またいつも出すんですけど、群馬県の太

田市のことです。もう市長にも何回もこのことは言いました。 

 太田市経営方針というものです。市役所はサービス産業であるという、これはもう全ての基本

なんです。言いかえれば、行政運営から、それから、経営戦略といいますか、そちらのほうに転

換しようというようなことじゃないかという具合に思ってます。 

 市民の目線で考えます、それから、質の高い、それから、経営感覚、成果をということで、も

う市長これ１２月の議会で出して、読んだと思うんですけど、ぜひ今度の総合計画をつくるとき

に、やはり市がどういう方向でとかいうそういうものがないと、なかなかいかないんじゃないか

という具合に思ってます。 

 このことについて、この経営方針見て、どういう具合にお感じですか。 

○議長（工藤 安雄君）  市長。 

○市長（首藤 奉文君）  太田市は本当に住民目線に立った施策を展開をしておりまして、私ども

もこの太田市の取り組みについて十分学びながら、これからも市民サービスに努めていきたいし、

第１次の満足度調査がございましたけれども、それにプラスして、今回それから以降どのように

市民がどのようなニーズを持って、あるいはどのような思いを持っておるかということも十分調

査をしながら、今後その計画を策定していきたいというふうに考えております。 

○議長（工藤 安雄君）  二ノ宮健治君。 

○議員（９番 二ノ宮健治君）  総務部長にちょっとお聞きをします。 

 同じく資料２に、これはもう行政マンなら誰でも知ってるんですけど、ＳＥＥ・ＰＬＡＮ・Ｄ

Ｏ・ＣＨＥＣＫ ＡＮＤ ＡＣＴＩＯＮという事柄なんですけど、由布市においてこのことが私

欠けてるんじゃないかというような気がしています。 

 計画はつくるんですけど、その後のフォローとかそういうものが少しおろそかになってるんじ

ゃないかと思うんですけど、どうでしょうか。 

○議長（工藤 安雄君）  総務部長。 

○総務部長（相馬 尊重君）  おろそかになってるということではなくて、やってるつもりなんで

すけども、計画を作って、毎年度それに向けてのヒアリングも行ってますし、それぞれの事業に

ついても事務事業評価を通じて各部局において評価をしながら、また次期の実施計画には反映さ

せていくというようなことで、そういうサイクルというのを明確にはなってないかと思いますけ

ども、こういう循環で、計画を立て、それを実際に評価・検証しながら事業を進めていってるつ

もりではございます。 

○議長（工藤 安雄君）  二ノ宮健治君。 

○議員（９番 二ノ宮健治君）  今、市がつくってる、タイトル忘れたんですけど、今総務部長が
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言われたように１つのことについてどういう成果があったとか、成果表か、してるんですけど、

一番問題なのはここのチェックのとこです。やっぱりその成果を検証して、改善をするという、

そこが誰がやるかちゅうことです。やっぱり行政の中だけでやっても、なかなかそれは身びいき

といいますか、なかなか結果が出ない。 

 そういうことで、後で言いますけど、満足度調査で本当に市民がどういう具合に考えているか

と、そして、それを活かして次に進んでいただきたいと思います。 

 それから、ついでですから次の資料４という、これ、由布市の各種計画一覧表です。市長、見

たこともないものが多いんじゃないかと思うんですけど、全部で今由布市は５７。私もこれ見て

驚きました。 

 これの一番トップは、新市のまちづくり計画です。もうこれは言うまでもなく３町が合併をし

たときに新しい由布市をどうやってつくるかというもので、これに基づいて、その下の第１期由

布市総合計画ができたものだと思っています。 

 以下、こういう計画があります。ほとんど今回の総合計画に合わした期間等があります。次の

ページ見てもらったらわかるんですけど、例えば、農政課だけでも９本あるんです。再生協をも

ちろん含むです。それで、４９番と５５番、元気になる由布市農業農村計画、それから、５５番

の由布市農村振興基本計画。もうほとんど同じような計画です。 

 なぜこれを私が出したかというと、やっぱり幾ら計画をつくっても、それが運用されてないと

意味がないんじゃないかということを言いたいわけです。さっき、ＳＥＥ・ＰＬＡＮ・ＤＯ……、

そのことを総務部長はやってるんだということなんですけど、本当にこういう計画がどういう具

合になってるかと。 

 それで、また、一番最後の資料６。これは大分市仕事宣言というものですが、市長、これ知っ

ておりますか。資料６です。別紙です、済いません。 

○議長（工藤 安雄君）  市長。 

○市長（首藤 奉文君）  きょう初めて見させていただきました。 

○議長（工藤 安雄君）  二ノ宮健治君。 

○議員（９番 二ノ宮健治君）  総務部長はどうですか。 

○議長（工藤 安雄君）  総務部長。 

○総務部長（相馬 尊重君）  既にこの大分市が取り組んでいる仕事宣言については、報道等でも

御紹介されていますし、ホームページ──大分市のホームページですけども、その実績等は閲覧

できるようになっております。 

 個々までは存じ上げてはおりませんけども、どういう取り組みをしてるかということは知って

おります。 
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○議長（工藤 安雄君）  二ノ宮健治君。 

○議員（９番 二ノ宮健治君）  私、すぐ太田市を出すんですけど、隣にすばらしい市があるんで

す。行政にしても、議会にしても。もう全国でトップクラスだという具合に言われています。 

 これはそこに書いていますように、「仕事宣言とは、市政の各分野の責任者である部局長が、

１年間に取り組む重点事業を明らかにするとともに、可能な限り目標を数値化して、それをやり

遂げることを市長と市民に約束するという、いわば部局長のマニュフェストといえるものです」。 

 これは本当はバっとまだ資料をつけたかったんですけど、ここに企画部の部長は佐藤さんとい

う人なんですけど、この人が基本姿勢はどういうことで、自分の部局をまとめるかということが

あります。特に、行革プランの推進について本当にきめ細かにいろんなことを部下に、まだ言え

ば、市全体に、そこからいろんな指令を出して、１年間を通じてやらせています。 

 それから、１つ紹介をしたいんですけど、大分市改善運動の推進と。これは、職員が改善意識

を持って、その仕事の中でいろいろ仕事を改善するということなんです。そして、目標値を、２

６年度目標が１６０件、今してます。２５年度目標が１４０件だったんですけど、１４１件で、

もう見事にクリアをしています。 

 きょう、その資料６というのは、２５年度の実績です。実際にどのくらいの目標を掲げて、到

達したのがどれで、未達成がどのくらいということで、これずっと大分市中に出回るんです。だ

から、部課長は必死なんです。 

 だから、何を冒頭に言いたいかというと、幾ら計画をつくっても実際にそれが実施をされなけ

れば、もうどうにもなりません。このことで、市長どう思いますか。 

○議長（工藤 安雄君）  市長。 

○市長（首藤 奉文君）  まさに行政という、このとおりにあるべきであるというふうに認識して

います。 

○議長（工藤 安雄君）  二ノ宮健治君。 

○議員（９番 二ノ宮健治君）  そうは言いながら、やはり計画がなければ、なお悪いということ

です。 

 それで、今回、自治法に基づいて総合計画を策定するんですけど、こういうことを頭に入れな

がら、市長やっぱり先頭に立って、そして、職員全体を鼓舞しながら取り組んでいただきたいと

いうことを、まず冒頭にお願いをしたいという具合に思います。 

 それで、本題に移るんですけど、市長、合併して８年半といいますか、９年が経ちました。昔

から１０年ひと昔という具合に言われるんですけど、本当に世の中がこの９年間で変わったんじ

ゃないかという気がします。 

 ここに総合計画があるんですけど、この総合計画を読んでみたら、このときは本当にバリバリ
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といいますか、時代に即した新しいものだちゅう具合に思ってたんですけど、今読んでみると、

「ああ、古くなったな」と、そういう感じをします。 

 やはり、今は日本が大きく変わろうとしている。特に、日本が今まで経験したことのない人口

減少社会とか、超高齢化社会、少子化社会、そういうものがこの１０年間でずっと進んだんです。 

 そういうことで、今回、今まで８年半実際に行政に携わってきたんですけど、特に問題とかや

り残したこととか、この点にとかということがあれば教えてください。 

○議長（工藤 安雄君）  市長。 

○市長（首藤 奉文君）  この８年間、合併という大変な状況を考えたときに、合併も各いろんな

合併の仕方があるんですけれども、大きな市に吸収される合併と、あるいは同じ平面に住んでい

る町同士が合併するのと、この由布市のようにそれぞれ全く違う地域の中で生活をした人たちが

１つになって合併していくという。 

 これはもう非常に由布市のような状況は、大変まとまりにくいというのが現状であります。そ

れは、山を隔て、そして、地域を隔たって、そして、それだけの生活習慣もまったく違ってきて

ると。そういう中で、どのようにして市としての一体感を持たしていくかということは、私の大

きな課題でありました。 

 この一体感なくしてやっぱり市の発展ということは考えられない。どんなにいい箱物をつくっ

ても、何しても、やはり住んでる人たちが１つで力を合わしてやろうというような、そういう思

いにならない限りは、市は１つにまとまらない。そういう思いでこれまで取り組んできたわけで

あります。そのために辛抱強く、私自信も取り組んでまいりました。 

 これからはそういう一体感も大分できてきたと思いますし、議会においても３期目になりまし

て、当初の議会の思いとは相当違ってきたと思いますし、これからそういう意味では１つの市と

しての形がもっともっとできてくるというふうに思っていますし、市民の間にもお互いの理解が

進んでいくことによって、初めて市ができるというふうに思っています。 

 そういう思いでこれまで取り組んでまいりましたし、これからそういう思いをますます市民の

皆様にも訴えながら、そして、一体感をつくっていきたいと思います。 

 なかなかこれはそういう平面的な合併と違って、こういう特色のある合併でありますから、そ

れだけ大変生みの苦しみもあるというふうに私認識しております。 

○議長（工藤 安雄君）  二ノ宮健治君。 

○議員（９番 二ノ宮健治君）  ありがとうございました。 

 この総合計画全体を語るとなかなか時間がないんで、私が思っていることについて私案という

ことで資料１に少し上げさせていただきました。 

 新しい時代の潮流ということで、もうこれは私から言うまでもないと思います。これ以外にい
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ろいろあると思うんですけど、特に、人口減少社会、それから、少子高齢化社会です。 

 先ほど人口推計については総務部長のほうから言われましたが、２万６,９００人になるとい

うような数字、それから、高齢化率も３３.７％というような数字も出ておりました。もういろ

いろ言っても、２００５年に日本の人口がピークだったんですけど、それからずっと今減り始め

ております。そして、２０５５年には９,０００万人を切るというような大変な状況です。そう

いうことが、恐らくこの１０年間でもいろんな影響をしてくるんじゃないかと思われます。 

 以下、地方分権下でのとか健康志向とかいうようなことが、今の時代の潮流だと思っています。 

 そして、次が現状と見通しなんですけど、特に財政状況です。これはもう一言で言えば、次世

代に大きな負担を残さないような財政運営をしていただきたいということじゃないかという具合

に思います。 

 それと、人口で特に気をつけていただきたいのは、平成２５年の出生者数が出ていますが、挾

間が１７８人、庄内が３０、湯布院が９９名です。今３０７名で、死亡者は４４９名です。人口

減るのはこの辺にもあるんです。転移・転出ということはあるんですけど、やっぱり自然減とい

うことです。 

 それで、次は提言に移ります。このことについては少し議論をしたいと思っています。 

 まず１番で、人口減少・少子高齢化社会への対応ということですが、子どもを生み育てるとか、

増加する高齢者の対応については、これはもう言うまでもなくいろんな施策を総合計画の中で出

てくると思いますが、人口をふやす手立てはないかということで、若者定住住宅。 

 ありふれた言葉なんですけど、谷地区がことし複式学級になるということで、この２年間ずっ

といろんな取り組みをしてきました。ＰＴＡの人、それから、地区の人と。その中でいろいろ出

たのが、「せっかく帰ってきたんやけど、住むとこがない」ということでした。恐らく１人か２

人の意見だと思うんですけど、「生田原団地についてはなかなか新婚さんとかが住めないんで、

そういうものができないだろうか」と。ところが、いろいろ調べてみると、市営住宅つくるのは

補助金をもらうために一定の量がないと悪いとか、大変難しいんです。 

 それで、その後にニコニコ住宅の建設、これは愛知県でちょっと仕入れたものなんですけど、

実際に見に行ったことがあるんですけど、地域の中に２戸の住宅を建てる。これ、ここがみそな

んです。１戸だと孤立をしてしまうということで、隣同士でよそから来た人が２戸建てると。 

 どんな方式とるかちゅうと、まず、どっかのおじさんに言って、「土地売ってくれんかな」と。

そしたら、「２００坪売って幾らぐらいですよ」と。１００万円なら１００万円でいいです。そ

したら、建設課が「今度大体それに造成をかけて、そして、水道とか引いたときに２００万円か

かる」と。そしたら、合わして３００万円と。そして、諸経費で１割して３３０万円。それを今

度は大分市に行って、「３３０万円で１００坪の土地がありますよ」とやるわけです。で、引っ
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張ってくる。そして、その地域の人たちと、「ここに住んだ以上、こういうことはやらんといけ

んですよ」ということを確認をして、そして、それでオーケーが出れば、土地購入から造成、そ

して、というようなそういうやり方なんです。 

 だから、土地開発公社がもちろんかむんですけど、余り大きなものについてはもうほとんど今

の土地開発公社は土地が売れなくて、田舎に行くほど不良財産として残っています。 

 だから、こういうことについても、ぜひこの２つのことを考えていただきたいんですが、産業

建設部長、どうですか。 

○議長（工藤 安雄君）  産業建設部長。 

○産業建設部長（生野 重雄君）  産業建設部長です。今、議員のおっしゃったニコニコ住宅、確

かに公営住宅法でいうところの低廉で、住宅困窮者に安い家賃で住宅を提供する、そのためには

補助金をもらえるんですが、その事業は当てはまらないというのは確かでございます。 

 このニコニコ住宅はその財源的な部分もありますけど、あと需要と供給とか、そういう他の事

例とかを研究していくというのも１つの部としての、住宅行政だけではなくてそういうのも１つ

かなとは考えております。 

 以上です。 

○議長（工藤 安雄君）  二ノ宮健治君。 

○議員（９番 二ノ宮健治君）  言いたいのは、いろんな手を打っていただきたいということです。

本当にアイデアを出したらいろんなことがあるんじゃないかと思います。そういうことを積極的

に。 

 その下の起業への助成も一緒です。起業ちゅうと何かあれですけど、例えば、農業の起業ちゅ

うのもあるわけです。だから、そういうことことを。 

 それから、新規参入者に対して単なる金を出すんじゃなくて、呼び込みとか、それから、あと

のフォローとかいろいろあると思います。そういうことも、いろんな手立てを総合的にやってい

ただきたいということです。 

 それから、地球にやさしい政策の推進ということです。これは、この表紙に、何とん知れんち

ゅうと怒られるんですけど、エコストーブちゅうのが、これ今ものすごいはやってます。これの

起こりは、今ベストセラーになってるんですけど、この「里山資本主義」という。市長、これ読

んだことありますか。ぜひ読んでください。 

 これの中にエコストーブというのが出て、今、由布市もこれを普及しようちゅうことで取り組

んでるんですけど、この右にあるのが煙突やなくて、そこが炊き口なんです。そこに割り箸とか

五、六本すると、お湯がバっち沸くというような魔法のストーブです。 

 こういうことで、この里山資本主義ちゅう言葉だけ聞いたらわかるんですけど、こういうこと
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も研究をしながら今度新しい、例えば、庄内地区についてはこういうことを広めていったほうが

いいんじゃないかというような、１つのヒントになるんじゃないかと思っています。 

 それから、次がきょうの一番ポイントです。住民参加によるまちづくりということです。地域

力の醸成と活用と、それから、民間活力の導入という、この２つです。もうこれは見てのとおり

です。 

 地域力ちゅうのは淡路大震災のときに行政に幾ら頼ってもやっぱりなかなか災害に対して対応

できないと。もうほとんどの人が地域の人たちが助けたり、消火したりとかいうようなことから

起こったことで、市民が居住地で抱える生活問題に対し共同で解決していく力という具合に訳し

てます。地域防災力とか地域防犯力、地域教育力、地域子育て力。この中で、由布市も全部やっ

てます。寺子屋の開設とか児童クラブとか地域見守り隊、そして、地域防災組織の充実とか。こ

ういうことも、ぜひ地域力ということも今回の計画策定の中に入れていただきたいというふうに

思ってます。 

 それから、民間活力の導入です。これは一口で言えば、１００万円の予算を２００万円で使え

ないかということです。じゃあ、あとの１００万円はどうするかちゅうことなんですけど、それ

はボランティアとかいろんな人たちの力を借りて、まだ言えば、民間に出すことによって単価が

安くなるとか、そういうものでしてます。 

 今、シルバー人材センター、もうこれ大変大きくなって、今は受託収益が７,０００万円にな

ってます。会員も１８１名。湯布院町も３年前ですか、支店ができて、もう今３７名にもなりま

した。ぼつぼつやっぱりこういうのが必要であり、まだ言えば、需要と供給のセッティングがう

まく行き出したんじゃないかという具合に思ってます。 

 それから、いつも言うんですけど、ゆふ野菜塾とかポタジェとか、それから、佐藤自然農園で

す。１つだけ。「ゆめねっと由布」ちゅうのがあるんですけど、これはシルバー人材センターの

中にあります。４月号に出てたんですけど、今ほとんど無料でパソコンを教えています。こうい

う人たちを大切にしながら、まだ言えば、ネットワークしながら、そういうものも今回の総合計

画の中に生かしていただきたいということです。 

 あとは、市民満足度調査です。これで驚いたのは、総合政策課長にお聞きをします、それぞれ

個人で書いてくれたのがあるんですけど、こういうことについて後どういう具合にフォローして

るか、ちょっとお聞きをいたします。 

○議長（工藤 安雄君）  総合政策課長。 

○総合政策課長（溝口 隆信君）  総合政策課長です。議員御指摘いただきました市民満足度調査

の自由意見も含めた報告書等についての活用でございますけれども、当然、実施計画策定に当た

っては各課それぞれ各種の事業計画を持ってますけれども、これらと照らし合わせるときに当然
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この市民満足度調査の意見について、それぞれ各主管課長がこの意見に基づいて事業を決定する

ときに参考資料として使っていってる状況でございます。 

○議長（工藤 安雄君）  二ノ宮健治君。 

○議員（９番 二ノ宮健治君）  そこに持ってるかどうかわからんですけど、２６ページに「サン

トピアふるのには固定の郵便番号がないので、検索しても出てきません、他県の人に……」とい

う項目があるんです。この部分、郵便局に行ってきました。すると、「できますよ」ちゅうんで

す。ところが、切りかえの時期です。今すると３億円ぐらいかかると。全国に配り直しなんで。 

 こういうこととか、それからもう１つ言いたいのは、特にアンケート。市民満足度調査。「こ

のアンケートは無理」と。「専門的なことが多くて、ほとんど答えられない。わからないことが。

年にもよる」ち書いてますよ。それとか、「このアンケートはとてもわかりづらかった。項目に

対してどういう内容かわからない」。ずっと、これだけでも約２０件ぐらいあります。この案件。 

 だから、せっかくつくったものが、まだ言えば、本当の市民ニーズといいますか、そういうも

のが把握されてない。まだ言えば、そういう取り方じゃなかったかという具合に思ってます。 

 もう時間がありませんからあまりいろいろ言いませんけど、特に設問の設定について次のよう

にお願いしておきます。これは単なる担当が総合政策課がつくるんじゃなくて、今それぞれの、

例えば、農政なら農政がどういう問題を持ってるかと。 

 私、農政のことをいつも言うんですけど、昔はそれぞれ部会があったんですよ。ナス部会とか

キュウリ部会とか。そこに担当者が出ていって、そこで飲みながらオジサンの話聞くと。そうし

て、それが課長の頭ん中にあって政策ができたんですけど、もう今はそれはほとんど補助金がな

くなったためにありません。まだ言えば、課長が余り出ていってない。 

 大分市の一番この仕事宣言の基本ちゅうのは、市民協働まちづくりを推進するために職員の地

域活動への参加とか、とにかく地域に出ていくちゅうことが一番なんです、この仕事宣言の一番

基本ちゅうのは。 

 だから、設問のほうもぜひそれぞれの課ごとで精査をして、何を聞きたいのかということをぜ

ひしてください。 

 もう何回もつけてます。資料３です。これ見たら、わからないことないと思うんです。例えば、

８番で児童福祉の推進について伺いますとあります。これどういうことを聞いてるかというと、

右に保育園、幼稚園の運営の充実、放課後児童クラブ、子育て、こういう具合に、こういう事業

について聞いてますよちゅうのを書いてあるんです。じゃあ、このいいのを、保育園、幼稚園の

運営の充実について、特に「不満」とか「非常に不満」ちゅう人については何が不満かまで聞い

ちょるんです。「イについて」は、内容が物足りない、施設が少ない、利用時間がない、その他。

こういうように聞く。 
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 今回の先ほど言いましたように満足度調査の分析を見ても、これは次のステップに進めるよう

なことはないです。ただ「満足」が何人ですよとかそういうことで、なかなか生かせないんじゃ

ないかということです。 

 それともう１点は、個々です。子育てについて８０歳の人に言ってもなかなかだめです。だか

ら、本当に対象者といますか、そういうものも少しして、せっかく高い金を使うんですから、変

に無駄遣いだとか言われないようにぜひお願いしたいと思いますが、総合政策課長、どうでしょ

うか。 

○議長（工藤 安雄君）  総合政策課長。 

○総合政策課長（溝口 隆信君）  お答えをいたします。 

 議員のおっしゃるとおりでございまして、今回の調査の方法につきましても、より具体化した

設問の方法をわかりやすくするようにいたしたいというふうなことを考えてございますし、関係

各課についても今照会をかけているところでございまして、そこから意見があれば当然そのよう

な意見を反映していくというふうなことも考えていますし、あわせて中高生も含めたところで、

今、関係各課にどのような内容にするのか検討を重ねているとこでございます。 

○議長（工藤 安雄君）  二ノ宮健治君。 

○議員（９番 二ノ宮健治君）  市長、せっかくつくるんですから、それぞれの課が余り温度差が

ないように。今、健康立市と一緒ですよ。全市を挙げるといいながら、やっぱり温度差は私はあ

ると思います。そういうことで、ぜひそういうことも含めて職員を鼓舞してください。お願いし

ます。 

 それからもう１点、これ市長に提案です。合併１０周年記念事業の実施ということです。これ

は単なる式典でなくて、１年間をかけて由布市を元気にする１つのきっかけとして、そして、こ

の１０年間を振り返り、皆で次のステップに進むために、そして、市民みんなでお祝いをし、い

ろんな行事を行う。あわせて、この総合計画ができますから、市民に対して市民とともにどうい

うまちづくりにするんだということを、そういう意味での合併１０周年記念にしていただきたい

んですが。 

 今、谷小学校が開設１００周年、１年間かけて相撲大会とか、１００という数字にかけながら

いろんなことをやってます。そういう具合に、そして、そういう盛り上がりの中で１１月２日の

式典があると私は思ってます。 

 だから、このことについてはぜひ、そんなに金をかけなくてもいいと思うんですけど、どうで

すか、市長、お願いします。 

○議長（工藤 安雄君）  市長。 

○市長（首藤 奉文君）  合併１０年という節目ですけれども、これまでの市民の思いとかそうい
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うものも集大成の場として、１０年の記念行事はぜひやりたいと。そして、由布市のこれからの

ことについて、みんなで考える機会にしたいと思っています。 

○議長（工藤 安雄君）  二ノ宮健治君。 

○議員（９番 二ノ宮健治君）  ありがとうございます。お願いします。 

 次に、集団的自衛権と平和のことです。 

 先ほど市長から、世界中で平和が脅かされてるとか、いろいろ言いました。今回の一番、私、

主な狙いは、市民がこの集団的自衛権の憲法解釈というのは何か４割ぐらいで賛成で、あと６割

は反対しているんだというような憲法解釈ですよ。だから、そのことがいいか悪いか、きょう議

論はしません。だから、そういうのがなぜ上に届かないかなちゅうことを、いつもしてます。 

 この資料の資料５です。集団的自衛権とかアベノミクスとか、言葉がバンバン、バンバン流れ

るんですけど、これは子ども新聞の資料なんです。子ども新聞、引っ張り出しまして。アベノミ

クスちゅうのはもういろいろ言う必要ないんで、そこに特に「成長戦略の三本の矢」ということ

です。下から大きい２段目、「ケン」と──私のことですけど、書いていますけど、ここはこう

書いてます。「成長戦略ってどういう内容なの」と。「企業の活動の邪魔になっているルールを

和らげたり」ちゅうことなんです。 

 成長戦略を実行するために、じゃあ、この企業活動の邪魔になってること、それは、原発の再

稼働、それから、特区とか規制緩和、そして、労働法の改正、それから、集団的自衛権の解釈変

更等が言われています。これはいろんな意見があるんですけど、私はそうかなっちいう具合に思

ってます。 

 市長も先ほどちょっと出たんですけど、私が聞きたかったのは、やはり国政について市長とし

て、先ほどは一般的なことがもちろん言われたんで、これは国の所管事項ちゅうのはよくわかっ

ているんです、専管事項ちゅうのはわかってるんですけど、やはり市民の意見としてそういうも

のを伝える場がない、まだ言えば、伝える方法がないと。単なる市長会だけでバって集まって、

大分県の意見で、そして、次が九州の市長会の中で出して、国に上げるというような方式がなか

なか今ないようにあるんです。 

 何かそういうことによって市長自身もジレンマがあるんじゃないかと思うんですけど、その辺

についてちょっと聞かしてください。 

○議長（工藤 安雄君）  市長。 

○市長（首藤 奉文君）  この問題について、アベノミクスとか集団的自衛権だとかいろいろ連日

のごとくマスコミで報道をされております。そして、その中で賛否両論の意見だとかいろんなこ

とが出されておりまして、国民の皆さんもそのことを見ながら、国民自身で考えておられること

だと思います。 
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 私は、個人的な思いは誰もが持っていると思いますけれども、首長としてどのように考えてい

くかというのは慎重に考えていきたいし、市長会等々でやっぱり首長同士でお互いに協議をしな

がら、方向性とかいうものについても考えていきたいと思っています。 

 個人的な意見ということについては、ここでは控えさしていただきます。 

○議長（工藤 安雄君）  二ノ宮健治君。 

○議員（９番 二ノ宮健治君）  商工観光部長にお聞きをします。 

 労働法の改正が今大きく行われようとしているので、ちょっとどういうことか教えてください。 

○議長（工藤 安雄君）  環境商工観光部長。 

○環境商工観光部長（平井 俊文君）  環境商工観光部長でございます。最近の労働法の改正につ

きましては、２５年４月１日に労働契約法、高齢者雇用安定法、障害者雇用促進法の改正が行わ

れております。 

 内容につきましては、労働契約法につきましては３つのルールというのが定められまして、１

点目は無期労働契約への転換ということで、パート社員とか契約社員の有期労働契約と言われる

短期の契約でございますけれども、繰り返し更新されて５年以上勤務したということになった場

合は、労働者の申し込みによって無期労働契約ということで転換できるというルールが１つです。 

 ２点目は、雇止め法理の法定化ということで、法理というのは法律の原理ということのようで

ございますけれども、最高裁判所で確立した雇止め法理というものが、そのままの内容で法律に

規定されました。 

 ３点目は、不合理な労働条件の禁止ということでございますけれども、有期労働契約者だから

といいまして、災害補償とか福利厚生などの待遇に不祥事が生じないように、不合理な労働条件

を設けるということを禁止するルールでございます。 

 高齢者……（「もうその辺で」と呼ぶ者あり）いいですか。はい、わかりました。 

 以上でございます。 

○議長（工藤 安雄君）  二ノ宮健治君。 

○議員（９番 二ノ宮健治君）  なかなか聞いてもわからないんですが、そんくらい難しいんです。

簡単に言えば、派遣法の見直しとか、それから、解雇の金銭解決制度の導入、それから、ホワイ

トカラー・エグゼンプションという、これは決まったわけじゃないんですけど、今そういう改悪

がなされています。 

 先ほど市長が言ったように、働く人が安心して働きつづける仕組みが産業界の視点に偏らない

ことが大切だと言っていただきました。私まずその言葉を聞きたかっただけです。余りにも何か

産業界、産業界。やっぱり働く人がおって、産業の発展があると私は思います。ところが、そう

いうものを全て犠牲にして、やっちょられんなちゅう、私は気がいたします。 
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 何か日本というのは労働条件なんかよっぽどいいかち、みんな思うちょるんですけど、過労死

という言葉があります。これ、普通の漢字の「過」に「労」に「死ぬ」です。この言葉はこのま

ま国際社会で通じよるんです、過労死。日本だけしかないんです、過労死。 

 これ何からきちょんかちゅうと、統計がいろいろあるんですけど、週５０時間以上働く労働者、

簡単に言えば、毎日２時間以上の残業です。それが日本では３２％。イギリス、アメリカも結構

激しいんですけど、１２％、１１％。もうほとんど１％台とかです。 

 それを、さらにどうしようかと。まだ言えば、さっきちょっと言ったんですけど、もう長時間

が当たり前というようなことが行われています。このことについて、市長にどうとか言うことは

申しません。しかし、皆さんもぜひ知っていただいて、幾ら由布市だけ真剣ようしようと思って、

議員として、みんな職員として頑張っても、もとがやっぱり変なことしたらなかなか市民が幸せ

になれないんじゃないかという具合に私は思っています。 

 きょうは２つの質問をいたしました。１つは今から１０年間、この由布市をどうやっていくか

ということです。それも、今までの１０年とは、私、全然違うと思います。それで、大分市の事

例も出したんですけど、市長が先頭に立って本当に、今の職員、もう私たちんころから見たらす

ごい能力のある人いっぱいなんです。その人たちをやっぱりうまく使うっちゅうと失礼なんです

けど、持ってる力を全部出してもらって、市民のためにというやり方は私は幾らでもあると思う

んですけど、ぜひそれをお願いしたいと思ってます。 

 特に、１０周年のことは、市長、やろうということを言っていただきました。単なる式典だけ

で、何か記念やったりとかじゃなくて、それまでにみんなで一緒に考えて、これまで１０年を考

えて、これから１０年どうするんだと、そして、この計画に基づいてみんなで一緒にやっていく

んだということを、ぜひやっていただきたいというふうに思ってます。 

 最後になりましたが、特にきょうしゃべったことの一番、私自治区でいろんな役員してるんで

すけど、私の自治区もう１０年先になったらどうなるんやろうかちゅう、本当に心配です。もう

百姓する人、おるんかなとか。もう私たちが若くて、飛んで歩くと思うんですけど。そういうこ

とから、先ほど何回も言ってますように、総合計画の策定は重要なことだと思います。市長とし

ては今までの行政運営ということじゃなくて、経営戦略といいますか、そういう視点を持ってい

ただきたいということで、市長が先頭に立って市民全体のまちづくりをお願いをいたしまして、

私の一般質問を終わります。どうもありがとうございました。 

○議長（工藤 安雄君）  以上で９番、二ノ宮健治君の一般質問を終わります。 

……………………………………………………………………………… 

○議長（工藤 安雄君）  ここで暫時休憩します。再開は１１時１５分といたします。 

午前11時01分休憩 
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……………………………………………………………………………… 

午前11時14分再開 

○議長（工藤 安雄君）  再開します。 

 次に、３番、加藤幸雄君の質問を許します。加藤幸雄君。（拍手） 

○議員（３番 加藤 幸雄君）  おはようございます。３番、加藤幸雄でございます。ただいま議

長より許可をいただきましたので、通告に基づいて一般質問をいたします。市長を初め部課長の

皆さん方には、適切なる御答弁をお願いいたします。 

 今、由布院は田植えも終わり、狹霧台から見る由布院盆地はきれいな水田が見えております。

やはり狹霧台から見る由布院は観光には最適だというふうに思いますし、ななつ星のバスが週に

１回あそこにも訪れるようになっております。やはりそれも皆さん方が一人一人が来てくれてる

観光の賜物だということを常々考えながら、由布院で過ごさしていただいております。皆さん方

もぜひ由布院に来て、狹霧台からの眺めを見てください。四季がかなりきれいでございます。 

 ちょっと外がせわしいんで、します。 

 それでは、最初の質問をさしていただきます。 

 地方公務員の給与が高いと、よく新聞報道でされておりますが、国家公務員の給料より地方公

務員の給料が高いのは、どこの部分を言ってるのか、民間でいう法定福利費とか退職金とか、年

金の掛け金まで含めているのか、資料を見る限りではそうでもなさそうに見えるんですけども、

この辺のところが１点目の質問でございます。 

 次に、今後一番心配な由布市の医療と福祉についてです。 

 政府は今後医療費の高騰を抑えるため、後期高齢者医療を含めさまざまな手段といいますか、

抑制をかけています。しかし、これだけ高齢化が進むと、歯どめがなかなか難しいもので、なか

なかできないことではないかなと思います。 

 とはいっても、何らかの手を打たないと、毎年１兆円規模の医療費が増加しているわけです。

医療費が崩壊するのは、もう目に見えてることだと思います。介護保険についても同様のことが

言えるかと思います。 

 医療費が高い原因は、高齢者が多く、高額な医療費になっていることは否めません。そこで、

政府は後発品の使用や市販薬を勧めていますが、余り進んでいないのが現状です。 

 この１つの要因として、厚労省が進める後発品の何が進まないかといいますと、１つは後発品

の品質保証というのが確定されていないことがあります。というのが、後発品は臨床試験をやっ

ておりません。 

 それと、先発品と成分と効能は同じだと言ってますけども、添加物は違います。簡単に言いま

すと、粉薬があるときにオブラートに包んで飲みます。そのときのオブラートが、でんぷんでで
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きてるのか、ゼラチンでできてるのかという違いぐらいの感じを持っていただければわかるかと

思います。この辺が解消されれば、お医者さんは絶対に使ってくれると思います。成分と効能と

添加物が同じであれば。 

 このことは、先ほど市長会でいろんなお話ししてくれると市長言ってましたので、この辺をぜ

ひ市長会のところで上げていただきたいなというふうに思っております。 

 それから、もう１つ大きなことは、高額な医療費になるために、高額な医療──最新医療をや

ってることは、皆さん御存じのことと思いますけども、この高額な医療を使うための医療器械、

それの材料というのが、かなり高いウエートを占めております。 

 実はちょっともとに戻るんですけども、１０年くらい前に心臓の補助をするペースメーカーと

いうのがございます。ペースメーカーは１０年前、３００万円してました。それが、隣の韓国、

中国に行ったら、幾らだと思います。８０万円です。私は九州の病院いるとき、じゃあ、中国、

韓国から買おうと、売ってくれと言ったら、これは厚労省がだめだから売らないということなん

です。ですから、それだけでも２００、３００、もしかすると１,０００億円近いお金が医療費

として削減できるわけなんです。ですから、この辺のことは国会議員の代議士さんにもちょっと

お話ししたんですけども、「わかってるんだけど」で終わりなんです。やはりこれは地方から盛

り上げていかないと、厚労省の役人さんはいろんな手を使って国民は苦しめるけども、自分は苦

しまないというのがあると思います。 

 インターネットで見てもわかるかと思いますけども、医療費がなぜ高い、でも、ここだけは絶

対言わないよねっていうのがあります。そこを、やはり市長、ぜひ市長会でこういう話をしてく

ださい。そうすれば、医療費は必ず下がります。下がりますちゅうか、上がる幅が小さくなりま

す。 

 このことをお願したいんですけども、多分、市長行くと、「あんた、そんなこと言うてもな」

と多分言われるかと思いますけども、こういうことは何回も何回も言わないと余り進まないこと

です。 

 なぜ高いかという理由は、貿易にかかわってる部分がかなりあるんです。日本から車を売る。

車を売ったら、外国から何かを買わなきゃいけない。そのときに何をするかというのが、１つの

問題なんです。だから、ＴＰＰの一つになるかと思います。 

 しかし、このまま手をこまねいていてもしょうがありませんので、市長、よろしくお願いいた

します。 

 そこで、当面の問題といたしまして、今、政府が進めている地域医療、在宅医療についてです。 

 今、由布市の中にかかりつけ医の先生がおられる患者さんって、何人ぐらいいるか。この辺を

お聞きしたいと思っております。 
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 それから、政府が２４年から始めた訪問医療。この訪問医療を利用されている患者さんが何人

いるのか。訪問医療の指定を受けている医療機関が何件あるのか。その辺を医療の件としてはお

聞きしたいと思っております。 

 それから、昨年立ち上げた地域包括推進プロジェクトチームの進捗状況、ここの辺を教えてい

ただきたいなと思っております。 

 というのが、こういうチームをつくったときには、どこかにモデル地区をつくって、そこでこ

れだけの成果があったら、じゃあ全体でやろうよというのが、大体今までの方策かと思っており

ます。ですから、ここのところの部分をどのようなお考えをお持ちなのかをお聞きしたいなと思

っております。 

 参考意見ですけども、先日、社会福祉協議会が行った買い物アンケートという調査がありまし

た。買い物に行くことは、今、自力や親戚、近所の方に手伝ってもらってて、大体８０％の人は

行けてます。しかし、これが五、六年すると、自力で行けなくなる、近所には人がいない、若い

人はいないとなったときに、さてどうするのか。そのときの援助者をどうするかということを、

過疎地の方は大変苦しんでおります。 

 先ほど二ノ宮議員でもありましたように、１０年後、こういうことはどこの地域でも起こって

くるかと思いますけども、そのところでやっても間に合いませんので、今のところでこういう形

がいいんじゃないか。それは全部が全部成功するとはいえません。でも、その中で試行錯誤しな

がらやっていかなけりゃいけない時代に来てるんじゃないかなというふうに思いますので、そこ

の方法の対策をお聞きしたいと思っております。 

 それから、今、梅雨どきになりましたけど、防災についての考えをお聞きしたいと思っており

ます。 

 今、全世界で未曽有の、こんなことは初めてだとかいうことが、いっぱい出ております。日本

でも同じことだと思います。由布市でも、この前５０年ぶりの大雪だったということがあります。 

 そのときに、今各自治体で南海トラフのことで避難訓練だ、何だかんだ。いろいろやってます

けども、これから由布市に梅雨で大雨が降ったとき、台風が来たとき、地震が来たとき、それぞ

れどのような形で避難をすればいいのか。それぞれの災害に応じて、非難する場所、避難方法っ

ていうのは、必ず違うと思うんです。 

 ですから、そこのところは市民の安全・安心を守るためにどういうふうにやるのか、それを数

値化して、台風だったら風速何メートル、大雨だったら１時間に何ミリ、地震だったら震度何ぼ

のときは、ここの避難場所でもオーケーですよというお話をお聞きしたいなと。 

 それから、こういう災害があったときにいつもお世話になっているのが、消防団員の皆さんで

す。消防団員の皆さんの確保について、どのようにしているのかをお聞きしたいと思っておりま
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す。 

 地域によっては、一度卒業した消防団の方がまた入ってきたというふうなお話を聞いておりま

す。やはり人がいないからしょうがないという部分もあるかもしれませんけども、こういうこと

をやはり一番心配してるのは、地域住民です。特に、過疎地のところは大変なものですから、そ

の辺のところをお聞きしたいというふうに思っております。 

 それから、災害が起きたとき、食料はどうするのか、水はどうするのか。この辺のところを、

備蓄してるのか、してないのか。する気持ちがあるのか、ないのか。どういう形で皆さん方の食

糧を確保しようと思っておるのか。その辺のことをお聞きしたいなというふうに思います。 

 先ほどの災害のときの逃げ道に関してのことなんですけども、私がいるところは湯布院町の川

上といいますけども、隣が川南、もう隣り合わせです。あそこからの別府庄内線のところのずっ

とは、もうすぐ上が山で、結構急な山になっております。避難場所は当然その別府庄内線の近く

の公民館が多いわけなんですけども、その公民館で果たして安全なのかどうか。それはある程度

の災害に対しては安全かもしれませんけども、このくらい来たときはこっちだよ、あっちだよ、

山は尾根がこうある、谷がこうある、だから、谷のほうには行かないように、尾根づたいのとこ

ろで待ってなさいとかいうことを考えているのかどうか。その辺のところをあわせてお聞きした

いと思っております。 

 なお、再質問はこの席でさせていただきます。 

○議長（工藤 安雄君）  市長。 

○市長（首藤 奉文君）  それでは、３番、加藤幸雄議員の御質問にお答えをします。 

 初めに、地方公務員の給与についてでありますが、地方公務員の給与は地方公務員法の規定に

よりまして、国との均衡を保ちながら条例に定めることになってます。したがいまして、給料や

各種手当につきましては、国の支給基準に準じて地方公共団体ごとに条例等で定めて、由布市に

おきましても同様に規定をしているところであります。 

 質問の年齢の比較では、由布市におきましては高齢層の割合が多い傾向にあります。また、共

済費や退職金の事業主負担分につきましては、給与に含める扱いとなっておりません。 

 次に、政府の医療費抑制に対する由布市の対策についてでありますが、政府は２０１６年度を

めどに都道府県ごとに医療費の抑制目標を導入する方針で、医療費がかかり過ぎている都道府県

に改善を促すとともに、都道府県が目標に対してどれだけ医療費を抑えたかを毎年公表すること

にしておりまして、主に後期高齢者医療制度などに適用すると報道をされております。 

 由布市では、医療費を抑制する主な事業としては保健事業に重点を置きまして、平成２５年度

から２９年度までの第２期特定健診等実施計画で、目標値を健診受診率６５％、保健指導実施率

を６０％に定めて、健康の維持や疾病の早期発見、重症化の予防に取り組んでいるところであり
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ます。 

 また、健診結果と医療費の状況などを地域単位に分析して、健康づくりの講話を行う「健康の

見える化事業」を実施をしているところであります。 

 次に、かかりつけ医についてでございますが、かかりつけ医は健康に関して何でも相談できる

上に、必要なときに専門医などを紹介でき、身近で頼りになる地域医療、保健、福祉を担う幅広

い能力を有する医師でございます。 

 由布市地域保健委員会では、かかりつけ医の推進をしておりまして、国保においても加入世帯

にパンフレットを配付して、周知に努めているところであります。 

 また、かかりつけ医のいる人については、正式な調査は行ってはおりませんが、国保のレセプ

トによりますと、平成２５年度の由布市の被保険者数８,８７６人のうちに定期的に同一医療機

関に通院等をしておられる方が４,２０７名、率にして４７.４％であります。同様に、後期高齢

者医療では、被保険者５,９４４人のうち５,０８６人、率にして８５.６％でございます。 

 次に、在宅医療を促すために進めた訪問医療を行っている医療機関の件数と利用者については

であります。 

 在宅への訪問診療を行っている医療機関は、１０医療機関。利用者は６０人であります。 

 これから団塊の世代が７５歳以上を迎える２０２５年には、施設や入院のベッド数が不足する

と予測されておりまして、要介護状態になっても住みなれた地域で生活できるよう、医療、介護、

予防、住まい、生活支援が一体的に提供される地域包括ケアシステムの構築が重要となっており

まして、中でも、医療の訪問診療は地域での生活を支えるための重要な役割になると考えており

ます。 

 次に、地域包括推進プロジェクトの進捗状況でございます。 

 平成２５年１０月に多職種間の連携が円滑に機能する支援体制の構築を目的として、由布地域

包括ケア推進プロジェクト会議を設立しました。このプロジェクト会議を中心として、平成２５

年度からモデル地区における訪問看護、介護連携による同伴訪問計画や由布市認知症コーディネ

ーター養成研修など、由布市の特性に応じた地域包括ケアを推進しているところでございます。 

 今後も関係機関等と連携を図りながら、さらなる地域包括ケアの推進を図りたいと考えており

ます。 

 次に、買い物支援と運動についてであります。 

 本年度は由布市高齢者福祉計画及び第６期介護保険事業計画の策定の年でございます。策定に

当たりましては、日常生活圏域ニーズ調査を実施をいたしまして、買い物支援や薬の受け取りな

どの不足しているサービスなどの分析を行いまして、計画に反映するとともに、よりきめ細かな

生活支援を実施してまいりたいと考えております。 
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 なお、運動は健康を保つためには大事なことであり、今年度から和歌山大学の本山先生に由布

市シニアエクササイズの市民への普及、指導をお願いしたところであります。多くの市民が取り

組むことで、数年後には健康寿命の延伸や介護認定率が下がることなどの効果が出ると、大いに

期待をしているところであります。 

 次に、由布市の防災についてであります。 

 議員御指摘のように、一昨年の集中豪雨では湯布院町温湯地区が土石流により甚大な被害をこ

うむりました。梅雨期を迎え、このような災害が発生することのないよう、気をもむ毎日を私も

送っておりますが、一旦こうした災害が発生、または発生しそうな場合には、由布市地域防災計

画に基づいて市民の皆さんとともに災害被害の軽減と被害拡大の防止に最大限の努力を払わねば

ならないと考えております。 

 御質問の気象情報の入手につきましては、国や県と連動した防災情報提供システム、土砂災害

情報インターネット提供システム、大分県雨量・水位観測情報等を通じて、入手をしております。 

 次に、消防団員の確保についてでありますが、本年４月現在、由布市の団員数は条例定数８０

５人に対し基本消防団員７４２人、機能別消防団員２９人、７７１名でございます。消防団員が

減少することのないよう消防団員や自治委員さんへ要請し、何とか団員確保に努めているところ

であります。 

 次に、食糧、水等の備蓄状況でございますが、食料としてはアルファ米、乾パン、みそ汁をそ

れぞれ３,０００食、飲料水は５００ミリリットルペットボトル３,５００本、毛布１,０００枚、

トイレットペーパー１,２００ロール、その他にも、生活必需品や災害時必要品を備蓄をしてお

ります。 

 台風、地震、大雨等に対する防災は大丈夫か、どのレベルを想定しているのかについてでござ

いますが、災害が発生、または発生しそうな場合には、災害対応マニュアルである由布市地域防

災計画に基づいて、状況に応じた対応をしてまいりたいと考えております。 

 想定するレベルについてでありますが、風水害は雨の降り方等の気象状況や地形、地質によっ

て差がございまして、具体的に数値を提示することは難しいことから、由布市防災計画では具体

的数値の記載はございません。しかし、一昨年の湯布院町岳本川の土石流災害規模の局地的豪雨、

または、それ以上の事態はあると認識をしているところであります。 

 地震につきましては、大分中部地震や阪神淡路大震災規模の数値としては、震度７、マグニチ

ュード６.４規模の地震を想定をしております。 

 以上で私からの答弁を終わります。他の質問につきましては、担当部長より答弁させます。 

○議長（工藤 安雄君）  健康福祉事務所長。 

○健康福祉事務所長（衛藤 哲雄君）  健康福祉事務所長です。私のほうから高齢化対策について
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少し詳しく答弁をさせていただきます。 

 先ほど市長答弁にもありましたが、昨年の１０月７日に２６名の委員で構成する由布地域包括

ケア推進プロジェクト会議を設立し、地域包括ケア推進に関する各種の計画立案や事業を実施を

いたしました。 

 ２６年度事業といたしましては、モデル地区である湯布院地区での医療と介護の連携に係る課

題の抽出と分析、課題解決に向けた対策をするとともに、ヘルパーと訪問看護師が同伴訪問でき

るシステムを構築する予定です。 

 事業として、在宅医療の質の向上及び多職種間連携に係る各種研修会や事例検討会を実施する

予定です。また、由布市に似た環境にあり、先進的に地域包括ケアに取り組んでいる地域への視

察研修も実施をします。 

 また、認知症を切り口にした地域包括ケアの推進策として、由布認知症コーディネーター養成

研修や市民公開講座などの開催、ＳＯＳネットワークの構築、徘徊模擬訓練の実施などを予定を

しております。 

 さらに、在宅医療や地域包括ケアに関する市民への普及啓発として、地区別に市民公開フォー

ラムを実施するとともに、平成２５年度に作成したリーフレットを活用して出前講座も地区公民

館単位で実施する予定です。 

 地域包括ケアのさらなる推進により、市民が可能な限り住みなれた地域で生活できるよう、各

種関係機関と連携を図りながら、よりきめ細やかな生活支援を含めた事業を展開していきたいと

考えています。 

 なお、和歌山大学の本山先生の指導による由布シニアエクササイズにつきましては、６月から

７月に推進委員養成講座を開催をいたします。その後、推進委員を中心として地域への普及啓発

に努めることにしております。 

 以上でございます。 

○議長（工藤 安雄君）  加藤幸雄君。 

○議員（３番 加藤 幸雄君）  それでは、追加質問をさせていただきます。 

 先ほどありました給与の件ですけども、年齢のとり方というか、勤務年数の長い人が多いとい

うことの解釈でよろしいでしょうか。 

○議長（工藤 安雄君）  人事職員課長。 

○人事職員課長（田中 稔哉君）  人事職員課長です。お答えいたします。 

 議員分析のとおりだというふうに考えております。 

 以上です。 

○議長（工藤 安雄君）  加藤幸雄君。 
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○議員（３番 加藤 幸雄君）  それでは、国家公務員の中の手当がどうのこうのっていうのもあ

りましたんで、その辺のとり方が違うということの解釈をいたします。 

 ただ、先ほど二ノ宮議員からありましたように、大分市の方が各部でいろんな目標を立ててや

ってるのに対して、由布市は５７も項目あるけども、どれがどれかよくわからないというような

お話がありました。 

 やはり地方公務員法第２４条の１項では、職員の給与は職務と責任に応ずるものになければな

らないとうたっております。皆さん、これを全うしている人たちであると解釈してよろしいでし

ょうか。 

○議長（工藤 安雄君）  総務部長。 

○総務部長（相馬 尊重君）  職員も一生懸命仕事に取り組んでおります。 

 先ほど二ノ宮議員から御質問ありました仕事宣言ですけども、ああいう形ではやっておりませ

んが、それぞれ毎年その年の懸案事項等はヒアリングを行いながら、みんなで共有しながら頑張

ってるところでございます。 

○議長（工藤 安雄君）  加藤幸雄君。 

○議員（３番 加藤 幸雄君）  ぜひ市民のためにいろんなことを、ためになることをいっぱいや

っていただければというふうに思います。 

 それから、次の医療費についてなんですけども、医療費は一番大変なのは、今お医者さんが一

番大変なんです。というのが、お医者さんは医術が専門なんです。算術をやるのは、私たちみた

いな事務屋がやるわけです。だから、先生方に余り算術のことをやらせないようにしてほしいな

というのがあります。 

 今回も消費税が上がって、医療費には消費税はかけられませんので、先生方ものを買ったとき

には８％全部持ち出しになるわけです。だからって、さっきの薬の話じゃありませんけど、薬も

そんなにまけてくれませんので、先生方はやはりこの辺のところは一番苦慮しているところだと

思っております。 

 だから、初診料が上がった、再診料が上がったっていっても、これは大したことにはならない

と思うんですけども、ここで、由布市からこういうことはやりませんかということを提案したい

んですけども、さっきの訪問診療の件なんですけども、移動診療制度と言ったほうがいいかもし

れませんけども、在宅医療の中に訪問看護、訪問リハとか全部を含めた形で、きょうは川西地区

の奥江のほうに行くよとか、そういうのが月に２回あるとかいう形であれば、この方法でいけば、

訪問診療の点数がもしかするとお医者さん方のところでもらえるような形にできるんじゃないか

な。 

 「きょうはお医者さんが来るからみんなここに集まろうね」って言えば、公民館とか集会所に
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集まることができます。そうすると、そこの方はそれだけでもう行き来はしなくて済む部分だけ、

先生にちゃんと診てもらえる、訓練もできる、運動もできるという、楽しみも含みながらやると

健康年齢も上がるし、患者さんが余り重症化しなくても済むんではないかなというふうには思っ

ております。 

 だから、こういうことを、市長、何かあれば、この辺のところのお考えをお聞きしたいんです

が。 

○議長（工藤 安雄君）  市長。 

○市長（首藤 奉文君）  将来的には今の高齢化がどんどん進んだ中で、そういう住みなれた地域

でいつまでも住んでいきたいという、強い思いをどのようにかなえていくかと。そのためには、

そういう医者の先生が訪問して、そして、その地域の方々を診ていただくというようなことは、

これから十分検討していかねばならないことだと思ってます。 

○議長（工藤 安雄君）  加藤幸雄君。 

○議員（３番 加藤 幸雄君）  ぜひ検討をお願いいたします。 

 それから、先ほど地域包括プロジェクト会議の中のモデル地区がつくって、今後の活動はお聞

きしたんですけども、その中に買い物のところがちょっとなかったような気がするんです。 

 というのが、前の小松寮の寮長さんがおられますけども、お話を聞くと、小松寮の方でもお買

い物ツアーみたいなのがあるそうです。そのとき、小松寮におられる方は、やはりきょうは買い

物に行く日だというふうな感じで、半ばいきいきしているそうなんです。 

 お年寄りの方もそうだと思うんですけども、お買い物に行くというのは、いろんな物を見る、

買う、この楽しみってのは皆さん持ってると思いますので、先ほどのモデル地区をつくったとき

の中の動きの中で、買い物ツアーというものを検討していただきたいなというふうに思いますし、

また、もしそれが不可能であれば、移動販売車を市のほうから提供して、販売業者の方に行って

もらうとか、そういうことを考えていただけると、その地域に住んでる方は、「ああ、きょうは

野菜屋さんが来るぞ」、「魚屋さんがくるぞ」、「肉屋さんがくるぞ」と、やはり楽しみに待ち

構えてくれるんじゃないかなというふうには思いますので、できればそういうところもその計画

の中に入れていただきたいと思うんですが、これは福祉事務所長でいいのかな。 

○議長（工藤 安雄君）  健康増進課長。 

○健康増進課長（河野 尚登君）  健康増進課長です。お答えいたします。 

 市長、それから、福祉事務所長がお答えを申し上げましたように、今年度第６期介護保険事業

計画の策定の年であります。 

 介護保険法の改正の中にも、今年度から日常生活、来年度からか、日常生活総合支援事業、そ

ちらのほうに力を入れなさいと。それには、生活支援サービス、配食等も含め買い物支援、薬の
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受け取り等を含めて、このよりきめ細かな生活支援を行いなさい、それを検討しなさいというこ

とになっておりますので、策定委員会等、それから、包括ケアの推進プロジェクト会議等の御意

見をいただきながら検討していきたいというふうに考えております。 

 以上です。 

○議長（工藤 安雄君）  加藤幸雄君。 

○議員（３番 加藤 幸雄君）  ぜひそのようにやっていただきたいと思います。 

 やはり一番今度困るのが、防災のことなんですが、防災無線、各家庭に配付するというお話で

ございましたけれども、私のところ先月２０日過ぎにとり来たんですけども、まだ持ってこない

んですよ。皆さんとこ、みな来ました。（発言する者あり）こんな状態で本当に防災無線になる

んですか。 

 やはり持って帰ったら１週間以内に配達しますよ、１０日以内に配達しますよというのが、や

っぱり安全・安心のためじゃないかなと思うんですけども、この辺のところはどうなってるので

しょうか。 

○議長（工藤 安雄君）  防災安全課長。 

○防災安全課長（安倍 悦三君）  防災安全課長です。お答えいたします。 

 防災ラジオにつきましては、防災ラジオの中のＩＣ回路の部分に不具合があったということで、

製造工場の群馬県のほう、そこに全部回収したのは持ちこんで、点検をして、再配布ということ

になっております。１週間、２週間でそれをするというのは、ちょっと無理と思われます。 

 防災安全課としては、６月中には配付が終えるようにということで業者のほうと話をしており

ます。 

 以上です。 

○議長（工藤 安雄君）  加藤幸雄君。 

○議員（３番 加藤 幸雄君）  ちゅうのが、ここから仮に関東のほうまで送っても、２日もあれ

ば着くわけですよ。点検するのに２０日もかかりますか。そんな難しいものであれば、そんな絶

対だめですよ。そんなもの、もう返したほうがいいんじゃないですか。 

 やはりこれだけ大事なことをやらないということは、ちょっとおかしいなと思います。 

○議長（工藤 安雄君）  総務部長。 

○総務部長（相馬 尊重君）  回収したものを運ぶのに２日ぐらいで運べると思いますけども、向

こうの検査体制としては、全部実際に音波を１日中流してみて不具合がないか、そこまで検査す

るように指示しておりますので、回路の点検とかそういうのでやっぱりかかると。 

 それがまとめてできるのが、数百個単位でやってるという報告を受けておりますので、最低で

も１０日ぐらいはかかるというふうに──１個が、それをまとめてやるんで、１０日はかかると
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いうことの報告は受けております。 

 そういったことで、回収したものから随時そういったことを経てやっておりますので、今度は

万全を期すということで、１つ１つ通電検査から、１日中流してみてどうかというような検査ま

でやらせておりますので、そういう時間がかかるということで御理解をいただきたいと思います。 

○議長（工藤 安雄君）  加藤幸雄君。 

○議員（３番 加藤 幸雄君）  できるだけちゃんと聞こえるラジオをいただきたいなというふう

に思っております。 

 それから、先ほどお話ししました避難場所の件なんですけども、避難場所マップっていうのは

多分県が発行してるんですけども、県のほうでつくってるのか、地域でつくってるのか。 

 この辺のところが、地域の方々にちゃんと説明してつくっているのかどうかというのが、「よ

くわからんね」ちゅう方がおられたもんですから、ちょっとお聞きします。 

○議長（工藤 安雄君）  防災安全課長。 

○防災安全課長（安倍 悦三君）  避難所のマップについてですが、今ここに持ってきております

けども、湯布院町、庄内、挾間ごとに洪水ハザードマップというものをつくっております。これ

を平成２２年でございましたか、それぞれの地域にお配りしております。公民館等にも張り出し

をしていただいてるということで、今年度も改めて公民館にお張りしていただくようにというこ

とで、４月の自治委員会のときにお配りしております。 

 この中に、それぞれのこういう感じなんですけども、洪水があるところとか、ありそうなとこ

ろ、それから、避難所等を記載したマップを地域にはお配りしております。 

○議長（工藤 安雄君）  加藤幸雄君。 

○議員（３番 加藤 幸雄君）  そのマップは皆さん見てるんですけども、先ほど私がお話ししま

したように、大雨のときにここで、台風のときここで、地震のときここだというマップにはなっ

てないと思うんですよ。 

 数値的にこのくらいの、先ほど震度７のときにはっていう市長からのお話ありましたけども、

震度７のときだったらここの公民館は大丈夫だけども、こっちはだめなんですよという、先ほど

私お話しましたように、尾根の分と谷の分があります。そこのところをそのマップの中に、ここ

は尾根の下にある公民館ですよ、ここは谷の下にある公民館ですよということまで書いてくれて

ないですよ。 

 そこがないと、逃げ場がないんですよ。逃げたほうに土砂が流れてきたんじゃ何もなりません

ので、そこのところを含めたマップにしてほしいということです。 

○議長（工藤 安雄君）  総務部長。 

○総務部長（相馬 尊重君）  御要望はよくわかるんですけども、災害というのは地域によってど
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ういう形態で、どういう状況で発生するかわかりません。仮に避難所をどこか指定しても、そこ

への避難路が、道路が決壊しておればそちらには行けないわけですので、地図でそれを事細かく

表示するというのは大変難しいというふうに判断しておりまして、そういう場合は先ほど市長も

ありましたように災害の状況、状況に応じて、それぞれその場で災害対策本部のほうで迅速に対

応するよう指示をして、防災ラジオや消防団を通じて、こういう危険があるのでこちらのほうに

避難してくださいというのは、その都度、その災害の状況に応じて市民のみなさんにお伝えする

という方法をとっております。 

 今の避難所というのは、軽微なということといいますか、基本的にはここが避難所というのを

お知らせしておりますけども、災害によってはそこに避難できない場合も想定をして、そういっ

た場合は、市の中心部のほうへとか、また反対に、中心のほうがやられてれば違う方向へ避難を

してくださいとか、いろんな災害に応じて対応していきたいというふうに今は思ってるところで

ございます。そういう対応をするようにしております。 

○議長（工藤 安雄君）  加藤幸雄君。 

○議員（３番 加藤 幸雄君）  ぜひ市民の方が安心してすごせる、安心して逃げられる方法を、

的確な方法で教えていただきたいなというふうに思います。 

 それから、先ほど非常食についてちょっとお聞きしましたけども、病院では大体３日間分の食

糧と水を用意しているわけなんですけども、先ほどお聞きしますと７,０００食ということです

ので、１日３回食べますんで、これで大丈夫かどうか、再度確認をしたいと思いますが。 

○議長（工藤 安雄君）  防災安全課長。 

○防災安全課長（安倍 悦三君）  防災安全課長です。お答えいたします。 

 災害が発生した場合には３日間は避難所生活に最低限必要とされるものを備蓄するという考え

方で、備蓄品を備蓄しております。 

 今うちのほうで備蓄している備品については、まず、３分の１については自助・共助で確保し

ていただく、３分の１については流通備蓄を通じて対応する、残りの３分の１については県の備

蓄品、市の備蓄品で対応するという考え方で備蓄をしておるところでございます。 

○議長（工藤 安雄君）  加藤幸雄君。 

○議員（３番 加藤 幸雄君）  一昨年、由布院の災害があったときに、地区の方に出てもらって

炊き出しとかいうことをやったんですけども、そのときにやはり自分たちも災害に遭ってるもん

ですから、できない部分があるわけですよね。その由布院があったときに、庄内、挾間から来る

と、また今度、先ほど言われた道が壊れてるとかいうことがあるんですけども、自衛隊に行った

ら簡単なものがあって、水を入れるだけですぐ御飯ができるという代物があるんです。それを食

べてみたんですけど、結構おいしいんですよ。そういうことを食べた経験、防災課長、あります
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か。 

○議長（工藤 安雄君）  防災安全課長。 

○防災安全課長（安倍 悦三君）  防災安全課長です。私は食べたことはありませんけども、今備

蓄しておりますアルファ米は、お湯を入れれば食べれるようになるという主食でございます。 

○議長（工藤 安雄君）  加藤幸雄君。 

○議員（３番 加藤 幸雄君）  食べるものはやはり防災課長、自分で食べないとだめですよ。食

べてみないと、おいしい、おいしい言うたって、誰も信じませんので、食べてみておいしいとい

うことを確認して、皆さんに勧めてください。 

 それから、防災について救助隊といいますか、一昨年由布院の災害があったとき、自衛隊の方

は出動のゴーサインが出るのを待っていたそうです。でも、出なかったので出動できなかった。

話を聞きますと、市長さんは県知事さんには連絡をされた。でも、県知事さんがゴーサインを出

さなかったというふうに聞いております。 

 しかし、私たち川上地区は、川上地区の中に自衛隊があるわけです。隣同士にいるんだから、

ちょっと加勢に行くよというようなことを、由布市の条例でつくれるのかどうかわかりませんけ

ども、隣同士でへえっと見とくちゅうのは、行きたい人も行けない、こんなもどかしい考えとい

うのはちょっとないと思うんです。 

 そこのところは、自分たちで特別なルールをつくるとかいうことができないのかどうか、お聞

きします。 

○議長（工藤 安雄君）  防災安全課長。 

○防災安全課長（安倍 悦三君）  防災安全課長です。お答えいたします。 

 当時のときの話を私も聞いたんですが、あのときは県のほうに依頼をしたけども、県のほうか

ら自衛隊宛てのお願いが下りなかったというふうに聞いております。 

 その１日の大雨のときはそうだったんですけど、またその後も９日ぐらいからですか、また新

たに大雨が降り出して、今度、自衛隊さんのほうは竹田のほうで甚大な被害が発生して、そちら

のほうに隊員のほうが向かったと聞いております。それで、湯布院の土砂の片づけ等になかなか

対応できないという状態であったと聞いております。 

○議長（工藤 安雄君）  総務部長。 

○総務部長（相馬 尊重君）  今、状況説明ですけども、自衛隊に要請というのは市町村長から知

事を通して自衛隊に行くというのがルールでございます。それを市独自でということは不可能と

いうか、今のところはできないようになっております。 

 というのが、自衛隊が湯布院にあるんですけども、ほかの地域での出動とかいうことも考えら

れるので、市独自で優先的にということはルール的にはできないというふうに認識をしておりま
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す。 

○議長（工藤 安雄君）  加藤幸雄君。 

○議員（３番 加藤 幸雄君）  ということは、市のほうから動けないということは、私たちが勝

手に自衛隊の人とお友達になる。お友達同士であれば加勢に行くよねって言っても、誰もとめる

ことはできないんで、そういう方法はありでしょうか。 

○議長（工藤 安雄君）  総務部長。 

○総務部長（相馬 尊重君）  自衛隊の職務として行くかどうかというのはあろうかと思いますけ

ども、うちが市として認識しているのは職務上のことで、正式に要請というのは県からするとい

うことになっております。 

○議長（工藤 安雄君）  加藤幸雄君。 

○議員（３番 加藤 幸雄君）  やはり災害はいつ発生するかわからないところですし、やはり自

衛隊さんの力というのはすごいものがありますので、できれば市のほうからやっていただきたい

と言いましたけども、市のほうとしてやっぱり余り消極的な御意見のようですので、私たち湯布

院のグループ、庄内のグループ、挾間のグループと、それぞれでお友達をつくって、お友達同士

であれば、「きょうこんなことあるけん、ちょっと来て」と、「あなたのところでも何人かお友

達をつくってきてよ」という形で、災害のときに御加勢を願おうかなと思っております。 

 それであれば、市長も「ああ、加藤が勝手なことをした」と、そういうことは言わないんでは

ないかなという気がしますので、そういう方法をとりながら、地域の皆さん方の安心・安全のた

めに、また、由布市が繁栄するために私たち努力していきたいと思いますので、大変貴重な時間

をいただきながら長々とお話をさしていただきました。 

 でも、一番大切なことは、やはり今後の医療のこと、福祉のこと、やはり防災のことを一番気

になりますので、今後とも皆さん方と協力しながら、市民の方のことを思ってやっていきたいと

思いますので、皆さん方の御協力をお願いするということで、一般質問を終わらしていただきま

す。ありがとうございました。（拍手） 

○議長（工藤 安雄君）  以上で３番、加藤幸雄君の一般質問を終わります。 

……………………………………………………………………………… 

○議長（工藤 安雄君）  ここで暫時休憩いたします。再開は１３時といたします。 

午後０時03分休憩 

……………………………………………………………………………… 

午後１時00分再開 

○議長（工藤 安雄君）  再開します。 

 次に、１５番、渕野けさ子さんの質問を許します。渕野けさ子さん。 
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○議員（１５番 渕野けさ子君）  皆さん、こんにちは。お昼から食事されて、少し目も重くなっ

ているかと思いますけども、どうぞ最後までよろしくお願いいたします。 

 １５番、渕野けさ子でございます。議長より許可をいただきましたので、通告順に従いまして

ただいまから一般質問を始めさしていただきます。どうぞ最後までよろしくお願いします。 

 午前中いろいな人口減の問題等がありました。２０４０年には８９６の自治体が消えていく。

２０歳から３９歳までの女性の数が半減する。特に、愛媛県などは、県下で２番目なんですけど、

今治市もその中に入ってるということをお聞きしまして、じゃあ由布市どうなるんだろういうふ

うにちょっと心配になりましたが、楽観的にもならず、悲観的にもならず、しっかり今しなけれ

ばならないことを提案していきたいというふうに思っております。 

 今回の６月の補正予算を見させていただきましたが、２つほどもう大変敬意を表したいことが

あります。 

 １つは、医療費の助成に関する条例が出されております。これは、寡婦医療の医療費助成は県

下の中でも全市町村がやってるわけではありません。本当にこの寡婦医療については、由布市は

しっかり守っていただいております。 

 また、７０歳以上の医療費が２割負担になることから、そういう方々に対しての２割負担該当

者の軽減を図るためということで、この条例が今回提出されております。本当にこれはきめ細か

な福祉の政策だなというふうに、本当にうれしく思いました。 

 それからまた、３月の議会で大分川源流域会議活動補助金というのが、１００万円ほど上がっ

ております。湯布院地域で、要するに大分川をきれいにしようという、そういう流域会議をいち

早く立ち上げていただきまして、もう会合もあったということをお聞きしております。補正予算

で上げていただいております。しっかり上流からきれいな水を流していただいて、挾間まで送っ

ていただきたいと、このように思っております。 

 前置きはこれくらいにして、一般質問に入ります。 

 私今回４項目の一般質問を通告させていただきました。 

 まず１番目、胃がん検診にピロリ菌検査を追加のオプションでということでございます。 

 胃がんが予防できる時代になりました。２０１１年２月、国会にて厚労省はヘリコパクター・

ピロリ菌が胃がん発がん因子であると認め、２０１２年、ピロリ菌除菌について慢性胃炎の段階

にまで保険適用の拡大を実施しました。 

 ピロリ菌は乳幼児期の３歳くらいまでの衛生状況、上下水道の完備の状況が問題なのです。日

本は戦後しばらく上下水道が整っていなかったため、団塊の世代は非常に高い感染率を示してお

ります。なぜかといいますと、ピロリ菌は土の中にいるからです。 

 巨大な人口を持つ団塊の世代が、今や完全にがん年齢に達しています。ピロリ菌の検査、除菌
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を行い、予防した場合、今後の医療費を約３,０００億円くらい抑制できると言われております。 

 そこで、お伺いいたします。ピロリ菌の認識はあるのか、ないか。 

 ２番目、胃がん検診にピロリ菌検査をオプションにて追加できないか。 

 ３番目、ピロリ菌検査の重要性並びに除菌が保険適用とされていることを、周知していただき

たいということです。 

 ２番目に、地域包括システムの構築に向けての由布市の課題はということでございます。 

 団塊の世代が７５歳以上となる２０２５年をめどに、重度な要介護状態となっても、住みなれ

た地域で自分らしい暮らしを人生の最後まで続けることができるように、住まい、医療、介護、

予防、生活支援が一体的に提供される地域包括ケアシステムの構築を実現しなければなりません。 

 今後、認知症、高齢者の増加が見込まれることから、地域での生活を支えるためにも重要なこ

とです。この地域包括ケアシステムは、保険者である市町村や都道府県が地域の自主性や主体性

に基づき、地域の特性に応じてつくり上げていくことが必要です。 

 そこで、お伺いいたします。まず、由布市の現在の取り組み状況は。 

 次に、ケア会議の進捗状況は。 

 ３番目、包括支援センターの役割は。そして、中立、公平、平等になされているのかどうか。 

 次に、行政や地域の資源と十分連携をとり、活用できていますか。 

 人材育成、スキルアップはどのようにされていますかということですが、先ほどの加藤議員の

質問の答弁の中にも重複する部分があろうかと思いますが、その分は割愛してまいりたいという

ふうに思っております。 

 ３番目に、高齢者の生活支援について。 

 この問題は、地域包括ケアシステムの一つと考えられることです。ひとり暮らしの高齢者は、

ごみ出しに困っております。可燃ごみも資源ごみも重く、ステーションまで運べない高齢者が多

くいます。たとえ介護保険のヘルパー支援を受けても、収集時間の早い地区ではヘルパーにも頼

めない実情があります。 

 ごみの問題は、日常生活を営む上で避けては通れません。ごみ出しができない人に限り、自宅

前までの収集はできないものでしょうか。その中で、申請方式をとり、対象者、資格の一定ライ

ンが設定されるべきと思うがこの点をお伺いしたいと思います。 

 最後に、児童クラブの現状と行政のかかわり方について。 

 現在、由布市では１１カ所の児童クラブがあります。由布市の設置運営マニュアルも、安全対

策、危機管理マニュアルも作成し、地域ごとの独自性、自主性で、委託事業としてなされており

ます。 

 それぞれの特色がありましょうが、由布市としての指導等、どのようなかかわりができている
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のでしょうか。例えば、保護者からの問題提供に対しての対応等を伺いたいと思います。 

 壇上での質問は終わりますが、再質問は自席にて行いますので、明快なる答弁をよろしくお願

いします。 

○議長（工藤 安雄君）  市長。 

○市長（首藤 奉文君）  それでは、１５番、渕野けさ子議員の御質問にお答えをいたします。 

 初めに、胃がん検診にピロリ菌検査を追加することの質問でございますが、胃がんのリスク要

因として、喫煙、食塩、高塩分食品の摂取に加えて、ピロリ菌の持続感染が原因となることは、

私も認識をしております。 

 厚生労働省のガイドラインにおいて、現段階では胃がん集団検診におけるピロリ菌検査の有効

性は確認されておりません。今後、研究の進展や成果、国の動向を見極めつつ、ピロリ菌を含め

た胃がんの予防啓発などについて検討してまいりたいと考えております。 

 次に、地域包括ケアシステム構築に向けての由布市の課題はについてであります。 

 １点目の、由布市の現在の取り組み状況につきましては、午前中の加藤議員の御質問にお答え

をいたしたとおりでございます。 

 ただし、由布市地域包括ケア推進プロジェクト会議の事務局につきましては、平成２５、２６

年度は、湯布院病院──旧湯布院厚生年金病院でありますが、平成２７年度からは由布市に移行

することから、事務局の体制整備について検討を進めているところであります。 

 ２点目の地域ケア会議の進捗状況でありますが、地域ケア会議につきましては本年の３月から

月２回実施いたしておりまして、多職種間共同によるケアマネジメント支援を行うとともに、地

域課題の抽出、利用者の自立に向けた検討が今なされているところであります。 

 次に、地域包括支援センターの役割などについての御質問でございますが、地域包括支援セン

ターにつきましては、議員御存じのように設置主体は由布市で、目的としては地域住民の心身の

健康の保持及び生活の安定のために必要な援助を行うことにより、保健医療の向上及び福祉の増

進を包括的に支援することであります。 

 事業運営につきましては、地域包括支援センター運営協議会において事業内容や予算等につい

て十分な協議、検討がなされているところであります。 

 次に、行政や地域の資源と十分な連携や活用についてでありますが、平成２５年度から取り組

んでいる由布地域包括推進プロジェクト会議でさまざまな取り組みを始めており、地域支援や課

題の抽出など、さらなる多職種間連携に向けた検討や事業実施を行っているところであります。 

 次に、高齢者の生活支援において、ごみ出しができない人に限り、自宅前まで収集はできない

かということでありますが、家庭から出る可燃ごみにつきましては、各地区とも週２回、曜日を

指定して回収をしております。これは、パッカー車の通行や反転が可能なステーション回収コー
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スを基本として、ローテーションを組んでおります。 

 仮に、ごみ出しの困難な高齢者世帯がこのコース沿いにあれば、個別の収集が可能かもしれま

せんが、道路が狭小でパッカー車の通行が困難な場合にはお断りをしなければならないという、

市民に対し不平等な事象が起き得ることが予想されます。 

 また、市内全域でごみ出し困難な高齢者世帯を対象に個別収集をするということになると、狭

小な道路でも通行可能な小型パッカー車の新規購入や、職員を新たに採用しなければならないな

どの問題も生じてまいりまして、現段階では個別収集は困難であるというふうに考えております。 

 また、申請方式をとり、対象者資格の一定ラインが設定されるべきと思うがという御指摘でご

ざいますが、買い物やごみ出しが困難な高齢者世帯につきましては、第６期介護保険事業計画を

策定に当たって実施する市民ニーズ調査などを参酌して、よりきめ細かな生活支援事業として検

討する必要があると考えております。 

 次に、児童クラブの現状と行政のかかわり方についてでありますが、まず、児童クラブの運営

につきましては、保護者会の主導で運営を図っていただくよう、常にお願いをしているところで

あります。保護者が中心となってかかわることにより、保護者と指導員の役割を明確にして、ガ

イドラインに沿った取り組みの中で、子どもたちが放課後や長期休暇などを安全で安心して過ご

せるようにお願いをしているところであります。 

 また、指導員の資質の向上につきましては、大分県が主催する各種指導員研修に加え、毎年１

回、市内１１クラブの指導員が一堂に会して情報交換研修会を開催し、ガイドラインをもとに市

が定めております設置運営や安全管理、危機管理マニュアル等の研修並びに意見交換を行い、ス

キルアップを図っているところでございます。 

 以上で私からの答弁は終わりますが、他の質問につきましては担当部長より答弁をさせますの

で、よろしくお願いいたします。 

○議長（工藤 安雄君）  健康福祉事務所長。 

○健康福祉事務所長（衛藤 哲雄君）  健康福祉事務所長です。私から地域ケア会議の少し詳しい

説明と、児童クラブについての対応についてお答えをいたします。 

 まず、地域ケア会議につきましては、先ほど市長も答弁いたしましたように本年の３月から月

２回開催をし、これまで計６回実施をいたしております。１回の会議では地域包括支援センター

の介護支援専門医が担当している介護予防給付の事例を主に、３事例の検討を行っています。 

 会議を通じてケアプランに関するアセスメントや会議の進行など改善の必要性を感じているた

め、県の専門職派遣事業で参加していただいている助言者から指導、助言をいただきながら、包

括支援センター職員及び市職員など、関係者のスキルアップを図っていきたいと考えているとこ

ろです。 



- 70 - 

 次に、地域包括支援センターの役割や公正、中立の御質問ですが、包括支援センターは市から

の委託を受けた事業所が包括的支援事業を行うので、公正に行うことは当然のことと考えていま

すし、介護保険法第１４０条の５１第２項にも、事業の提供については常に利用者の立場に立っ

て、特定の事業者に偏ることのないよう、公正、中立に行うこととなっており、市としてはその

ように運営されていると考えています。 

 しかしながら、事業者や市民等から御意見や御指摘が寄せられるようなことがあれば、適切に

対応をしていきたいと考えているところです。 

 人材育成やスキルアップにつきましては、ケアプラン作成についての保健師の指導、包括支援

センター職員みずから定期的に開催する研修会の実施、また、臨床心理士による相談業務に関す

る研修会などを実施し、包括支援センター職員のスキルアップ向上を図る計画を立てているとこ

ろでございます。 

 次に、児童クラブについて、保護者からの問題提供に対しての対応等についてでございます。 

 児童クラブの中で、保護者と指導員の関係がうまくいっているクラブについては問題なく、良

好な運営ができていると感じています。しかし、これまでの児童クラブの実態では、保護者と指

導員との関係がしっくりいってないクラブもあり、改善すべきところがあったことから、平成２

１年度に初めて指導員情報交換研修会を開催し、よりよい児童クラブ運営や指導ができるよう意

見交換の場を持つことといたしました。 

 ２２年度では保護者の代表も参加してもらい、保護者が中心になって運営することにより、保

護者と指導員の役割を自覚しながら自主的な運営ができるようお願いをしてきたところです。 

 保護者からの相談を直接いただいたケースもありまして、随時対応してきているのですが、根

本から解決に至ってなかったケースもあり、反省をしているところでございます。 

 今年度はガイドラインに変わり放課後児童クラブの基準等について条例化するよう改正後の児

童福祉法で定められたことに加え、法第３４条の８の３では、市町村が条例で定める基準の遵守

を担保するために、児童クラブに対して必要と認める事故の報告や関係者への質問、設備、帳簿

書類等の検査ができるようになりまして、市町村の関与が明文化をされました。 

 さっそく新年度に入って各児童クラブの中から抽出して、児童クラブの実態について帳簿書類

等を見せていただきながら、問題点等を含め聞き取りを行っているところです。 

 また、今回の子ども・子育て支援事業計画策定に伴うニーズ調査でも、かなり厳しい意見もい

ただいております。 

 今後は適宜児童クラブを訪問し、関係書類等を見せていただく中で、アドバイスや問題等の早

期解決、また、子どもたちに影響が及ばないよう支援の充実を図っていきたいと考えております。 

 以上です。 
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○議長（工藤 安雄君）  渕野けさ子さん。 

○議員（１５番 渕野けさ子君）  ありがとうございます。 

 それでは、１つずついってまいりたいと思います。 

 まず初めに、胃がんの検診にピロリ菌検査を追加のオプションでということですが、このピロ

リ菌の認識はあるのかということで、市長もピロリ菌の除菌をしたばっかりだというふうにお伺

いしておりますが、市長の答弁は間違ってはおりませんが、これ適切ではないと思います。 

 というのが、間違ってないというのは、がんは生活習慣病由来と感染症由来に大別できるんで

す。市長が言ったのは生活習慣病が原因でという、それとかストレスとか、そういうことが原因

だというふうに言われましたけども、胃がんは従来の前者と分類されていましたが、最近の研究

によってその９５％以上はピロリ菌の感染によるものだということが、これは厚生労働省もよく

わかっております。 

 わかっているからこそ、保険適用がなされました。これは本当に日本はおくれていると思いま

す。アメリカなどは上下水道の設備が早かったので、非常にピロリ菌の持っている対象者は少な

いんでありますけども、日本とかアジアは非常に多いという数字が出ております。 

 そしてまた、厚生労働省のガイドラインにのってないと言うんですけども、ガイドラインを厚

生労働省はなかなかわかってても変えないというか、そういう部分もありますが、実際では医師

会の先生方やその関係者は、これがもうほとんど原因であるということがわかっているわけです

から。 

 世界においても１９９４年の段階ではピロリ菌が胃がんの原因として広く認められております。

日本でも、それこそ医師、医療従事者の多くはそのことを知っていましたが、国民には十分に周

知されてないんです。 

 そしてまた、今胃がんの予防対策として、がん対策推進基本計画というのが厚生労働省でつく

られているんですけども、その中にはきちっとピロリ菌に関する記述が胃がんの予防対策として

記載されております。ガイドラインには載せてないかもしれませんけども、今の医学はそういう

環境が整っております。 

 ということで、国民にそういう予防も含めて、がんにかかる前にピロリ菌がいるかいないかと

いうのは血液検査、それから、尿検査、呼気検査でわかるんです、簡単に。ですから、どっちみ

ち血液とるわけですから、そのときに個人的にオプションという形にしていただいて、オプショ

ンで検査される方はされていいと思うんです。そして、それがあるとわかったら１回除菌して、

再度除菌できなくて、２次除菌ぐらいまですれば９９.９％ぐらいは胃がんは免れられるという

ふうに聞いております。これお医者さんから聞いております。 

 なので、先ほどの答弁ではまだ臨床検査ができていないというのは、これは大変な認識の誤り
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だというふうに思っておりますので、ちょっとこのことをつけ加えておきますが、その上で、定

期検診の血液検査でもいいし、尿検査でもいいんですけども、その中でのピロリ菌の検査をオプ

ションでということはできないかどうか。これ私の提案ですので、あくまでも提案です。ですの

で、そこの考えがあるかどうか、市長、お答えください。 

○議長（工藤 安雄君）  市長。 

○市長（首藤 奉文君）  ありがとうございます。十分検討してまいりたいと思います。 

○議長（工藤 安雄君）  渕野けさ子さん。 

○議員（１５番 渕野けさ子君）  厚生労働省がこれを保険適用、慢性胃炎まで広げたということ

は、保険適用になるということは、これはすごい、あらゆる機関がオーケー出さないと絶対なら

ないものなんです。 

 ということは、厚生労働省もきちんと認めておられますので、参考までに言わせていただきま

すが、通常、保険適用へ向けて薬事承認の話を動かすためには、独立行政法人医薬品医療機器総

合機構だけでなく、医薬食品局審査管理課、医政局研究開発振興課、保険局医療課といった、厚

生労働省が勢ぞろいして認証が必要なんです。 

 ですから、ということは、その臨床結果が出てないということは、これは誤った認識だという

ふうに思っておりますので、医学は日々日進月歩進んでおりますので、認識を新たにしていただ

いて、オプションで血液検査の中、尿検査でも構いませんが、一番取り組みやすい方法でのオプ

ションでしていただきたいということをお願いしておきます。 

 このことはこれで終わりです。あくまでも提案です。 

 次に、地域包括システムの構築に向けての由布市の課題はということで、先ほどの加藤議員か

ら質問の中で、現在の取り組み状況はということで、包括ケア推進プロジェクト、これ２６名っ

ていうふうに所長言われておりましたが、これは湯布院病院が事務局となってというふうに今お

っしゃっておりました。これは市町村レベルの会議ですね。全体会議ですね。 

 地域ケア会議というのは、個別の要支援の方々が自立に向けての個別に対する人の会議ですよ

ね。 

 その市町村レベルの会議、地域ケア推進会議と地域ケア会議、連動はしているんですか。全く

別物でしてるのか。市の全体を見てしてるんだと思うんですけども、そことのつながりというか、

ちょっとそこを聞きたいんですが。 

○議長（工藤 安雄君）  健康増進課長。 

○健康増進課長（河野 尚登君）  健康増進課長です。お答えいたします。 

 まず、地域包括ケア推進プロジェクト会議につきましては、福祉、医療を含めたところの全体

的なまちづくりを進めるための検討会というふうにお捉えをいただければいいのかなというふう



- 73 - 

に思います。 

 地域ケア会議につきましては、要支援者につきましていかにして自立に向けた取り組みをして

いくかと、家族を含めてですが、そういう中で地域資源や地域課題を抽出し、それを包括ケア推

進プロジェクト会議の中でどういうふうに解消していくのかとか、計画を立てていくのかという

ふうなものの、１つの手段的なものをみつけるための会議、そういう会議だというふうに御認識

をいただきたいというふうに思います。 

 以上です。 

○議長（工藤 安雄君）  渕野けさ子さん。 

○議員（１５番 渕野けさ子君）  今までケア会議は６回で、３０人ほど検討されたと今お聞きし

たんですが、その効果はまだ始めたばかりなのでわかりませんか。その効果は、大体めどは６カ

月がめどなんですか。大体どのくらいをめどに検証するというか、そういうことをわかりますか。 

○議長（工藤 安雄君）  健康増進課長。 

○健康増進課長（河野 尚登君）  ケア会議につきましては、これからずっと続けて継続してやっ

ていくと、２７年度からは制度化されるということで、絶対しなければいけないということにな

っております。 

 効果につきましては、まだ６回しか開催しておりませんが、関係者一同どうやってその方に自

立に向けた取り組みを進めていけるかとか、家族の支援ができるかというようなところも含めて、

共通の認識ができていると、そして、地域課題も見えてきているというところが、成果につなが

っているんではないかと思います。 

 以上です。 

○議長（工藤 安雄君）  渕野けさ子さん。 

○議員（１５番 渕野けさ子君）  ありがとうございます。地域ケア会議のことについてはそれで

終わりますけども、地域包括ケアシステムのことについての再質問をさしていただきます。 

 これは平成１８年４月にスタートした介護予防事業、その中心に位置する地域包括支援センタ

ーの役割は、重要であります。限られた予算の中で適切に事業を展開することが求められており

ます。 

 平成２４年から推進されている地域ケアシステムの構築と、それに伴う地域ケア会議のあり方

について、また質問なんですけども、地域ケア会議のことについてはちょっとさて置きまして、

システムの構築のメリットはどういうふうに考えておられますか。 

○議長（工藤 安雄君）  健康増進課長。 

○健康増進課長（河野 尚登君）  これを取り組むことによって、今まで由布市で何が欠けていた

のかとか、どういうサービスを提供しなければいけないのかというようなところが非常に明らか
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になってくるんではないかというふうに思っております。 

 それに向けた取り組みも、多職種間連携によって十分成果は上げられるようなプロジェクト会

議になってるんではないかなと、なっていってほしいというふうに今考えているところでござい

ます。 

 以上です。 

○議長（工藤 安雄君）  渕野けさ子さん。 

○議員（１５番 渕野けさ子君）  そのことをお聞きした上で、地域包括ケアシステムは国から示

されたプロセスがあると思います。ありますよね。 

 要するに、市町村における地域包括ケアシステム構築のプロセスとして、まずは地域生活圏の

ニーズ調査など、先ほど回答で言われてたアンケート調査はこの中に入るんですね、プロセスの

中の。まずは地域の課題の把握と社会資源の発掘、そして、それが進めば、地域の関係者による

対応策の検討、そして、さらにそれを進めて対応策の決定と実行というふうにプロセスがなされ

ておりますけども、由布市は今どの辺の段階にあるのかなというふうにお聞きしたいんですが。 

○議長（工藤 安雄君）  健康増進課長。 

○健康増進課長（河野 尚登君）  お答えいたします。 

 現在プロジェクト会議では、いろんな課題等はもう出てきております。それに対しての対応策

というものも十分検討されておりまして、在宅医療介護連携につきましては今年度からもう実践

に入ると、モデル地域ですが、湯布院地域を中心として実践に入ると。来年度から挾間、庄内に

広げていくというようなこともございますし、認知症の対策につきましては、隣に福祉課長がい

るんですけども、いろんなＳＯＳネットワークの構築であったりとか、徘徊模擬訓練の実施であ

ったりとか、そういうふうなことで県内でも相当前進した取り組みが進められてるというふうに

考えております。 

 以上です。 

○議長（工藤 安雄君）  渕野けさ子さん。 

○議員（１５番 渕野けさ子君）  ありがとうございます。 

 要するに、これが６期の介護保険の策定にかかわってきますよね。それが総合政策にもかかわ

ってきますよね。そして、地域ケアシステムを構築して、実践しなければならないのが２７年か

らですよね。 

○議長（工藤 安雄君）  健康増進課長。 

○健康増進課長（河野 尚登君）  基本的には２７年度から施行をするということになってますが、

経過措置が設けられておりまして、それぞれでこれまでの間にしなさいということでございまし

て、基本的には認知症施策については３０年４月まで全ての市町村が実施をしなさいと、それか
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ら、在宅医療介護連携についても３０年４月までに全ての市町村という形で、３０年大体４月ま

でに全ての市町村が実施する事業が多くなっております。 

 それまでの間、できるだけ早く由布市も取り組んでいきたいなというふうに考えております。 

 以上です。 

○議長（工藤 安雄君）  渕野けさ子さん。 

○議員（１５番 渕野けさ子君）  来年度からでしたら、もう本当に急ピッチでやらなければいけ

ないというふうに思ったんですけども、３０年度の４月から。しかしながら、モデル地域でやっ

てるところは、もう既に来年度からやれるところも全国的にはあるという事をお聞きしておりま

す。 

 私がなぜこれ聞くかといいますと、今包括支援センターが市町村が保険者ですのでしなければ

いけませんけども、今社協に委託事業をとして出されておりますよね。何で中立、公平というこ

とを私は質問したかといいますと、いろんな方からのやはり御指摘をいただいております。その

中で、やはり決して私は中立、公平になされているとは思われてないんですが、委託事業は公平

に流されているかどうか、その部分をどういうふうにお考えでしょうか、課長。 

○議長（工藤 安雄君）  健康増進課長。 

○健康増進課長（河野 尚登君）  お答えをいたします。 

 私どもの考えている限りでは、公平になされているんではないかなというふうには思っており

ます。 

 以上です。 

○議長（工藤 安雄君）  渕野けさ子さん。 

○議員（１５番 渕野けさ子君）  ぜひレベルアップのためにも、保険者は由布市ですので、しっ

かり指導、監督に、また、監査も含めて入っていただければというふうに思います。 

 理事会で示された中では、もう委託事業はほとんど大分市に偏ってるというふうにお聞きして

おりますので、委託事業は由布市内にたくさんあるわけでありますから、由布市のことはなるべ

く由布市におろしていただきたいし、これからは中学校を中心にした、要するに３０分以内で行

き来できる、そういうところを１つのエリアとしてケアシステムの構築がなされるんじゃないか

と思うんですよ。ですので、なるべくならば、対象者が選ぶ権利もありますけども、そこは中立、

公正、公平にやられているかということをしっかり監督、指導をしていただきたいというふうに

思っております。 

 市長は会長ですので、そういう細かいところまで耳に入らないと思うんですが、現実にそうい

ういろんな問題、課題を抱えておりますので、局長とも先日お話させていただきましたけども、

社協は社協の課題として、そしてまた、行政は行政の課題としてしっかり国、県からおりてきた
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レベルのことを同じレベルで福祉のほうに向いていただきたいという思いがありますので、ケア

システム構築までにそこをしっかりスキルアップしていただきたいというふうに思います。 

 ちょっと時間がなくなりましたので、買い物は加藤議員が言われたので、ごみ出しですけども、

これは日常生活支援総合事業、新しい介護予防事業になされるというふうにお聞きしました。 

 これは２７年度から実施できるのかどうか、そして、このことが例えば高齢者は知らないと思

うんですよ。なので、どうしても高齢者はやっぱり昭和、大正、生きてこられた方々は、自分の

ことは自分で始末せないかんちゅう、そういう真面目な気持ちがありますので、やっぱり自分の

ごみのことがすごく心配されたんだと思います。 

 この隙間事業にも介護保険事業で賄えるということなので、これは２７年度からのスタートで

よろしいですか。 

○議長（工藤 安雄君）  健康増進課長。 

○健康増進課長（河野 尚登君）  これまでも答弁してまいりましたように、これからの検討とい

うことになりますので、多様な担い手の確保等も含めて検討していかないといけないというよう

なことなので、２７年度から実施できるということは今この場ではお答えができないとこです。 

 以上です。 

○議長（工藤 安雄君）  渕野けさ子さん。 

○議員（１５番 渕野けさ子君）  そのように変わっていくということ、要支援１、要支援２が一

部は市町村の事業でしなければなりませんし、市町村の事業になるとその財源はどこから持って

くるのかとか、そういうこともこれからいろんなことで議論、皆さんで要するに情報を共有して

いかなければ、勉強していかなければならないと、私たち議員もやはりそう思ってますので、随

時またそういうことを聞きたいというふうに思いますので、よろしくお願いします。 

 本当はもっともっと聞きたいんですけども、最後に児童クラブのことをお聞きしたいので、こ

の辺で包括ケアシステムのことについては終わりたいと思います。 

 ただ、介護保険の６期目の策定と全ていろんなものがリンクしなきゃいけませんので、福祉政

策どんどん法律も変わってきていますので大変かと思いますけど、こういうふうに言われており

ます。もうこの６期目の策定がすごく大事なんだというふうに。全てにかかわってきますので、

そこはもう本当におわかりかと思いますけども、再度心して取り組んでいただきたいと思います。 

 覚悟のある計画を由布市の市民のために立てていただきたい、そして、それは政策はマクロで、

そして、マネジメントはミクロでということを言われておりますので、本当にこのことは由布市

民これから先の私たち、行政にそこに座っている方も関係ありますから、私たちもみんな含めて

の大事な計画ですので、ぜひ大変と思いますけども、しっかりお願いしたいというふうに思いま

す。 
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 それでは、時間が少なくなりましたので、児童クラブのことについて質問をさせていただきま

す。 

 きょうはどことは地域は指定いたしません。しかしながら、きょうは傍聴にも地域の方々が市

民の方々がお見えになっていただいております。しっかり納得のいく答弁をお願いしたいと思い

ます。 

 その前に、私は申し上げておきたいんですけども、これは単なるクラブの中の人間関係のごた

ごたとか、「ああ、何かありよんのやな」とかいう、そういうレベルのものではないということ

をしっかり認識していただきたいと思います。 

 その上でマニュアルに沿って、そして、きちんと進めていっていただきたい、このように思っ

ております。 

 私はこの質問は両者がありますので、この一般質問には本当にそぐうのかなという思いもあり

ました。しかしながら、やはり地域の人が何年間も悩んでおられたと。それが今ちょうど新年度

の時期で役員さんが変わり、いろんなことでいろんな部分が見えてきたということです。 

 ですから、私自身も市民相談をお受けしたからには、誠心誠意、また、聞き取りなどをさせて

いただきましたし、お応えしていかなければならないというふうに思っております。 

 ですので、一般質問する以上はきちんとした証拠の書類といいますか、そういう書類から経緯、

プロセスがわかるようなものをやはり私も見ない限りには、ここの壇上では言えませんが、しっ

かりつぶさに見せていただきました。その中で、不適切な支出が見受けられております。 

 本当に市民、地域の方々が心から訴えたいことは、私はよく理解できました。いろんな帳簿、

それから、いろんなものを見せていただきまして、理解ができました。本当に新しい役員の方々

は大変心配をして、これまで保護者の手でしっかり領収書等もつぶさに検証し、委託運営のマニ

ュアルに沿ってつくり上げた資料がございます。 

 長い間このようなことが許されていたことの背景には、これは行政の監督責任の欠落があった

と言わざるを得ません。数年も前から担当課へ相談に出向いて、関係者が相談に行ってるにもか

かわらず、なかなか聞き入れていただけなかった。結果としては聞き入れていただけなかったか

ら、このようになったと思います。 

 もっと早い時期に調べていただけたならば、このような大きな問題は防げていたと思います。

そしてまた、この場で私も言うことはなかったのではないかなと思うんです。 

 調査、改善に取り組まなかったことを、大変悔しい思いが私自身もしております。ぜひ行政と

して責任を持って調査をしていただきたいと、このように思います。 

 保護者の方々は、自分たちの手でしっかり自分たちにも責任がある、その思いでしっかりいろ

んなものをつぶさに積み上げて、処理をつくり上げております。しかし、これからは行政の私は
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役割だというふうに思っておりますので、ぜひ責任を持って調査を速やかにしていただきたいと

いうふうに思っております。 

 どうか地域の方々が納得できるような答弁をお願いいたします。なぜなら、早く子どもたちの

不安感、それから、今抱えてる問題、少しでも心を軽くしてあげなければいけない、このように

思っております。 

 また、このように不信感を持たれるようでは、じゃあ積み上げているお金は本当に正当なのか

と、そこまでやはり疑いたくなるような思いもいたします。たくさんの１１の児童クラブがあり

ますけども、本当に少ない財源の中でやっぱり頑張っておられると思います。そういうことを考

えたときには、やっぱり皆さんが風通しのよい、そういうものをつくっていただきたいし、ぜひ

取り組んでいただきたい。 

 そこで、またお聞きしたいんですけども、きょうは監査事務局長にも来ていただきました。私

もこの問題をお聞きして勉強することがたくさんあったんですけども、原課に、例えば、相談に

行ったときに補助金と委託金は違うんだと。委託金というのは事業者に委託しているから、委託

金は自分たちは調べられないというふうにお断りしてるんです。ですけども、委託契約の……そ

ういう話聞いたんです。だから、補助金と委託金の違いのことをちょっと地方自治法では住民監

査はできないというふうにこの前お聞きしたんですけど、そこのところを、そういう流れがある

ということをやっぱりみんなに知っていただきたいと思うんですが、局長、どのようにお考えで

すか。 

○議長（工藤 安雄君）  監査事務局長。 

○監査委員事務局長（松田 伸夫君）  監査委員事務局長です。お答えをいたします。 

 正確なお答えになってるかどうかあれなんですが、まず、我々が監査をするというときには、

行政機関、いわゆる市長部局と言われているような行政機関に対して監査の範囲が及ぶというふ

うになっております。 

 その先の委託というとこについては、直接の監査委員の監査は及ばないというふうに考えられ

ています。これはなぜかというと、委託というのが行政部局が責任を持って監査をし、検査をす

るということの前提に基づいて委託をしているということから、そういった検査・監査に関して

は行政部局が行うという形になっております。 

 したがいまして、私どもの監査委員については行政機関に対しての監査を行うだけという形に

なっております。 

 以上です。 

○議長（工藤 安雄君）  渕野けさ子さん。 

○議員（１５番 渕野けさ子君）  それでは、先ほどの答弁をいただきたいんですけども、私が提
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案したこのことを、現況の認識と今後の対策について、所長でいいんですか、課長でいいんでし

ょうか（「２人で」と呼ぶ者あり）じゃあ２人でどうぞよろしくお願いします。 

○議長（工藤 安雄君）  子育て支援課長。 

○子育て支援課長（小野 啓典君）  子育て支援課長です。お答えいたします。 

 現状ということでよろしゅうございましょうか。 

 今までの状況を申し上げますと、昭和４０年前後ぐらいにこの放課後児童クラブという制度が

できまして、もう大方半世紀ぐらいになります。その中で、自主運営をしていただくということ

でどこの児童クラブもやっていただいたんですけども、実際に国のガイドラインができたのが平

成１９年ぐらいになります。その内容につきましても、あくまでも児童クラブが自主的に運営し

てくださいというような書き方しかしておりませんでした。 

 そこで、ちょっと調べさしていただいたんですけども、ほかの市町村の状況どうですかねとい

うことで３市当たったんですけども、同じような状況で、なかなか内部まで入って書類を審査を

しているという状況ではございませんでした。 

 幸いにいたしまして、今度児童福祉法が一部改正になりまして、平成２７年の４月１日からで

ございますけども、必要と認める事故の報告、それから、関係者への質問、それから、施設への

立ち入り、設備や帳簿書類等の検査をすることができるようになりまして、今度市町村の関与が

できるようにということで、改正がございました。というのが、恐らく想像されるのが、どこも

やっぱり同じような問題が起こっているからということじゃないかと思います。 

 私たちといたしましても、今後は認識しながら行ってるところでございますけども、早速５月

に入りましてから内容を関係書類等を事前に見せていただきましたので、保護者会の代表の方、

それから、指導員さん含めて聞き取りをいたしました。その中でやはり一番感じたのは、保護者

会と指導員さんの間にかなりずれがあったというようなことを強く感じたところでございます。 

 今後につきましては、また所長が答弁いたしますので、どうぞよろしくお願いいたします。 

○議長（工藤 安雄君）  健康福祉事務所長。 

○健康福祉事務所長（衛藤 哲雄君）  健康福祉事務所長です。議員御指摘の件ですが、市として

は考えなければならない一つが、児童クラブへ通う子どもたちへの影響への配慮ということが必

要かと思います。 

 今後は保護者会を中心としてしっかりとした運営を図っていただくことが第一と考えますが、

再度保護者会の会長さんに御相談申し上げ、可能で必要な指導、助言等を対処してまいりたいと

考えております。 

 以上です。 

○議長（工藤 安雄君）  渕野けさ子さん。 
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○議員（１５番 渕野けさ子君）  ぜひそうしていただきたいと思います。 

 そして、先ほど課長の答弁の中に９月の条例で福祉法の改正があるのでということで、市町村

が踏み込めるようになったという今回答いただいたんですけども、実はこの健全育成事業委託契

約書を見ると、これは市が不適切なことがあれば入れるように、ちゃんとここ書いてるんです。

ですから、これがあるのにできてなかったということが、これはちょっと問題だというふうに思

いますので、ちょっと待ってください。 

 「この管理が不適当と認めたときは、その都度必要な改善を命ずることができる。状況によっ

ては改善がなされるまで活動を停止することができる」。その先に契約の解除等もありまして、

「不正の手段により委託料の支払いを受けた場合」とか、要するにこの委託契約の中でしっかり

市が関与できる、その声をそのときにキャッチしておれば、できたんではないかと、私それがも

う一番悔やまれてならないところなんです。９月から改正できるのは、それはそれでいいんです

けども、それが一番のあれです。 

 それと、速やかに調べていただきたいんですが、その結果です。やはりその結果を教育民生常

任委員会にもきちっと報告していただきたいし、そしてまた、それがいつまでされるのか、ちょ

っとそこんところも聞きたいんですけど。 

○議長（工藤 安雄君）  子育て支援課長。 

○子育て支援課長（小野 啓典君）  今の最初の質問につきましては、こちらの委託料として計上

されている基準というのが、まずございます。それが仮に１０名以上１９名未満の場合は九十何

万円ですよというような基準とか、２５０日以上が児童クラブの最低基準になるわけでございま

すけども、それ以上に５０日を限度として長期休暇、あるいは土曜日等の扱いで延長することが

できます。そうした場合に、また加算することができます。それから、定時よりも長い時間を延

長した場合にも、またそれについても加算をされます。それから、障がい児等の受け入れがあり

ましたら障がい児加算ということで、また１４２万円ぐらいすることができます。 

 そういう基準の中で、もしも合ってない場合、仮に２９０日でちゅうことで届け出ておりまし

て、２７０日しかしてないとか、そういうような基準のときに調査に入るということで、自分た

ちは認識をしておりました。 

 以上です。 

○議長（工藤 安雄君）  渕野けさ子さん。 

○議員（１５番 渕野けさ子君）  それはよく書類上ではわかるんですけども、そうではなくて、

やっぱり補助金と委託金って名前もちろん違いますね。違いますけども、私たち市民から見たら

やっぱり同じ税金なんですよ、国、県、市からの。皆さんの血税がそこに注ぎ込まれているんで

すよ。 
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 だから、例えば、その使い方が不適切だなというふうに感じられることが多々あれば、もちろ

ん基準を外れていることが多いから、それはいろんなひずみが出てきていると思う。それは今後

入って調べていただきたいと思います。 

 私もいろいろ資料をいただいていますけども、時間がないので一つ一つはここでは言えません

が、しっかり保護者がその資料をちゃんと積み上げてつくっていただいております。そして、第

三者委員会、自治委員さんもきょう来ていただいておりますけども、自治委員さんや児童民生委

員さんも中に含めて、そして、地域の児童クラブの会長さん、それから、前会長さんや保護者の

方々。決して地域の方々は協力しないということはありません。本当に皆さん協力をしていただ

いております。 

 ですので、私が聞きたいのはこの調査にいつ入ってくれるのか、そして、いつまでしてくれる

のかということを聞きたいんです。 

○議長（工藤 安雄君）  子育て支援課長。 

○子育て支援課長（小野 啓典君）  子育て支援課長です。お答えいたします。 

 私たちも若干資料をいただいております。それと、今回保護者会の皆さんがまた再度調査はさ

れてるということですので、その資料を照らし合わせながら、また質問をさせていただきたいと

思いますので、できれば議会終わり次第、早急に入りたいと思います。 

 以上でございます。 

○議長（工藤 安雄君）  渕野けさ子さん。 

○議員（１５番 渕野けさ子君）  よろしくお願いいたします。 

 水掛け論ではなくて、しっかりしたものをマニュアルどおりにきちんと示していけば、お互い

にそれが明確になるんだというふうに思います。 

 それから新しい出発が本当にできるんではないかと。やはり精神的にも一番子どもさんのこと

が心配ですので、安定した心で見ていただきたいというふうに思っております。 

 私はきょうはもうぜひ検査していただきたいということですけど、お願いなんですけど、絶対

に１人だけ呼んで聞くとか、一緒に聞いていただきたいと思います。でないと、物は言いようで、

どっちがどうじゃないんですよ、しっかりやっぱり冷静に公平にしていただきたいというふうに

思うんです。今までそれがなされていなかったんじゃないかなというふうに思うので、特に聞き

取りをするときにはおそろいで、前、現というふうにおそろいで聞いていただきたいと思います。 

 その前にも、書類見ただけでもわかる部分もたくさんありますので、そこはしっかり検証をし

ていただきたいと思います。 

 それは今約束していただいたので、きょう傍聴に来ていただいている地域の方々も、またしっ

かり前向きに取り組んでいただけることと信じておりますので、そして、１日も早くこのことを
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終結させることが大事と思いますので、大変でしょうけども、しっかり取り組んでいただきたい、

このように思います。 

 市長、どうでしょうか、今までのを聞いてて。 

○議長（工藤 安雄君）  市長。 

○市長（首藤 奉文君）  そういう状況というのは担当からも話を聞いております。それで、早急

にやっぱり解決をしていかねばならないという認識に立っております。 

○議長（工藤 安雄君）  渕野けさ子さん。 

○議員（１５番 渕野けさ子君）  ありがとうございました。 

 それでは、私の質問は以上で終わります。 

 どうか本当に皆さんがすっきり前に進めるようにしていただきたいと思います。私、東日本大

震災の先日写真展を、行動展をしたんですけども、そのときに記念講演の中でこうおっしゃって

ました。東北の人が自治体がなくなったときに、もう本当に自分の自治体がなくなるということ

は、４０年後には半分の自治体がなくなるというんですけども。自治体がなくなるということは、

自分のよりどころがないということはとてもそれは大変なことなんだということを、現実に東北

の方々が言っておられたそうです。 

 市民は最終的な砦はやはり行政だと思うんです。日本は憲法があって、地方自治法があって、

そして、市の条例があって、そして、その中でちゃんと守られて、日本ほど私安全な国はないと

いうふうに思うんですけども、本当に最後の困ったときの砦はやはり行政なんです。行政の職員

の方々が相談に乗ってくれるとか、そうだと思います。 

 ですから、もうこれからしっかりそういうことも何があるかわかりませんので、そういうこと

も私たちも、行政の人だけやなくて私たち議員もそこはしっかり認識しながら、また由布市の発

展のためにお互いに尽くしてまいりたいというふうに私も決意しておりますので、どうぞよろし

くお願いします。 

 以上で終わります。（拍手） 

○議長（工藤 安雄君）  以上で１５番、渕野けさ子さんの一般質問を終わります。 

……………………………………………………………………………… 

○議長（工藤 安雄君）  ここで暫時休憩いたします。再開は１４時１０分といたします。 

午後１時59分休憩 

……………………………………………………………………………… 

午後２時10分再開 

○議長（工藤 安雄君）  再開します。 

 次に、１２番、佐藤郁夫君の質問を許します。佐藤郁夫君。 



- 83 - 

○議員（１２番 佐藤 郁夫君）  こんにちは。お疲れでございます。 

 議長の許可をいただきましたので、１２番、佐藤郁夫です。通告順に基づきまして一般質問を

させていただきます。 

 今回は前置きはございませんので、時間があれば後で述べたいと思っています。 

 まず、１点目の介護保険事業についてであります。 

 特にこの介護保険は、１９９７年、いろんなことがありながら、要は医療費を下げようという

形でございましたけれども、かなり違って現実はきていますから、大変な状況であろうと思って

ますし、まず、市の介護担当者を含めた、課長、部長を含めた皆さんの包括支援センターの皆さ

んの御苦労に心から敬意を表しておきたいと思いますが、なんせこの問題を私ずっと２年前から、

退職者、ＯＢ、それから公退連の皆さん、それから地域の高齢者の皆さんから、何でしないんだ

ということもずっと言われていました。 

 ただ、私自身とすれば、いろんなことがある中でやはり皆さんが介護保険料を払うだけは、そ

の見合った分だけはやっぱりしてくれますよということをずっと言ってきましたが、多くの皆さ

んがいいことを、健康であれば使わなくて済む、ただ、考え方の中で掛け捨てになるんじゃない

かと。したがって、やっぱりこれは問題があるというようなことも、１９９７年以前はやはり国

が医療費の中で見てきたと、その分がやっぱりもうできないと。社会問題になって、社会全体で

支えていこうと、そういうことでありましたんでこういう制度ができて、制度ができた以上、社

会保険事業でございますんで、これは市としてもやっぱり進めていかなきゃならないだろう、そ

ういうふうに思ってます。 

 そういうことで、１つずつお尋ねをしていきたいと思ってます。 

 １つは、第５期事業計画の進捗状況はどうなっておりますか。今年度までです。 

 それから、県下で２番目に高い保険料の見直しはどうしていくんでしょうかと。 

 １つは、市単独で事業実施するのは、もう限界が来てるんでしょうと。もうこれも前から言わ

れてましたが、広域化はどうなってるんかと。それを御対応いただきたいと思いますし。 

 １つは、介護従事者の皆さんでいろんな賃金改善も国では出してますが、なかなか改善をされ

てない部分があると。そういうのをお聞きしてますんで、お尋ねをいたします。 

 そして、今まさに国会で介護保険制度の見直しを審議されております。私もいろんな雑誌やら

いろんな方が送っていただいてますから、これ見てますが、非常に心配される部分がやっぱり出

てきてると。そういうこともわかってる範囲で尋ねていきたいと思ってます。 

 それから、まさに２７年から第６期の介護計画が始まりますから、同僚議員が申し上げました

ように、やはり今しっかりした事業計画をつくる必要があるだろうと。そういうことで、お尋ね

をします。 
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 大きな２点目につきましては、これも私のライフワークとしていってますからどうぞ御容赦願

いたいと思いますが、ただ、連携型中高一貫教育のやっぱり成果というのはずっと出てます。こ

こに書いてますように、優秀な人材がやはり地元に残っていただいてる。まちづくりやら地域づ

くりやら、いろんな面でプラスになってることはすばらしいことだと。 

 そういうことが前提にございますんで、ぜひ１学級減った中で、また、少子化の中で厳しいん

ですが、ぜひこれは反復してこういうことは取り組んでほしいと、そういうことでございますん

で、どうぞよろしくお願いします。 

 １つは、中高の連携を深めるための、もうこれも前も言いましたが、市内合同音楽祭にも高校

を参加させて、ＰＲをしてほしいと、そういうことです。 

 それから、１つは由布高校を受験したくても、この前も言いましたけど、サッカー部がないの

で別の高校を受験したと。今回は特に七、八名の方からそういう話を聞きましたから、ぜひこの

点も高校側に要請をしながら連携を図っていただきたいと、そういうことです。 

 それから、確かに今清掃活動等で両ＰＴＡ、中学高校の皆さん、美化に努めながら交流を深め

てるということが、非常にきずなを深めてると思いますが、また違った形の方法もあるんじゃな

いかなと、そういうことでお聞きをします。 

 それから、これが一番大事なんです。中高一貫教育の利点は、やっぱりあらゆることを使って、

あらゆる時間をさいて、ＰＲをしていってほしいと、そういう願いからお尋ねをします。 

 それから、大きな３点目です。自治公民館活動の実践活動費補助についてでございます。 

 いつの時点か、同僚議員の中でそういうことを申した方もおります。私もこれ何年か前か、そ

ういう話を伺ってまして推移を見てましたが、もうちょっと活動と補助にやっぱり予算化にそう

いう努力の姿が見えてないということでありますから、ぜひこの件は来年度の予算査定に向けた

方向性をそれぞれ執行部のみなさんにお聞きしながら、地域の活力を引きだして、元気を皆さん

に出していただいて、地域づくり、また、世代間等々の高齢者の見守り等にも生かしていくため

にも、少しの元気を出すための補助をしてほしいと、そういう願いでありますから、よろしくお

願いします。 

 以上３点大きく質問をいたしました。明快な御答弁をお願いして、なお、再質問につきまして

は自席でさしていただきます。よろしくお願いします。 

○議長（工藤 安雄君）  市長。 

○市長（首藤 奉文君）  それでは、１２番、佐藤郁夫議員の御質問にお答えをいたします。 

 初めに、第５期介護保険事業計画の進捗状況についてであります。 

 中間報告によりますと、介護予防サービス給付費の総額については、第４期介護保険事業計画

に比べて１億３,０００万円、率にして３.７％の増加になっております。個々に見てみますと、
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居宅、地域密着、施設介護サービス等の総支出額につきましては、ほぼ５期事業計画値で推移を

しております。 

 次に、県下で２番目に高い保険料の見直しについてであります。 

 由布市の第５期介護保険料基準額は、県で２番目、全国で１５番目に高額であります。その要

因の一つとして考えられることは、市の介護認定率や介護認定者のサービス利用率が県内でも非

常に高いこと、各種施設の充足率も県内で一番高くなっていることなどであります。 

 このことは、由布市民は必要な介護保険サービスが受けられているということを意味をするわ

けであります。 

 第６期の介護保険事業計画策定においては、介護保険法の改正の意義を十二分に勘案して、介

護予防とよりきめ細かな生活支援を柱に、第６期介護保険事業計画策定委員の御意見等をいただ

きながら、介護保険料も含め検討してまいりたいと考えております。 

 次に、介護保険の広域化についての御指摘でありますが、先ほども申しましたが、由布市民は

必要な介護保険サービスが受けられていること、また、国が進める地域包括ケアシステムの構築

は住みなれた地域で自立した生活を実現するための政策でありまして、地域の自主性や主体性に

基づき、推進をする必要があることなどから、現時点で広域化は考えておりません。 

 次に、介護従事者賃金などの処遇改善についての質問でありますが、介護保険施設、事業所等

で働く職員の賃金が、以前から仕事の内容に対して低く抑えられ、離職者も多く、職員の確保に

苦慮している状況は、私も認識しています。 

 しかしながら、市内のほとんどの介護保険施設については、介護職員処遇改善加算制度が実施

され、職員の賃金改善に充てられていると聞いております。 

 今後は県とも連携を図りながら、介護人材確保、定着に向けた取り組みを進めてまいりたいと

思っております。 

 次に、国会での介護保険制度の審議状況についてでありますが、今回の介護保険制度の改正案

の内容につきましては、大きく、地域ケアシステムの構築と費用負担の公平化が議論をされてお

ります。 

 国は市町村による事業の円滑な実施を推進するために、介護保険法に基づく指針で事業で対応

する際の留意点等をガイドラインで示すとしております。国の動向を注視して、職員の適正な配

置や予算配分など、適切に対応してまいりたいと考えております。 

 次に、第６期の介護保険事業計画の主な施策についてでありますが、第６期も基本的なサービ

スの提供は引き続き実施をいたしますが、これまでの答弁でも申し上げましたように、介護保険

制度の改正内容を見据えた事業の検討が必要と考えております。 

 第６期介護保険事業計画策定委員の御意見、日常生活圏域ニーズ調査などを参酌して、第６期
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の施策を展開してまいりたいと考えております。 

 以上で私からの答弁は終わります。他の質問につきましては、教育長より答弁をいたします。 

○議長（工藤 安雄君）  教育長。 

○教育長（清永 直孝君）  それでは、１２番、佐藤郁夫議員の御質問にお答えをいたします。 

 最初に、連携型中高一貫教育推進について、中高の連携を深めるため、市内合同音楽祭に高校

も参加すべきではということについてお答えをいたします。 

 昨年度、由布市の小学校中学校音楽部会が、大分県の音楽教育研究会を兼ねて市内合同音楽会

を開催したときに、由布高の神楽部に出演してもらい、参加者に神楽のすばらしさを伝えること

ができました。 

 小中高の連携を視野に入れますと、合同での開催は意義があると思いますので、どのような形

で開催できるかも含めて、実現性について高校側にも働きかけ、協議してまいりたいと思います。 

 次に、由布高校を受験したくてもサッカー部がないので、別の高校を受験したと聞いたという

ことですが、学生がしたいクラブの創設を要請すべきではということについてお答えをいたしま

す。 

 今までもこの要望がありまして、サッカー部を何とか創設してほしいという要望もずっと出し

てきましたが、高校で検討してもらった結果、昨年度は卓球部については場所的なことや個人戦

で参加できる人数的なことも考えて、卓球同好会を創設することができました。 

 しかし、サッカー部については検討しましたが、絶対数、男子の人数の多さとかいうことを考

えたとき、それと、練習場所の必要性を考えたときには、なかなかできにくいというところがあ

ります。 

 ですが、要望に少しでも応えるために、何とかサッカー部をつくったらどうかという要望は続

けていきたいと思っているところです。 

 次に、清掃活動などで生徒会が交流していますが、まだまだ他の方法できずなを深める取り組

みをすべきではということですが、清掃活動の生徒会の交流については、ここ数年取り組んでお

ります。昨年の成果としては、生徒会執行部の役員だけでなくて一般の生徒にも呼びかけて、有

志による清掃活動を行うことができました。 

 そのほかの取り組みとしましては、中高一貫合同生徒会立ち上げによる合同生徒会規則の制定

を初め、合同生徒会新聞の発行や、部活動の交流としてのバスケット部における由布高カップの

開催などで、市内の中学校ときずなを深めております。 

 さらに、ペットボトルキャップ集め等のボランティア活動について、４校で合同に取り組める

活動はないかと検討しているところです。 

 今後、きずなを深める取り組みを進め、多くの中学生が由布高生と触れ合い、中学生が由布高
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について理解していくように取り組みを進めていきたいと考えています。 

 次に、中高一貫教育の利点のＰＲを繰り返すべきですということについてですが、これまで、

中高一貫だよりの全戸配付、由布高だよりの配付、由布高振興大会のブロック別開催などで由布

高をＰＲしてきましたし、進路ＰＴＡでの３年生保護者に対する教員や在校生による由布高の説

明、ＰＴＡの高校見学、各地区自治委員会での説明等で由布高のことを知ってもらうことに努め

てきました。 

 今後も、高校では少人数クラスでのきめ細やかな授業で大学や就職の実績を上げてきているこ

と、また、県内で唯一の観光コースを設定して由布高校の特色を出していることなどを利点とし

て上げ、引き続き保護者、地域の方に由布高のことを知ってもらう効果的なＰＲに努めていきた

いと思います。 

 次に、自治公民館活動の実践補助についてですが、市内では１３２の自治公民館があります。

さまざまな活動を行っております。その活動に対しまして補助を行っているところです。各自治

公民館からの実績報告を受け、均等割、世帯割、並びに事業実施項目数による配分を行っている

ものです。 

 平成２５年度の実績は、総額で２２６万７,７９０円です。内訳は均等割が３４万８,０００円、

世帯割が３０万９,７８０円で、残りを事業実施項目数による配分を行っております。幅広く活

動を行うことで、補助金額の増につながる方策で、活動の下地づくりに貢献できるものと考えて

おります。 

 しかしながら、実際にかかる経費に比べ、助成できる額が結果的に少額になってしまっている

のがここ数年の傾向です。枠となる予算額は、自治公民館活動の基礎づくりをお手伝いするもの

としては十分とは言えない面もありますが、一方で、拠点整備に係る自治公民館整備補助ではか

なりの比重で地元負担を軽減している部分もあり、両者を合わせたところで、今後、さらに効果

的な助成のあり方について、調査、検討を行っていきたいと考えております。 

 以上です。 

○議長（工藤 安雄君）  佐藤郁夫君。 

○議員（１２番 佐藤 郁夫君）  それでは、再質問は逆にして、今の自治公民館の実践補助から

させていただきます。 

 この件は、私もちょっと資料をいただいて調べています。平成１８年度……。（発言する者あ

り） 

○議長（工藤 安雄君）  ちょっと休憩します。 

午後２時31分休憩 

……………………………………………………………………………… 
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午後２時31分再開 

○議長（工藤 安雄君）  再開します。 

○議員（１２番 佐藤 郁夫君）  実践補助です。ずっと調べまして、平成１８年、これは合併当

時ですから、３町が組んで４５０万円、額だけ申し上げますよ、ありました。１９年が３６０万

円、これは８割になっているんです。２０年が９割になって、平成２１年度が３２４万円、ほと

んどもう、全部使っております。２２年から現在の５年間、２２６万８,０００円でずっといっ

てる。それは、額、私、言うんじゃないですから。この交付要綱で、皆さんが、今、地域で世代

間やらいろんな家族間を含めて希薄化に絆がなってるから、そういうことですから、多くの自治

公民館活動をして地域を支えてほしいという中で、この７つか８つの補助対象事業をつくった。

額から申し上げますと、当時の半分になる、５０.４％。 

 したがって、これも自治体がちょっと調べたときに、４年ぐらい前に、庄内のある自治区の公

民館の方がそういう事情、いろいろ事業をして、するほど経費が、やっぱり、かかって大変だか

ら、実際にそういう話にいかれてる。で、どうしますかっち聞いたときに、次の年からあります

よ、そういうことは、予算、早うしましょうという話をしながら次の年からがーんと３割カット

している。 

 これは、予算的に仕方がない面もあるけども、今、自治公民館活動の重要性を見たときに、こ

の事業とそういう予算の配分の考え方が、私はやっぱり時代に逆行してるんかな。だから、是是、

非非じゃないんですが、重点を置かなきゃならない部分の予算配分の考え方です。これは、きち

っとしたところの考えを持たないと、それぞれの自治区の皆さん、いろんなことで努力されてま

す。だから、それを後押ししてやるんだという気持ちがやっぱり出てないんです。この予算配分

の中で。 

 こういうことを聞いて、市長、どうですか、感想か意見。 

○議長（工藤 安雄君）  市長。 

○市長（首藤 奉文君）  この答弁、見ますと大変、各自治公民館の予算に対して低いと。公民館

も温度差があります。ですから、意欲のあるところ、そしてまた、頑張っていくところについて

は相当支援をしてよいと、私は考えておりますので、この点については考えさせたいと思います。 

○議長（工藤 安雄君）  佐藤郁夫君。 

○議員（１２番 佐藤 郁夫君）  同じようなことで、教育長、どうですか。 

○議長（工藤 安雄君）  教育長。 

○教育長（清永 直孝君）  お答えします。活動補助金ですから、自治公民館がただ、場所提供と

しての公民館ではなくて、実際に地域が動くというための公民館活動っていうのは非常に大事な

部分ですから、今、市長、申し上げましたような形の中で、やってるとこはやはり、補助を出す
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のが原則だろうと思ってます。 

○議長（工藤 安雄君）  佐藤郁夫君。 

○議員（１２番 佐藤 郁夫君）  では、明確に来年度予算反映はしていくと、そういうことで私

が受けていんですか、教育長。 

○議長（工藤 安雄君）  教育長。 

○教育長（清永 直孝君）  現実問題として、総枠をどう高めていくかということになろうかと思

いますが、教育委員会のサイドとしては社会教育の重要性を考えたときに、予算要求等を課内の

中で相談しながら上げていきたいなと思ってます。 

○議長（工藤 安雄君）  佐藤郁夫君。 

○議員（１２番 佐藤 郁夫君）  はい、ありがとうございます。よく、財政課長、聞いちょって

ください。そういう形できちっと、私も精査をして、後で追跡調査をします。 

 この件は、以上で終わります。どうぞ地域が元気を出して、それぞれが。特に私の心配をして

おるのは、うちの地域、２２戸でありますが、子どもがうちの孫入れて３人おります。これはも

う、二、三年前は１人もおらんかったんです。うれしいことで、大きな高岡地区長野の一部も入

ってますが、子どもたちがいろんな、今、活動を、夏休み、また今度します。何とか、そういう

活動をして頑張ってるんで、少しの皆さんが活動しやすいような方向を、やっぱりつくるべきだ

と、私も思ってますから、こういうことも含めて他地区の皆さんもやっぱり頑張っていただきた

い。地域の見守り、高齢者の見守りとか、いろんな、地域ではやっていますし、いろんな形で、

地域が汗をかいた分はそういうことも、市も少しは応援してほしい、そういう気持ちであります

んで、よろしくお願いします。 

 続きまして、連携型中高一貫教育です。教育長、言われたように、よくわかるんですが、現実

は、子どもの男子、女子の部分で少ないと言いながら、そのくらいの子どもはいますんで。私は、

そういう場所がやっぱり少ない、野球部とかラグビー部とかございますんで、いろんなところが

やっぱり使いにくいと。 

 したがって、そういう点は、市の運動場等、いろんな、借りればできるんじゃないかな、そう

いうふうに思ってますし、これがいろんな形で後々、継続されるということも含めて、やっぱり、

今の子どもたちは特に、私どものころはベースボールといいますか、野球が主流でございました

が、今の子どもたち、やっぱりサッカーが多いんですね。やはり、見たときに、今、ワールドカ

ップも始まりましたし、ＰＲのお蔭でサッカー選手になりたいちゅう方が物すごいふえました。 

 したがって、第一いろんな、勉強のほうも受験するときにあるんですが、子どもに聞いてみま

すと、勉強もするけども、やっぱり部活に入りたいんだと。そのときにそういう希望のクラブが

あればいいんだよなというのはずっと言われてましたし、この件は非常に、高校側と。難しい面
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もあるんですけどね。 

 そういうところが都度、皆さんの要望に応える意味にも、何か形として、そういう方向に進ん

でますよということがわかれば、皆さん、やっぱり、希望が持てるんですが、そういうことを含

めて、市長にお尋ねしますが、市長の政策としてこの連携型を入れたわけです、市として。そこ

ら辺をきっちり、高校側と話をする中で、定期的な協議の時間を持つとかいうことをやっぱりす

べきだと、私は思ってるんですが、市長、どう思いますか。 

○議長（工藤 安雄君）  市長。 

○市長（首藤 奉文君）  連携型中高一貫教育を推進していく上で、教育委員会とそれから由布高

で十分な連携をとりながら、そしてまた、指導指示を入れて取り組んでいると私は認識しており

ます。 

 この部活動とかということについては、私自身もまた、校長と実際に話してみて、そしてその

方向性を探ってみたいと。 

○議長（工藤 安雄君）  佐藤郁夫君。 

○議員（１２番 佐藤 郁夫君）  教育長、ぜひ、先ほどの答弁のような形になるしかないんかな

と思いながらも、きちっとした、どっかできっかけをつくっていかなければ、多様なニーズの子

どもたちを、やはり、受験の中で拾い上げていくという形にしないと、いつまで経っても定数が

厳しいと、前回、前々回、そういう形で３分の２条項はないけれども、やっぱり県教委としても、

きちっとしたことをやらないけども、地元からの生徒はそのくらい欲しいという形がいまだにず

っとありますから。ぜひ、こういうことも含めて、考え方をしてほしいと思うんですが、教育長、

どうでしょうか。 

○議長（工藤 安雄君）  教育長。 

○教育長（清永 直孝君）  お答えします。サッカー部については、非常にニーズが高いっていう

ことはよくわかってるんですが、場所よりも絶対数の、人数なんです。ラグビーがあり、野球が

あり、男子の全体の数そのものが少ない中で、どう新しい部として創設するかということで、数

年前から、力強く、このことは、要求はし続けたんですが、なかなか、そのことがネックででき

ていないというのが現状です。 

 いろんな、今、学校長含めて、由布高の校長含めて正念場だという意識を持たれています。大

きな流れでは、由布高は育ってきていると思いますが、力のある中学生たちを送り込むべく中高

一貫の実を上げたいという思いをしているところです。 

○議長（工藤 安雄君）  佐藤郁夫君。 

○議員（１２番 佐藤 郁夫君）  ぜひ、そういうことも含めて、あきらめた方がやっぱり駄目な

んで、やっぱり希望を取り入れるような方向の考え方、連絡を密にしながら連携を深めて、高校
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側、中学校側としてほしい、職員が特に、そういう点では最前線におりますから、ぜひ、委員会

としてもそういうことも含めて、切れ目ない、または継続した、持続した取り組みをお願いして

おきたいと思います。中高一貫については、これで終わります。 

 続きまして、介護保険事業であります。この件につきましては、同僚議員、午前中から午後、

先ほどの渕野議員を含めて、少しずつ、御回答ありましたが、ちょっといろいろ皆さんは心配し

ておりますし、要は、ずっとこれ、私も考えてみますと、介護保険というのは、介護保険の本当

の気持ちというか、できた根拠は、先ほど私が述べましたが、医療費を下げようといいながら現

実に国民の全体で支えようというふうにしながら、保険給付の伸びがそのまま保険料の伸びに連

動する仕組みになってるんです。お答えもありました。 

 非常に、国民の保険法の第４条に、国民の努力及び義務でありますが、利用者にとっては、原

則、１割負担含めて、そういう面でいいんですが、やっぱり一般高齢者、それから第２被保険者

の４０歳から６５歳までの方がやはり、もし、そういう、ならんほうがいいんですが、簡単にい

えば掛け捨てになって、何で僕らがそうしたのがそこにいって、やっぱり、損得勘定になったよ

うな考えをしている人が多いんです。 

 その辺のところの払拭するのには、ＰＲとか広報紙等で本当にすっぱく言わなきゃならんので

すが、この現状というのは、特に今、３年に１度、見直ししながら、特に第６期に向けて策定を

していかなきゃならんのでしょうけど、市町村計画。それの中で、料金だけ見てますと、来期か

らずっと見ますと、２０％ぐらい、全部ふえてきてます。先ほど、市長が１億三千万円何がし、

ふえてきてるんだという形が。 

 で、福祉の町、庄内町があったときも、福祉施設も多ございますし、利用者も多い。本当に、

利用している人はいいですし、利用しやすい市なんですが、逆に県から第２番目という、それだ

けが先に先行して、６,０６７円が先行して、そんなに、そう上がっていけば、年金やら消費税

やらが上がった中で、社会保障と税の一体改革といいながら、そういうところは見えなくて、ま

すますこれ、上がってくるだろう。恐らく、私も来年、今、答弁聞きまして、１億３,０００万

円。いろんなことを割り戻して、高齢者６５歳の人で割っていったらならば、また上がるだろう。

２０％ぐらいまた上がるんかなと思い、非常に心配してます、７,０００円くらいになるんかな。 

 そうなったときに、やっぱり公平感とかいうか、不公平感、非常に増大してくると思うんです。

したがって、やっぱりきっちり、この今の５期の中で、今年度、最終ですが、点検をすべきだと。 

 この計画の中に、円滑な事業実施に向けてで、進捗の評価の部分が出てます。その分につきま

しては、由布市地域包括支援センター運営協議会を活用して、計画の進行管理、進捗の評価を行

っていきますと、これを載せてますが、これ現実に、単年、単年、やられてるんですが、これの

効果、またメリット等は担当課並びに部長で把握されてますか。 
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○議長（工藤 安雄君）  健康増進課長。 

○健康増進課長（河野 尚登君）  進捗管理につきましては、事業費の部分の進捗というか、中間

報告というものは行っております。それから、議員、御指摘のように由布市につきましては、非

常に有料老人ホーム等がここ数年で、大変多く建っております。 

 それに併設するデイサービス等の部分で、非常にサービス費がふえているというような状況も

ございますので、有料老人ホーム等につきましては、県が先頭に、認可主体でございますので、

その辺りを含めまして、全国市町村会を通じて、その辺りのところの部分の抑制も市町村独自に

任せてほしいというような要望もあわせて、全国市長会にしてきているところでございます。 

 以上でございます。 

○議長（工藤 安雄君）  佐藤郁夫君。 

○議員（１２番 佐藤 郁夫君）  今回、６期の策定にかかるわけですから、来年度からやらなき

ゃならん、５期までのことをきちっとやっぱり、事業は、私も色んな予防事業等も拝見をさせて

いただいてる部分はございますし、非常にしっかりして、状況あるんですが、やっぱり、保険料

のことは、非常に皆さんネックになっております。特に介護保険を利用される方はそうありませ

んが、皆さん経済的に負担に、相当、思っています。 

 だから、そこ辺のところのやっぱり、今は国、県、市の公的な部分が５０％、第一部、第二部

で５０の、合わせてそれで、財源としてやってるんですが、非常にこれからますます厳しくなる

だろうと、高齢化率もあがって厳しくなるだろうと。だから、今後、料金の面を含めて、どうや

って皆さんにＰＲして、どうやって皆さんに周知をして理解をしていくような取り組みをするん

かなと。 

 私、心配してますが、多分、担当課は考えておられると思いますが、具体的に、どういう方向

でやられるんか、お尋ねしたいと思いますが。 

○議長（工藤 安雄君）  健康増進課長。 

○健康増進課長（河野 尚登君）  お答えいたします。これまで、私ども感じていますのは、非常

にやはり、市民への周知、ＰＲが足りなかったなというところは強く感じております。 

 今年の２月でございますが、挾間のある老人会の方から是非福祉関係に関すること、それから

介護保険を含めたところの部分の説明、意見交換をさせていただきたいというような要望もござ

いまして、福祉関係課の課長担当者が出てまいりまして、２時間半ほどお話をさせていただいて、

介護保険についての説明もさせていただいたところでございます。 

 本日につきましては、同じく挾間の上市地区というところの老人会の方から要望ございまして、

介護保険担当、それから福祉担当の職員が出ていって御説明なりをさせていただいているところ

でございますので、今後ともそういう要望等ございます場合、それからいろんな集まりがある場



- 93 - 

合について積極的な説明なりをさせていただければというふうに思っているところでございます。 

 以上です。 

○議長（工藤 安雄君）  佐藤郁夫君。 

○議員（１２番 佐藤 郁夫君）  私も、きょうは上市でやられるっていうのは聞いております。

そこの考え方が少しずれてるって言ったら悪いんですが、要望があったときはいきますよという

のが、ＰＲ不足の原点だろうと思ってるんです。 

 やっぱり、それぞれの自治区の皆さん、自治委員の方がおられますし、高齢者の方、多うござ

いますんで、ぜひやっぱり、そういうところの投げかけを直接区長会とか何とかじゃなくて、や

られていくような方向で周知して、介護保険料はこういうことで成り立ってるんですよというこ

とを噛み砕いていったほうが、私はいいんではないんじゃなかろうかなとそういう気がするんで

す。したがって、そういう方法が手上げじゃなくて、こういう問題はこういうことですから、皆

さん、御理解を願って、保険料は国保に入られてる方は天引きされますけど、第１被保険者につ

きましては。だから、そういう説明をしていったほうが、私は効果が上がるんだろうと思ってい

ますがどうでしょうか。 

○議長（工藤 安雄君）  健康増進課長。 

○健康増進課長（河野 尚登君）  今、議員、御指摘の点を含め、今後周知啓発について検討して

まいりたいと思います。 

 以上です。 

○議長（工藤 安雄君）  佐藤郁夫君。 

○議員（１２番 佐藤 郁夫君）  それでは、その県下で２番目ならあんまりよくないんですね。

ただ、今、言ったようにサービスが違うんですよ、非常に皆さん利用してるんですよ、高齢化率

も高いんですといいながら第６期になったら、今のところの試算ではどのくらいになる予定を考

えてますか、保険料。 

○議長（工藤 安雄君）  健康増進課長。 

○健康増進課長（河野 尚登君）  お答えいたします。保険料の算定につきましては、今後の策定

委員会、それから圏域ニーズ調査等のものを含めまして、どういう事業を展開していくのかとい

うのを含めて、サービス費見込みを出さないといけません。 

 第６期保険料が、大体試算として出るのは１１月から１２月というふうにスケジュールを組ん

でおります。 

 以上です。 

○議長（工藤 安雄君）  佐藤郁夫君。 

○議員（１２番 佐藤 郁夫君）  わかりました。そういうことも含めて……。ところで、策定委
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員というのはもう皆さん決まってますか、来期の分の。策定委員さんはもう決まってるんですか。 

○議長（工藤 安雄君）  健康増進課長。 

○健康増進課長（河野 尚登君）  基本的に、第５期の策定委員さんの当て職という形になろうと

思いますので、その方々について、７月第１回策定委員会を予定しておりますので、今調査中で

ございます。 

 以上です。 

○議長（工藤 安雄君）  佐藤郁夫君。 

○議員（１２番 佐藤 郁夫君）  わかりました。これが一番、やっぱり皆さんが、退職した皆さ

ん、また高齢になられた方が心配しているんです。健康になればいいんですよと、しかしその辺

もうわかりません、どうなるんか。いろんな生活習慣病を含めて出てきます。 

 ただ、私は、健康増進課中心に、保険課もですが、特定健診も含めてきちっと、やっぱりある

程度強制的じゃないんですが、あなた、大丈夫ですか、出てきてこういうことがありますよちゅ

う私も何回もそういう御指導いただきます。感謝してるんです。 

 したがって、この予防事業をやっぱり率先してやるしか、この病気とか医療費とか介護保険料

を下げる方法はもう現実的に私ないと思うんですけど。だから予防事業、まだまだ今まで以上の

予防事業を、私は考えて６期はいった方がいいんじゃないかと思いますが、その辺のところはど

うでしょうか。 

○議長（工藤 安雄君）  健康増進課長。 

○健康増進課長（河野 尚登君）  お答えいたします。 

 介護予防事業につきましては、すこやか健康サロンを昨年度から立ち上げをいたしまして、各

公民館単位で行っております。２５年度が４地区、それから今年度につきましては３地区、計７

地区で実施をいたしております。 

 それから、それとは別に和歌山大学の本山先生によります由布シニアエクササイズのリーダー

養成講座、これが６月の１７日から７月２３日まで毎週１回、６週間で集中的にリーダー養成講

座を行いまして、そのリーダー養成講座終了後につきましてはリーダーさんを中心に各地区に広

げていただきたいということで、現在進めているところでございます。 

 この申込み、３３名申し込んでいただいております。 

 以上です。 

○議長（工藤 安雄君）  佐藤郁夫君。 

○議員（１２番 佐藤 郁夫君）  非常に保険料を上げざるを得んという状況はわかります。しか

し、単独事業で、実際は私は国保と一緒だろうと思うんです。国の管轄する税を今からようけ取

って、法人税も下げようという状況の中で、その個人から間接税も含めて取り上げながら、社会
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福祉に全て持っていけないという現状は市議会で申し述べることではないんですが、やはり考え

方として、国が強く介護保険制度を、これはそれぞれの都道府県を含めて責任がございますけれ

ども、つくった以上は国の責任って私は重たいと思ってますし、こういうことはやっぱり市長も

我が由布市のトップとして、ますます介護保険料、先ほど言ったように１億何千万円ですか、そ

の上がってきてるという現実を見たときに大変な状況になるだろうと、医療費含めて。 

 そういうことを単独でも私はやっぱり国、そりゃたった一自治体といいながら、市長として大

変だと、ますます大変になってくるから、あらゆることを通じて、高齢者を含めて国のほうに申

し上げていくと、そういう決意はおありでしょうか。 

○議長（工藤 安雄君）  市長。 

○市長（首藤 奉文君）  先ほども申し上げたようにケアプランをつくって、そしてその人がサー

ビスを利用してくれると、そしてまたその利用する施設が大変多いという中でそういう人たちは

本当に行き届いたサービスはできているわけでありまして、これが結局高い状況になっていると。

その原因はやっぱり、生涯健康で一生を全うできるような施策をしていく必要があると私は考え

ております。 

 今、本山先生、由布市に絶対取り入れて由布市民の健康をつくっていきたいという、お会いし

てその成果を見させていただいて、ぜひとも由布市をそのようにしていきたいという決意で本山

先生に言いました。その内容についてはあとで担当課長に述べさせますが、和歌山県ですばらし

い成果を上げております。 

 そういうことで取り組んでまいりたいと思いますが、この介護保険料につきましては各地域温

度差がありまして、この点は大変厳しい状況でありますが、死ぬまで元気でいるような、生活が

できるような、そういう施策をしていきたいというふうに考えております。 

○議長（工藤 安雄君）  佐藤郁夫君。 

○議員（１２番 佐藤 郁夫君）  ぜひ、そういう施策を。５期が基礎と先ほど答弁がございまし

たけども、それはそれなりに基礎としてあるんですが、やっぱり新たな視点も含めてこんだけや

っぱりのんでいくということは、特に福祉の町の由布市としても大変だろうとそういうふうに思

ってますんで、ぜひ今市長言いましたような、皆さんが健康であるような健康立市もわざわざし

ておりますから。例えば名目、全国１位になるような形にすればおのずとその医療費等々、介護

保険でも下がってくるんですから、そういうところは素早く実施をしてほしいそういうように思

ってます。 

 それから、介護従事者の賃金改善、処遇改善も含めて、雇用状況も含めて、私はちょっといろ

いろ聞いてるんですが、事業者はどうかわかりませんが、そこに働く人にとってはそう改善され

てないという方向にずっと聞いていますから、これはいかがなものかな。 
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 それぞれが、指導とかいろんな法的な問題ずっと含めて国、県等から指導があるはずじゃって

僕が言ってきたんですが、それのところ具体的に課長、指導等ができるんか、またそういう内容

がわかるんか、ちょっと教えてほしいんですけど。 

○議長（工藤 安雄君）  健康増進課長。 

○健康増進課長（河野 尚登君）  お答えいたします。 

 施設長等々の意見交換会がございまして、その辺りの部分を私ども第６期介護保険計画を策定

をする上でちょっと意見を求めたところでございますが、由布市地域においては割と介護職員関

係、待遇は悪くないと施設長さんがそういうふうにおっしゃられるんです。 

 あと、私どもが今いろんな資料をいただく中では、県を上げてそういうふうな介護職に就こう

とする方々に対する制度とか、そういうものを立ち上げているところはモデル的にあるというふ

うには聞いております。そういうところを含めて、今後県なりに要望していきたいなというふう

に考えております。 

 以上です。 

○議長（工藤 安雄君）  佐藤郁夫君。 

○議員（１２番 佐藤 郁夫君）  その件で、私も県には実はいろんな団体の中で、当初予算闘争

の中でお願いをして、県の回答はそういう事業主を含めて、研修制度を充実して、雇用の確保の

ためにも改善を図っていくような指導をしていきますという答えはいただいてますから、ぜひ、

その点は県と連携して取り組みをしてほしいと思ってます。 

 国会で、今、介護保険制度の見直し、もうほぼこれ決まりでしょうが、何点か心配があるんで

す。先ほど加藤議員も言ったんですが、お買いものとか身の回りを含めて、平成２９年度までに

総合事業に移行する地域支援事業見直しの中で、ただ一番私ども心配してるのは、ある程度の見

直しをされた中で市町村に裁量権が発生するんです。 

 費用の抑制とかいう目的は、一律にサービスの提供を制限する、それがあるんじゃないか、ま

た、市町村事業となることで、それぞれ市町村で違った運用ローカルルールがとられてくるよう

な形になるんじゃないかとそういう心配をしてる方が多いんですが、そういうところは、課長、

掌握をされてますか。 

○議長（工藤 安雄君）  健康増進課長。 

○健康増進課長（河野 尚登君）  今、おっしゃられたことの中で、１つは要支援１、要支援２の

方が今受けているサービスについては引き続きサービスを受けることができると。それからサー

ビス事業所についても、本来、総合事業になった場合については、市町村が指定権者になるんで

すが、みなし的に引き続きの認定を受けることができるということで、事業所側にも今のところ

そういう部分は不利益はないというふうに考えておりますが、単価設定等、それから一部負担金
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等につきましては今後、国がガイドラインを示すと、そのガイドラインを示した中で円滑な移行

を支援するということになっておりますので、そのガイドラインが出るのを現在待っているとこ

ろであります。 

○議長（工藤 安雄君）  佐藤郁夫君。 

○議員（１２番 佐藤 郁夫君）  それならやっぱり、国がガイドラインをつくっていただくなら

ば、市も独自でそういうマニュアル的なことを私はつくったほうがいいと思うんですが、それを

検討する余地がありますか。 

○議長（工藤 安雄君）  健康増進課長。 

○健康増進課長（河野 尚登君）  総合事業につきましては、既に県内でモデル市町村が、二カ所、

三カ所ほどございますので、その町や市等を視察研修させていただきながら、市としても検討し

ていきたいというふうに考えております。 

 以上です。 

○議長（工藤 安雄君）  佐藤郁夫君。 

○議員（１２番 佐藤 郁夫君）  地域支援事業の包括的支援事業にかかわるいろんな事業ござい

ますが、平成３０年度まで全ての市町村が実施することという、課長ご存じでしょうが、医療に

関する専門的知識を有する者が開業事業者、居宅における医療を提供する医療機関、その他の関

係者の連携を推進する事業等々とかいろいろあるんです。 

 この中で、新たに地域支援事業に追加を、医療と介護の連携がされようとしてます。これを行

う事業体については従来の地域包括支援センターと別の事業体に委託可能と、そういう法律にし

ようということをしてるんです。 

 したがってこれ、具体的にしてやったときに、市町村が、そういう人が名乗りを上げたときに、

そういう方たちの調整を行うこととしてますけども、果たしてバランスがとれていくような調整

ができるんかな。そういうことも偏ってしまうということもございますし、非常に市町村に投げ

かけが今回の見直しは多いんですが、そういうところに恐らく担当者は苦労すると思うんです。

そういうところはどうお考えになってるんですか。 

○議長（工藤 安雄君）  健康増進課長。 

○健康増進課長（河野 尚登君）  その辺も含めて、現在ガイドラインの出るのを待って、そして

策定委員会の中で、今後どういうふうに市町村として、由布市として進めていくかという部分も

含めて、策定委員会等で審議をいただこうというふうに思っております。 

 以上です。 

○議長（工藤 安雄君）  佐藤郁夫君。 

○議員（１２番 佐藤 郁夫君）  わかりました。あと７分ですが。非常にこの介護保険は医療費
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との連動もしてますし、いろんなこともやっぱりあるわけで、見直しをするちゅうことは恐らく

改悪ちゅうか、要はお金がないからどんどん地方に細分化をして、地方に権限を持たして、地方

の独自財源を含めて使わせようという形だと私は思っているんです。 

 したがって、市町村間、地域間、いろんなバランスがまた出てきて、財政力のいいところと財

政力の悪いところ、市民から見ればどっちにいっても同じような形の中で、保険料も同じような

形であってほしいという願いがあるんです。 

 そういうこともやっぱり第６期の中で見据えて取り組みをしてほしいと思いますし、特に第６

期事業計画をする場合、この現状をきちっと、特に先ほどから市長の答弁の中で、実施を、ニー

ズをそういう方、高齢者、また１号、２号の方をするんか私わかりませんが、前回が三千名ぐら

いしてました。で、回収率が六十何％ぐらいか。その中でやっぱり皆さんが、利用者も、一般高

齢者も、負担がますます、やっぱり経済的に厳しくなってきてる、ずっともうこれ報告があって

ますよね。よっぽど調査をする中で、そういう数の問題もあるんでしょうが、多くの方に回収率

の問題もございますけれども、きちっとしたアンケートをやっぱり望みます。 

 そうしないと、偏ってやられたときには、負担できる方が多い場合はそういう回答しか出ませ

んし、厳しい状況の人、低所得者の救う道もございますけれども、ますます今の状況では介護保

険料は上がる要素が大ですから。ぜひ、そういうニーズ調査のときは、調査のやり方というのも

考えていただいて、第６期計画に反映してほしいと思ってます。 

 あと４分です。特にみんなが元気で生き生きと暮らしていける、また住みよさ日本一の由布市

ですから頑張っていけるような施策も欲しいし、１つは提案なんですが、何名がこのまま健康で

４０歳からずっと払って、４０年間、８０歳ぐらいになったときに、今、結婚、金婚式やらダイ

ヤモンド婚式で表彰とかしながら、やっぱりお祝いしてます。 

 で、かけて８０ぐらいになった人、４０年間もしかけて、病気もせんで来た人には、やはり市

独自としても何かお祝いの形で、あなた健康でようやってきたなと。掛け金も掛けてくれたな、

皆さんのためになってますよというような、希望に少しでも沿うような形の報償も考えてほしい

と私は思ってるんです、まじにね。市長どうですか、これは。 

○議長（工藤 安雄君）  市長。 

○市長（首藤 奉文君）  本当に長寿ではというのもありますけども、そういう健康に対して元気

で頑張られた人については、そういうことも考えられると思います。 

○議長（工藤 安雄君）  佐藤郁夫君。 

○議員（１２番 佐藤 郁夫君）  ありがとうございます。これで終わりますが、当初２分ぐらい

使って前段を述べておきたいと思いましたが、余りそういうのが好ましくないということもちょ

っと考えまして、後段でありますけれども、我が地域も２２戸、ほぼ農作業終わったんです。皆
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さん、ほっとしてます。 

 本当に農業というのは、地域を守る、本当に採算はあいませんが、地域のやっぱり、私のとこ

ろも棚田ですが、水張って、少し自然、それ見たときにほっとするんです。皆さんで、ああ、済

んだわいって。みんな何か慰労会でもしようやと、そういう気持ちになります。そういう形をや

はり、これからは地域も本当に和やかで今まで以上の絆を深めていきたい、そういう思いもござ

いますんで。どうぞ皆さんもそういう気持ちで執行に当たって取り組んでいただきたい、そうい

うこと申し上げまして私の一般質問を終ります。 

○議長（工藤 安雄君）  以上で、１２番、佐藤郁夫君の一般質問を終ります。 

……………………………………………………………………………… 

○議長（工藤 安雄君）  ここで暫時、休憩いたします。 

 再開は、１５時２５分といたします。 

午後３時10分休憩 

……………………………………………………………………………… 

午後３時24分再開 

○議長（工藤 安雄君）  再開します。 

 次に、１８番、田中真理子さんのを許します、田中真理子さん。（「１７番」と呼ぶ者あり）

（発言する者あり）大変済いません。１７番、田中真理子さんの質問を許します。 

○議員（１７番 田中真理子君）  出だしから、ちょっと笑いが止まらなくなりましたが、私で今

日は最後です。 

 私の頭の中も、もういろんな情報でいっぱいになっているので、何を再質問していいかなとか、

いろいろ考えているうちにわからなくなってきました。昼からは多くの担当部課長に来ていただ

いておりますが、うまく再質問ができたらいいかなと思っております。よろしくお願いします。 

 それでは、議席番号は１７番です。１８番から１７番に戻りましたので、よろしくお願いいた

します。田中真理子です。議長の許可を得ましたので、通告順に従い、３点、質問をします。市

長、教育長を初め、多くの担当部課長には、御答弁のほどよろしくお願いをいたします。 

 田植えのこの季節、日本では梅雨という雨がなければ、田植えに支障を来します。ただ、とき

として温暖化のせいか、予想外の雨量に荒れた山や川は弱く、災害を招きます。改めて、日ごろ

より防災の意識を高めておかねばならないと思っております。 

 今朝の二ノ宮議員の田植え前線の話と少し重なりますが、同年代なので、同じ思いを、（発言

する者あり）同級生ですよ。同じ思いを持ってるなと思いました。田植えも昔と随分と様変わり

してきました。家族総出で手伝っていた風景は、昔の話です。大変でしたが、でも、楽しかった

思い出のほうが強く残っています。泥まみれになりながら、田んぼの中を泳ぐおたまじゃくし、
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あめんぼう、ときには蛇もいました。オンセンミズゴマツボはいませんが、まいまいこんという

小さなみずすましがおりました。記憶にあるでしょうか。そういった虫たちと遊んで、楽しい思

い出がたくさんあります。 

 今思えば、小さな命の大切さを学んでいたのかもしれません。また、手伝うことで人への思い

やりも生まれてきました。道端で大勢の手伝いの大人と楽しく食べたあり合せのこびり、懐かし

く思い出します。 

 そして、今、この過程ができないのがさびしくあります。我々の年代の人々が言うことには、

機械が壊れたらもう農業を辞めるという人が多くいます。せめて食べる分だけでも、子どもや孫

たちと手植えでもできないのか考えます。このことは、考えるだけ無駄なことなのでしょうか。

輸入米で子どもたちは将来満足するのかと思うと、胸が痛みます。 

 それでは本題に入ります。 

 ここにきて、政府もめまぐるしく人口減少について取り組もうとしております。日本の総人口

の４分の１が６５歳以上の高齢者となり、２０１３年１０月１日の時点で３,１９０万人、１５

歳から１６歳の生産年齢人口は３２年ぶりに８,０００万を下回りました。団塊の世代が７５歳

以上となる２０２５年、医療、介護への負担はさらに増大し、今の社会保障制度に支障を来すこ

とは間違いないと思います。 

 一方、少子化問題も深刻化しており、出生率は１.４１と低迷を続け、国は５０年後、人口１

億人保持という目標を打ち出してきました。早急に手立てをとらないと、小さな市長村は消滅し

かねません。 

 由布市も２０４０年には、人口約２万６,０００人、中でも２０歳から３０歳の女性は２,４０

０人しかいないと予測されています。農林業、教育、福祉、育児、介護、地域での役割、日常生

活の中で果たす女性の役割は重要で、半減すればどうなるかおわかりになると思います。女性の

労働力がさらに必要となり、その環境整備を急がないと幼い子どもや出産、介護で職を追われた

女性など、弱い者が犠牲となるでしょう。どのような社会になるのか、男女平等参画の社会にな

るのでしょうか。 

 １点目、地域に根づく女性の活用促進について。戦後の婦人会組織から各種団体の組織へと変

わり、２５年が経過しようとしています。団体の高齢化により、会員の減少、解散という事態に

なりかねません。組織の中には国、県、市と連携する中で、危機感を持っています。将来の組織

団体の存続についてお伺いをいたします。 

 ①、各所管で書かれている各種女性団体の現状と存続について、何らかの対策、検討をされて

いるのでしょうか。 

 ②、各地区における女性の活用は。 
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 大きく２点目の児童の安全及び学童保育の環境整備についてお伺いをします。 

 徐々に改善されてきていると思います。先日、郵便局の前の歩道橋の下に幼稚園生や北方の子

どもたちが通る道があります。そこに水が貯まりますので、どうにかならないかなと思って、地

域振興課のほうにお願いをしました。早速、見に行ってくださって、その前の日に雨は降ってい

たんですが、溝が詰まっていてどうにもならないので、きれいに整理整頓してくださって、国土

交通省のほうに早急に対策を講じるようにお願いをしてくれました。 

 それと、同尻の陸橋の下の青いシートがあります。庄内に行く方はよく見ると思いますが、そ

こも今年度中にはＪＲがよくするということで報告をもらいました。 

 それともう１カ所、商工会の前の戦没者の墓があるんですが、壊れててどうしようもならなか

ったんですが、また最近になって、石が落ちて来だしたのでぜひ何とかしてくださいということ

でお願いしましたら、ちゃんと石が落ちてこないような柵だけはつくっていただきました。感謝

を申し上げます。 

 車社会から子どもたちを守る通学路の環境整備、安心して遊べる場所が減ったこともあり、放

課後の子どもの過ごし方は共働き世帯にとって大きな壁となっています。働く母親が気になる放

課後の子どもたちの環境整備についてお伺いをいたします。 

 ①点目、中部地区通学児童安全確保対策会議は、その後、どう開催されていますか。また、具

体的に改善された危険箇所はあるのでしょうか。 

 ②点目、多目的公園の維持管理体制はどのなっているのかお伺いをします。 

 ③点目、今年度、開始された寺子屋についての説明とこれまでの厚労省の放課後児童クラブ、

文科省の放課後子ども教室との関係について、学童保育の環境整備についてお伺いをいたします。 

 大きく３点目、地域における環境に関する諸問題についてお伺いをいたします。自然環境を守

るということは重要であり、大変な作業です。山、森、河川を守ることで人は潤います。近年、

自然を通じて、子どもたちに命の大切さを教えることができなくなりました。自然から教わるこ

とで、命の原点を学ぶことができ、情緒豊かな大人へと成長していくと思っています。教育や健

康にも通じ、まだ自然が残っている由布市だからこそ大切にしたいと思います。 

 ①点目、学校教育の中で、環境教育の指導はどのように行っているかお伺いします。 

 ②点目、大分川河川の清掃は誰がどの辺りを行っているのか、またその時期はいつかお伺いを

いたします。 

 ③点目、黄砂、光化学スモッグ、ＰＭ２.５、人体に及ぼす公害の情報、警告はどのようにし

ているのか。 

 ④点目、住みたくなるまち由布市も、ごみのないきれいなまちづくりの取り組みができないか

お伺いをいたします。 
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 以上、これで終わりますが、再質問は自席にてお伺いをいたします。答弁のほど、よろしくお

願いします。 

○議長（工藤 安雄君）  市長。 

○市長（首藤 奉文君）  それでは、１７番、田中真理子議員の御質問にお答えをいたします。 

 最初に、多目的公園の維持管理体制についてでありますが、挾間多目的公園の日常の維持管理

につきましては、都市・景観推進課で行っております。公園内の遊具は新設であることから、本

年度は職員が点検を行うようにしております。トイレの維持管理、公園の草刈りにつきましては、

委託を行っております。 

 次に、大分川河川の管理についてでありますが、１級河川大分川は国が管理する天神橋までの

直轄区間を除き、大半を大分県が管理しております。大分県では良好な河川環境の保持と快適な

自然環境の形成を図ることを目的として草刈り業務を実施することとしており、その業務を由布

市に委託しております。由布市では草刈り業務の委託を受けまして、その業務を挾間町内水面振

興協議会や関係自治区に再委託をし、実施をしております。 

 場所につきましては、挾間地域では同尻橋付近、湯布院地域では大分川と平川の合流地点から

上流でございます。実施時期につきましては、７月１日から３１日までの河川愛護月間内に実施

をしていただくようお願いをしております。平成２５年度における実施面積は１６.５ヘクター

ルでございます。 

 次に、黄砂、光化学スモッグ、ＰＭ２.５が人体に及ぼす公害の情報、警告はどのようにして

いるのかということでありますが、現在のところ大気汚染情報の収集については、大分県が県内

に２０の測定局を設置して常時監視をしております。 

 市内には由布保健部にアナログ式移動測定器が設置されていますが、２６年度中にデジタル方

式のものに設置がえするとのことで、より精度の高い測定・集中監視が可能になるとのことであ

ります。 

 注意喚起の発令は、県民安全安心メールや県のホームページで情報提供を行うと共に市町村や

報道機関にも情報提供されています。情報提供を受けた市としては、環境課が教育委員会、福祉

事務所に情報伝達を行い、伝達を受けた部局が所管する小中学校や福祉施設等に注意喚起を行う

こととしております。また、市報を通じて県民安心安全メールの受信登録や地デジ放送での事前

情報確認を呼びかけているところであります。 

 次に、住みたくなるまち由布市も、ごみのないきれいなまちへの取り組みができないかという

ことについてであります。由布市ではこれまで「ごみゼロおおいた作戦」の取り組みの一環とし

て各種団体、自治区の皆さん方のボランティア活動により、国道、県道、市道周辺のごみ拾いや

河川の清掃活動が展開されてきたところであります。今後も、活動は継続して行っていただきた
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いと思っております。議員の言われる「ごみのないまちづくり」に向けて頑張ってまいりたいと

思います。 

 以上で、私からの答弁は終わります。他の質問につきましては、教育長より答弁をいたします。 

○議長（工藤 安雄君）  教育長。 

○教育長（清永 直孝君）  １７番、田中真理子議員の御質問にお答えをいたします。 

 質問内容が非常に多岐にわたっていますので、少し長いかと思いますが御容赦をお願いします。 

 最初に、地域に根差す女性の活用推進についてです。平成１８年に挾間、庄内、湯布院にあり

ました女性団体連絡協議会を各支部として、由布市女性団体連絡協議会が発足しました。構成団

体は、生活学校るぽ、食生活改善推進協議会、女性ドライバー協議会、更生保護女性会、商工女

性部等、３２団体です。役員さんたちが積極的に企画運営に携わり、女性ならではの地域に根差

した活動として非常に成果を上げている団体だと思います。しかし、御承知のように加盟してい

る各団体の会員の高齢化が見受けられ、次世代を担う人材の育成について課題があるとされてい

ます。 

 挾間支部では各小学校のＰＴＡの母親部など取り込んで、若い世代の参画を促すなど対策を行

っていますので、今後、他地域の女性団体についても若い世代の参画についてよい方策がないか

協議していきたいと思っています。 

 また、中山間地域については、地域福祉や地域活動の担い手として女性の力は大きな力となっ

ていますので、自治公民館連絡協議会の研修会、総会などの機会などを利用して、地域での女性

の力の必要性を訴えていきたいと思います。 

 県の状況といたしましては、社会協議会の現状として、女性団体に対しては学習支援を基本と

すること。また、さまざまな女性関係団体については相談窓口が一本化していないので相談や要

望を受け付ける窓口を設置したほうがいいのではないかと関係各部局で協議を行っているという

ことです。由布市もそれを参考にしながら、今後の支援方策を検討していきたいと思います。 

 次に、児童の安全及び学童保育の環境整備についてですが、中部地区通学児童安全確保対策会

議は、その後どう開催されているのか、また具体的に改善された危険箇所はあるのかについてお

答えをいたします。 

 中部地区通学安全確保対策会議は、平成２４年６月に大分県大分中部地方振興局が管内の４市

と警察署、国土交通省、大分土木事務所、県教育委員会等、関係機関で設置されました。 

 由布市では平成２４年度と２５年度に通学路合同点検会議をそれぞれ２回開催しており、今後

も継続して行うことを確認をしています。 

 改善された箇所としては、西庄内小学校校区内である国道２１０号の上小原住宅入り口付近か

ら庄内ストアまでの間の歩道に、昨年度に国土交通省によってガードパイプが設置されたこと。
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それと、川西小学校校区内にある川西農村健康交流センターから小学校までの間の歩道沿いの崖

の枝木や竹、国土交通省によって取り除かれたこと。また、歩道のグレーチングの土あげがされ

たこと等があります。 

 予算が伴う要望箇所や多くの関係者の同意が必要な箇所等、なかなか改善が難しいものもあり

ますが、引き続き、同会議で継続して取り組んでいきます。また、庁舎内の組織体制の充実も図

っていきたいとの考えについて、よい方策がないか協議していきたいと思います。 

 また、中山間地域については、地域福祉や地域活動の担い手としての女性の力は大きい力とな

っていますので……。ちょっとだぶったところで申しわけありません。 

 次に、今年度開始された寺子屋と放課後児童クラブ、放課後子ども教室の関係についての御質

問についてお答えをいたします。 

 文部科学省の放課後子ども教室は補助事業として継続しており、大分県が実施する段階で、本

年度から放課後チャレンジ教室及び土曜教室に変更されました。従来と比べ、算数・国語などの

学校の学習の補助の比重が大きくなっていることが特徴です。一方、寺子屋は地域の人材をフル

活用して補充学習や体験活動を小学校区ごとに取り組むもので、本年度からゆふの寺子屋として

スタートしたものですが、さきに述べた県補助事業の放課後チャレンジ教室及び土曜教室を活用

していきます。 

 また、厚生労働省の放課後児童クラブは保護者に対する支援が主であり、子育て支援課が所管

しております。可能な限り、連携を行う放課後子どもプランの考え方はありますが、事業上の直

接の関連はありません。 

 なお、文部科学省と厚生労働省から国の新たなプランとして放課後総合子どもプランが提唱さ

れたこともあり、今後、新たな活動形態の模索も考えられます。 

 最後に、学校教育の中で環境教育の指導はどのようにしているかということですが、由布市の

学校教育の中の１つの目玉だと、私は、これは考えています。水俣の公害問題から水俣市の環境

教育が出発して、大分県では日田市が拠点の小学校は非常に進んだ１校がありましたが、由布市

においては学校版ＩＳＯの、市長、それから教育長連盟で、それぞれの幼稚園、小学校、中学校

がエコ問題については日常的に取り組んでいることです。 

 学校エコ運動ですが、各学校で独自に取り組んで行っているのが、水、電気を大切に扱う運動、

クリーン活動、環境集会、リサイクル活動等、日々実践しています。これが、子どものときから

環境問題に目をつけ、そして実践する中で、これが家庭にも及ぶことが目標にしているところで

す。 

 また、６月５日の環境の日には水、空気、ごみ、地球温暖化、酸性雨等々を取り上げることで、

自分の生活を見つめ直すことを狙いとして特設授業を行います。この日は、国連による国際的な
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記念日「世界環境デー」でもあります。 

 なお、各教科、道徳、総合的な学習の時間の中でも関連する教材を扱う際に、環境問題につい

て考えさせる指導を行っています。日常的にもタイムリーな話題があるときには教材として活用

しています。 

 環境問題は学校教育全体にかかわる問題であり、日常的に取り組むものがあります。継続的・

関連的な考えでいくことは大切だと考えています。 

 以上です。 

○議長（工藤 安雄君）  田中真理子さん。 

○議員（１７番 田中真理子君）  ありがとうございました。 

 それでは、１点目からいきます。今回、なぜこういった女性の役割について質問したかといい

ますと、背景は、戦後、今６８年ですか、戦後にやはり女性が立ちあがって、今の時代を築いた

のではないかと思っております。ということは、食育とか、それからさっき水俣の話が出ました

が公害の問題とか、やはり女性から声を上げて現在に至っていると思います。 

 昭和の６３年までが第１期としますと、その後、平成に入りまして、それまで地区の婦人会と

いうのがあったんですが、その婦人会がだんだん高齢化によってすたれてきましたので、そのと

きに挾間町のことしか覚えてないんですが、平成元年にもと和田教育長の時代に女性団体の組織

をつくりました。そのときに、ＰＴＡの母親部会というのもありましたので、じゃあそれを入れ

たほうがいいのじゃないかなということで、このときから今の挾間町のＰＴＡの方々も入ってお

ります。それも、２５年経ちました。私がその平成元年のときにＰＴＡの母親会の役をしていた

ものですから、そのときから私かかわって、今２５年この団体にかかわってきております。先ほ

ど言われましたように、女性団体も既にもう平均年齢、お母さんたちを除けば６５歳以上ではな

いかなと思います。 

 私もその当時４０歳だったのが、今もう６５を超えましたので、かなりの年代で私たちを地区

婦人会から育ててくれた人はもう八十五、九十、それぐらいの年になって、だんだん皆さん出て

これなくなりました。 

 それで、日本の将来をどう動かすかとか、動かしていくかということ考えたときに、これから

は地域か若者しかないんではないかなと思います。それで今、どういうふうに所管というか、社

会教育課だけがこの問題に携わっているのか、それとも農村女性なら農政課、それから食推であ

れば健康増進課、それぞれが考えていると思うんです。 

 先ほど、答弁の中にあったように高齢化をしているというのがわかっているんであれば、今後、

どうすればいいかということを検討されている課がありましたら、お答えをいただきたいと思い

ます。 
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○議長（工藤 安雄君）  教育長。 

○教育長（清永 直孝君）  頭の痛い話で、特効薬的なものはないと思いますが、やはり若い女性

の方々、子育てして、そしてちょっと子育てから、そんなに夢中にならない少し子どもが大きく

なったときに、やはり地域に目覚めて、地域にどう貢献するかという、そういう若い力をどの場

面でどう要請するかということにかかわると思っています。関心のある方はおると思いますので、

どう吸い上げることかということだろうと思います。 

○議長（工藤 安雄君）  田中真理子さん。 

○議員（１７番 田中真理子君）  そこに尽きると思うんです。私たちが、まだ子育てしている時

代は、家庭教育学級というのがありました。そこでかなり消費のこと、それから排水のこと、い

ろんな勉強をしてその中で自分にあったものを見つけて、それぞれの団体に加入して今があると

私も思っておりますので。 

 特に女性ドライバーとかいうのは、皆さん今、女性がドライバーになっていますので、会員は

減ることないんです。だけど、１つ健康増進課のあれになるんですか、食推とか。食推もほぼ、

年々減ってきてまして、これは保健所のカリキュラムが要るので今約２年、勉強しないと食推の

会員になれないんですが、その会員になるのも今年度も２０人公募してても５人しか集まらない

んです。自分で手を上げるという人は、なかなかいないんです。じゃあ、このような状況の中で

このままでいいのか。今、食推の役割もいわゆる高齢者に対するお弁当とか、子どもに対する食

育とか、それぞれの地区で非常に活動しているんですが、この辺りについてどうなんでしょう。 

○議長（工藤 安雄君）  健康増進課長。 

○健康増進課長（河野 尚登君）  食推の問題につきましては、現在、会員数が全部で１１６名と

いう形になっております。今年度の新規加入者が挾間が２名、湯布院が５名の計７名ということ

でございまして、全国的に会員の減少が非常に問題になっていると。 

 そういうことで２４年度から男性会員の加入が認められたということで、健康増進課の栄養士

を中心といたしまして、男性料理教室の方々に参加の、加入の呼びかけをいたしているところで

ございますが、現在まで加入者がいないということもございますので、いろんな市報等を通じま

して積極的な加入を進めていきたいというふうに、今、担当のほうで計画をいたしているところ

でございます。 

 以上です。 

○議長（工藤 安雄君）  田中真理子さん。 

○議員（１７番 田中真理子君）  男女雇用参画社会からいえば、男性も悪くはないかなと思って

おりますが、今、男性はひとり暮らしが多くなったので、結構、男性の料理教室は減ることなく

続いているのが現状です。男性もぜひ、台所には入ってもらいたいと思いますが。 
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 私、この食推も価値観とか料理の仕方とか、いろんなのが少しづつ変わってきましたので、新

しい世代の第２期とかいうとおかしいんですけど。高齢者は４時間立っているときつくなったり

するので、調理室で４時間立って料理の勉強したり、いろんなことしたり、お弁当つくったりす

るんですけど、だんだんきつくなったりするので、そうなるとやはり若い人の加入をぜひ今から

も積極的に進めていただきたいんです。今、田代さん、一生懸命してますので、この点について

は十分わかっていると思いますので、今後ともどういう形がいいのかというのを検討して進めて

いってもらいたいと思います。 

 先ほど、朝の、二ノ宮議員がナス部会とかいろんな部会の農政も少なくなったと言いましたけ

れど、農政課においても生活改善もなくなりました。今、ＪＡ農村女性はあるんです、女性団体

に入っているんですけど、そこを指導するのは農政課には係はないんですか。 

○議長（工藤 安雄君）  農政課長。 

○農政課長（伊藤 博通君）  農政課長です。お答えいたします。先ほど、議員さん、御指摘して

いただきました由布市農村女性団体連絡協議会、こちらは私ども農政課のほうが所管として取り

扱っております。この農村女性団体連絡協議会の構成団体といたしまして、今、議員さんもおっ

しゃいました農協女性部、それから生活改善グループが名称を変えました大分由布地区生活研究

グループと今なっております。 

 それからあと、庄内町の畜産女性部、湯布院町畜産女性部、湯布院酪農女性部、そうしたとこ

ろが構成団体となっております。 

 以上です。 

○議長（工藤 安雄君）  田中真理子さん。 

○議員（１７番 田中真理子君）  皆さん、お若いんでしょうか、少し高齢でしょうか。その農村

女性も……。 

○議長（工藤 安雄君）  農政課長。 

○農政課長（伊藤 博通君）  お答えします。冒頭、議員さん御指摘のとおり、そして、先ほど、

教育長さんからの御答弁ありましたように、現状といたしましては高齢化、それから社会的な現

象であります少子化の傾向ということで、今、後継者不足というものがこういう団体の活動に対

して課題、そして妨げになっているというのは事実であるというふうに、私ども認識しておると

ころでございます。 

 以上です。 

○議長（工藤 安雄君）  田中真理子さん。 

○議員（１７番 田中真理子君）  それぞれ、課、認識はしているけど、それから先がないという

のが現状かと思いますので、ぜひ、大切だと思うんです。やはり農業でも、今から女性がもう少
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し頑張ってもらわないと、このまま農地がなくなっていいのかということにはならないと思いま

す。 

 それで、農業委員会もなるべく女性を多くしようとして、今、由布市では４人います、３６人

中です。全国で平成１３年の９月１日には全部で農業委員さんが３万５,６９５人中の、そのう

ち女性は２,２３２人しかいないんです。ここもぜひふやしてもらいたいということで、頑張っ

ているんですけど、なかなかやっぱり自治区のそれぞれの決まりがあって出て来れない理由とか、

女性がそんなところに出てというような感じも見受けられますので、ぜひ、農業委員会、それか

ら農政の方にお願いしたいのは、ここもできるだけ女性を活躍する場を広げてほしい。できれば、

いろんなところに女性を出してほしいなと思っております。ちょっと時間がないんで、急ぎます

けど。 

 それで、地域に女性を置いて何か活動する場所がないかなということで、今、公民館館長、自

治区長さんになられている女性はいるんですか。 

○議長（工藤 安雄君）  社会教育課長。 

○社会教育課長（後藤 幸治君）  社会教育課長です。２６年度の自治公民館長の女性は挾間で３

名、庄内で５名というふうに把握しております。 

 以上です。 

○議長（工藤 安雄君）  田中真理子さん。 

○議員（１７番 田中真理子君）  じゃあ、区長さんはゼロでいいですか。区長、ゼロですか。

（発言する者あり）はい、少しいらっしゃるんですね。地域によっては女性が出ていかないと悪

いところもあるかと思います。 

 私もいろんな役目をするのに、公民館とかは女性の館長さんが積極的に公民館を利用するため

にはいていいと思うんです。それには市が働きかけることも大事だし、それぞれ自治区の人たち

もぜひ公民館長さんには女性の方になってくださいというような指導育成もしないと悪いと思う

んです。 

 さっき、郁夫議員にもありましたけど、やはり地域でできる仕事、かなりあって、今、公民館、

皆、新しくなってるんですけど、年間使用料とか使用回数ってほとんどないような気がします。

総会のときと、それと、それぞれ学習の何か指導してる方たちの利用の場とかで、昔に比べたら

活動の、その場が公民館から違うところに何か移動しているような気がして、もっと公民館を活

用してもらいたいので、これから社会教育を進めていく上で、公民館活動にもぜひ女性を推進し

てほしいなと思っております。 

 それと、行政ですけど、今これを担当している課、女性を、あるんですか。今、社会教育課の

公民館の、社会教育課のほうで女性団体の組織としてはそこが担当してますけど、それぞれ、女
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性を組織だけじゃなくていろんな、さっき、相談窓口がないって言われたんですけど、そういっ

た女性の問題について検討しているところがあるんですか。 

○議長（工藤 安雄君）  総務部長。 

○総務部長（相馬 尊重君）  男女共同参画社会の実現ということで、総務課が所管をして、いろ

んな計画、例えば各種委員会に女性の割合をふやしてこうとか、そういった取り組みを行ってお

ります。 

○議長（工藤 安雄君）  田中真理子さん。 

○議員（１７番 田中真理子君）  ぜひ、その女性担当課とか言うとおかしいいんですけど、これ

からいろんな問題が起こってきますし、こういう問題を育成していくためには、そういう係、女

性が管理職の立場でも、その場について指導してもらえるといんですが、検討しますぐらいは言

えますか。 

○議長（工藤 安雄君）  総務部長。 

○総務部長（相馬 尊重君）  男女共同参画社会の実現ということでいう意味では、意味わかるん

ですけど、役場内部のこととかになると、また、人事の問題とかいろいろあるんですけども、そ

ういった設置目的とそういった面でちょっと研究はしてみたいと思います。 

○議長（工藤 安雄君）  田中真理子さん。 

○議員（１７番 田中真理子君）  ぜひ今後、重点を置いていただきたいと思います。 

 先日、防災士が１１３名いますということで報告がありましたが、その内訳をもらいました。

９３地区の合計で、ほかの企業をのけたら１０２名なんです。企業とか、そういった事業所から

も受けている人がいるので、そういう人たちのけると３地域の合計は、男性が９０で、女性が１

２、１０２人いるんです。 

 この防災士も、できれば地区に１人ずつ、ここに言っていいのか、野上さん、いいですかね。

防災協会の会長さん、野上さんなんですが、女性だけの講習会とか、もう少し女性を各地区に１

人ずつ要請できるような、そういった講習会を開いてくれるといいのではないかなと思います。 

 消防団とか地区の用事で男性は忙しいとかさっき言ってましたので、じゃあ、せめて地区には

女性が残って炊き出しをしたりとかいろんな準備をしたりするのをできたらいいと思うんです。

そのときに、やはり、防災士のある程度、免許、資格を持った人たちが活躍してくれるといいな

と思ってるんですが、その辺についてはどうでしょうか。 

○議長（工藤 安雄君）  総務部長。 

○総務部長（相馬 尊重君）  防災士の要請には毎年、各自治区宛てに希望者といいますか、そう

いうものを通知を出して希望を募った上で募集をしているんですけども、特に女性に限ってとい

う募集は今まで行ったことはありませんので、今後、先ほどの問題と一緒に研究してみたいと思
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います。 

○議長（工藤 安雄君）  田中真理子さん。 

○議員（１７番 田中真理子君）  よろしくお願いします。 

 それでは続いて、２点目に行きます。児童の安全と学童保育の環境整備についてですが、もと

江藤実子課長のときに、この中部地区通学児童安全確保対策会議というのをつくっていただいた

ものだと思います。 

 先程の答弁で、結構かなりいろんなところを手当してくれているのでいいなと思いますが、な

かでも表示です。ゾーン３０とか、それから文という字です。緑の中に白で書いた文とか、それ

から区画線、それとかグリーンベルト、そういうのはただ単にその会議の中で出してくださいと

言っただけでは設置できないんですか。ちゃんと公安委員会、そこを通さないといけないんです

か。 

○議長（工藤 安雄君）  学校教育課長。 

○学校教育課長（奈須 千明君）  学校教育課長です。お答えします。通学路の合同点検会議は、

先ほど教育長の答弁にもございましたが、年２回ほど開催しておりまして、危険箇所等につきま

してはその要望を踏まえて、その会議で要望しまして、各関係機関でまた改善に向けた協議を進

めていくというようなお願いをしてございます。いろいろ関係者の同意が必要だったりというこ

とで、条件が整わないと実現できない部分もございますので、継続して要望していきたいという

ふうに考えております。 

 以上です。 

○議長（工藤 安雄君）  田中真理子さん。 

○議員（１７番 田中真理子君）  それでは、必要箇所があるんですが、そういった会議に出てる

人とパトロールといいますか、見て回ったりしたことあるんですか。危険箇所、出てるところは

見ないとわからないのであれでしょうけど、日ごろの通学路とかいろんなところは見て歩いたこ

と、パトロールとかしたことあるんでしょうか。 

○議長（工藤 安雄君）  学校教育課長。 

○学校教育課長（奈須 千明君）  お答えします。合同の点検会議ということで、要望箇所につい

ては見て歩くようにしております。 

○議長（工藤 安雄君）  田中真理子さん。 

○議員（１７番 田中真理子君）  それでは要望の出てない箇所は見て歩かないと。 

○議長（工藤 安雄君）  学校教育課長。 

○学校教育課長（奈須 千明君）  お答えします。こちらのほうで事前に点検をして、要望してい

くような危険箇所があれば要望していくということで、事前のチェックも必要だろうというふう
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に考えております。 

○議長（工藤 安雄君）  田中真理子さん。 

○議員（１７番 田中真理子君）  私も何回も言うので、余り何回も言ってもらちがあかないので、

次の手段をとらないといけなくなりますので、もう一度ちゃんと写真、その他、調べて提示をし

たいと思います。 

 特に、ゾーン３０というのはどこかの地区もしてましたけど、それをしてもらわないとバイパ

スを通りますよね、信号のないところを通りますよね。で、皆さん、恐らく通る人はもう毎日の

ことだから知ってると思うんですけど、なかなかスピードを落としてくれませんので、狭い通路

や抜け道とかを通って通学路になってるところにはゾーン３０なり、文とかグリーンベルトはぜ

ひお願いしたいと思いますので、この件につきましてもよろしくお願いいたします。 

 それと次の多目的公園ですが、先ほど都市・景観課がして、遊具は職員が点検すると。トイレ

と草刈りは委託先に委託していると。その委託先はどこでしょうか。 

○議長（工藤 安雄君）  都市・景観推進課長。 

○都市・景観推進課長（大嶋 幹宏君）  都市・景観推進課長です。お答えいたします。トイレの

維持管理につきましては本年度から予算をいただきまして、現在、豊後環境センターのほうで委

託をお願いしております。 

 それから草刈りにつきましては、まだ委託契約は結んでおりませんが、先般、かなり草が伸ん

でいた状況もございますので、現在、地域振興課の作業員さんをお願いしながら昨日から草刈り

をしている状況でございます。 

 以上でございます。 

○議長（工藤 安雄君）  田中真理子さん。 

○議員（１７番 田中真理子君）  昨日、見てきました。昨日、少し芝生のところがきれいになっ

てましたので、どこがやったのかなと思ったんですが。皆さんきれいなうちは何も言いません。

草が生えてくるとうるさく言います。それが、例えばまだ契約してない、どこかはっきり決めて

いないのであれでしょうけど、年に何回ぐらい掃除するつもりなんでしょうか。あそこは結構、

昔のあれだから、かやとか取りにくいあれが多いんですよ。結構、草が生えるんです。 

○議長（工藤 安雄君）  都市・景観推進課長。 

○都市・景観推進課長（大嶋 幹宏君）  お答えいたします。公園の草刈りにつきましては、年に

２回ということで計画をしてございます。 

 それと、施設内に植樹、木がございますので、その剪定も１回行う予定にしてございます。 

 以上でございます。 

○議長（工藤 安雄君）  田中真理子さん。 
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○議員（１７番 田中真理子君）  草切りについては、少し様子を見てください。年２回で済むか

どうか、ちょっとその辺、少し不安になりますんでよろしくお願いします。 

 それと、川沿いに来て公園のほうに入るところが子どもの遊具が置いてる場所なんですけど、

そこから遊具を置いてる先からは金網がしてるんですが、遊具とか置いてるところが金網がない

んです。遊具で一番遊ぶところがボールを蹴ったりなんだりして遊ぶところなので、小っちゃい

子どもが、そうするとそのボールがそのままずっとあそこの道路に出ます。 

 向かいの家のバックして車をあれするときに、子どもがそこからだと飛び出られますので、で

きればあの位置はとりあえずは金網を張るか、網をするかしていただかないと急に飛び出たら川

にボールが落ちることもあるし、車が来るので危ないんですがそこを何とかできませんか。 

○議長（工藤 安雄君）  都市・景観推進課長。 

○都市・景観推進課長（大嶋 幹宏君）  お答えいたします。実は議員御指摘のように、本年の４

月でございますけども自治区のほうからもそういった御相談がございました。それで、施設につ

きましてはでき上がったばっかりの施設でございまして、議員御指摘のところにつきましてはフ

ェンスがついてございません。それで当面、現在は児童の飛び出しの注意看板を３カ所ほど設置

して、状況推移をしているところでございます。 

 また、今後、どうしても危険であろうというふうなことが生じましたときには、また再度、当

方のほうで維持管理で予算計上等もしていきたいというふうに思ってございます。 

 以上です。 

○議長（工藤 安雄君）  田中真理子さん。 

○議員（１７番 田中真理子君）  どうしても危険であろうと思われたらじゃなくて、どうしても

危険なんです。ぜひ、早いうちにしていただきたい。結構、やっぱりきれいで遊び勝手がいいの

で子どもさんもだんだん来てますし、ぜひそれは検討してください、お願いをいたします。 

 それと、次が寺子屋についてですが、教育長、この寺子屋は学力向上が主なんでしょうか。ど

の辺に目的を置いてるんでしょうか。 

○議長（工藤 安雄君）  教育長。 

○教育長（清永 直孝君）  お答えします。 

 従来ある市民のいろんな得意技を伝えるという意味で１つのモデルとしてできて、１０年経っ

た学楽多塾等、要するに体験型のものとそれプラス学習補充のためのをマッチングしたものが寺

子屋塾だと把握しています。 

○議長（工藤 安雄君）  田中真理子さん。 

○議員（１７番 田中真理子君）  私は豊後高田にある寺子屋をイメージしてましたので、取って

つけたような寺子屋では意味がないかなと思っています。今のままで十分かなと。 
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 先ほど放課後児童クラブの話をされましたよね。やはり、１年生から３年生までは児童クラブ

に入れるものであればちゃんと児童クラブで指導する。ということは、この寺子屋では１年生が

ぬけてたんです。ぬけてるんです。寺子屋にしても、やはり１年生を入れなければ、１年生が一

番小１プロブレムといって、保育所の中では預けられても、その後が１年生になったら預けられ

ないという、どこかで面倒見てもらえないというのが一番お母さんたちの課題だと思うんです。

どうしてこれをしなかったかなと思うんです。そこ辺についてどうなんでしょうか。 

○議長（工藤 安雄君）  教育長。 

○教育長（清永 直孝君）  お答えします。 

 小規模校については１年から６年まで、そして割に大きい学校については二、三年という、最

初、定義をしました。 

 今、御案内のように、１年生もぜひということで、それを加味した形の中でやっていますし、

希望者として大きい学校についても１年から６年までも入れるような方向転換といいますか、広

めた形で進めようとしています。 

○議長（工藤 安雄君）  田中真理子さん。 

○議員（１７番 田中真理子君）  途中で何とかとかいうんじゃなくて、やはりこれを始める以上

は、その目的が何かということをきちっとＰＴＡのお母さんたちにちゃんとしないと、去年まで

できててただこういう名前がついただけで、何で変わったのとかいって、やはり不安だと思うん

です。 

 唯一、今、挾間小学校には放課後児童クラブがありません。その必要性もなかったんですが、

やはりだんだん夏休みとか、それからこうした１年生の放課後の学童保育どうすればいいかとい

うのが非常にお母様たちは悩んでいると思います。でなかったら、土曜日にきちっとした形、し

かも、おさらいにしろ、復習にしろ、そういった人が見られる、退職先生たちですが。そういっ

た人たちがきちっとついて、学力向上も兼ねてするという寺子屋に私はしてほしかったんです。 

 豊後高田では５歳から中学生まで無料で、土曜日を中心にパソコン教室やら寺子屋講座やらい

ろんな講座をしてますよね。そのとき、やっぱりちゃんと先生たちがついてそれを見てます。無

料です。これ、教材費として今７００円ぐらい要るんですけど。やはり、するんであればみんな

に公平にするとかいう、何かその辺がちょっと曖昧でスタートしたんじゃないかなと思うんです。

あえて言わせてもらいますけどその辺どう考えてます。 

○議長（工藤 安雄君）  教育長。 

○教育長（清永 直孝君）  初めから理想的なものちゅうのはなかなかできにくいわけですが、と

っかかりとしてできることからやっていきたいと思っているところで、今、御指摘の挾間小学校

については児童クラブ、ありません。これは民間の保育園におんぶしたような形になってますが、
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それは夏休みにはもう受け入れはできないということで、母親からの強い要望でせめて夏休みの

児童クラブを小学校に開放してということで、今それを詰めているところで、ことしの夏休みか

らそれを実際にやっていきたいと思っているところです。 

○議長（工藤 安雄君）  田中真理子さん。 

○議員（１７番 田中真理子君）  女性の進出を促すためには、そういった環境整備もとても大事

なことで、それをしていないとやっぱり安心して社会進出ができないっていうことです。今後、

女性が減るっていうことですので、その辺りもきちっと環境を整えてもらいたいなと思います。 

 いつも、ぶり返すと悪いんですけど、幼稚園を二年制にしてくださいといったときも、もっと

建てかえたりしてくれるのかなと思ったらプレハブだけ建てて二年制にしましたので。そういう

ことじゃなくて、最初から２年保育にするんであれば、ちゃんとした形で２年保育にしていただ

きたいと私は思っています。 

 でないと、駐車場もまだままならない中で、いつもお母さんたち悩んでながら幼稚園に通わし

たりしてるので、できるだけいい環境の中で教育向上、学力向上を目指してほしいと思っており

ますので、これも、ことし１年様子を見て、どういうふうに推移したらいいかなというのを考え

ていただきたいと思います。 

 前、渕野さんの言うのもちゃんとわかりますので、もう少しいい形で寺子屋を私は始めて欲し

いなと思っておりますのでよろしくお願いをいたします。 

 時間が無くなりましたが、最後の３点目にいきます。環境教育については、すばらしいいろん

な取り組みをしているというのがわかりました。由布市にもいろんな環境について取り組むべき

ではないかなと思っております。 

 そして、湯布院には、先ほどから言いますが、オンセンミズゴマツボとか、それからサンショ

ウウオとか、今、蛍があちらこちらこの大分川河川、すぐそこにもたくさんの蛍が飛び交ってま

すので、８時ごろになりますと皆さん車で見に来ておられます。そういった箇所もたくさんあり

ますので、自然研修を学ぶためにもとてもいいところじゃないかなと思います。 

 それを町内での交流もしてほしいなと思っております。やっぱり、挾間町にいた子どもたちが

湯布院のオンセンミズゴマツボを知ってもらうとか、そういったことをぜひお願いしたいなと思

いますので、これでよろしくお願いいたしをします。 

 それから、大分川河川の清掃ですけど、大体様子がわかりました。なぜ聞くかというとやはり

私たちも水問題でいろんな取り組みをしてますけど、普通にボランティアで清掃ができるものか

どうか、行ける場所しか恐らく清掃はできないと思うんですけど、どれくらい川の清掃ができる

のかなと、建策さんたちはいつも川の掃除とかしているのでベテランだと思いますけど、挾間の

人はすぐそばに川はあるんですけど余り清掃したことがないような気がするんですけど、どの辺
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りができるのかなというのがちょっと知りたかったんです。 

 国土交通省で、県が管理している河川ですが、同尻の橋の庁舎のほうに向かって右側が草むら

がありますが、そこは刈ってくれないんです、ここ四、五年、県が。こっちのほうは、内水面の

人たちが刈ってくれますのできれいなんですが、夏に鐘楼流しをして火のついた船をそのまま引

き揚げるんです。 

 簡単に人が通れるぐらいの草は刈るんですが、物すごく日照りが続いて枯れたときは、その火

がその草に燃え移って火事になる恐れがあるんです。どうすればいいかなって聞いたら、１立米

８８円、ガソリン代、機械の油を出すから地区の人がやってくれたらいいと言ってくれるんです

けど、地区も高齢化しててなかなかそこまで時間をかけてやれないんですけど。そういうときは

どうしたらいいんでしょうか、そこら辺り。 

○議長（工藤 安雄君）  建設課長。 

○建設課長（平松 康典君）  建設課長です。お答えいたします。草刈り業務は先ほど市長が申し

上げましたように、県からの委託事業で同尻橋の周辺約３００メーターぐらいを行っております

が、この草刈り業務の委託を始めた経緯は今から２０年以上前のことから不明でございます。 

 それで、面積をふやすことができるのかとか、今、単価平米８円でお願いをしてるんですが、

上げてほしいというような話を県のほうにしたわけですが、無理だというような返事をいただい

ております。 

 それから、面積につきましてもふやすことはできない、減らすことについてはオッケーだとい

うようなことは言っております。 

 以上です。 

○議長（工藤 安雄君）  田中真理子さん。 

○議員（１７番 田中真理子君）  私のほうが答えに困りますが、わかりました。川の清掃には許

可が要りますか、要りませんか。（発言する者あり）別に自分たちでボランティアでしようと思

えばしてもいいんですか。（発言する者あり）わかりました。それはここの会場に行きます。 

 もう時間がありませんので最後、きれいなまちづくりについてです。今、大分市は日本一きれ

いなまちづくり推進事業というのを行っております。釘宮磐さんはいつも言いながら、町をきれ

いにしております。私、健康立市で今、かかげておりますが、健康と同時にやはりきれいなまち

にするのも、１つは大事なことじゃないかなと思うんです。 

 そのためには、やはりウォーキングしながらごみ拾いが活動はできないかと、それから市役所

の公用車にごみ袋を積んでて職員も帰り際とかにごみがあったらそれを拾って帰るとか、そうい

ったことができないかなと思うんです。 

 それで、私、今朝もヨコマンに行って、こういった簡易の小さなひばさみを買ってきました。
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こういうのぐらいやったら、ちょっとしたバッグに入るんです。ごみはやっぱり、手で拾えない

のでそれとこの袋さえあればいつでもごみ拾えるなと思っているんです。せっかくウォーキング

するときも、ごみがあればごみを拾うという癖をつけていただきたいなと思ってお願いをしたい

んです。それが検討できないかなと。 

 そして、これを見ながら考えていたのは、由布市内にも竹がいっぱいありますので、できたら

これ本当いうと、できたら竹で、ちょっとここを曲げるのに苦労するんですけど。竹のひばさみ

みたいなのないかなとそういうことまで考えながら歩いてるんですが、こういった検討が、ウォ

ーキング中じゃなくてもいいんですけど、環境課、どこかでそういった対策とれませんか。市長

どうですか、検討できませんか。 

○議長（工藤 安雄君）  環境課長。 

○環境課長（森山 徳章君）  環境課長です。お答えいたします。 

 そうできるのが私も望ましいんではないかと思っておりますが、私の部署が決定して周りに周

知するという部署でもございませんので、その辺のところはまた役所の中で協議が必要じゃなか

ろうかというふうに考えております。 

○議長（工藤 安雄君）  田中真理子さん。 

○議員（１７番 田中真理子君）  じゃあ最後に市長、ごみのないきれいなまちにしましょうとい

う運動を起こすことについてはどうでしょうか。 

○議長（工藤 安雄君）  市長。 

○市長（首藤 奉文君）  まったく賛成であります。 

○議長（工藤 安雄君）  田中真理子さん。 

○議員（１７番 田中真理子君）  ありがとうございます。ぜひ、皆さんで協力してごみのないき

れいなまちにしていきたいと思います。特に、湯布院に行ったときも思うんですが、観光客が多

いとごみもいっぱい出てきます。トイレもきれいかなって思うと結構汚かったりするので、なる

べく自分たちのマナー、モラルを高めながらごみのないきれいなまちにしていただきたいなと思

っております。それではこれで、私の一般質問を終ります。ありがとうございました。 

○議長（工藤 安雄君）  以上で、１７番、田中真理子さんの一般質問を終ります。 

────────────・────・──────────── 

○議長（工藤 安雄君）  これで、本日の日程は全て終了いたしました。 

 次回の本会議は６月１６日、午前１０時から、本日に引き続き一般質問を行います。 

 本日はこれにて散会いたします。御苦労さまでした。 

午後４時25分散会 

────────────────────────────── 


